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住民税問題に関する一考察
―長野県田中康夫知事の住民税納税問題を中心に―

出井　信夫

Ⅰ　はじめに―長野県田中康夫知事の住民票移動と住民税納付問題―

長野県田中康夫知事が、これまで生活の本拠地として居住していた長野市の自宅マン

ションから同市から約１７０キロメートル離れた県南の下伊那郡泰阜（やすおか）村に住所

を移転（移転した新住所は同村長宅）して、同村村役場に住民票の異動が受理されたこ

とが、マスコミ各紙に報道・紹介された。現在、この住民票の異動が関係機関の間で大

きな問題として取り上げられ、事の次第に衆目の関心が集まり、その成り行きが注目さ

れていることは周知のとおりである。

一部マスコミにおいては、この事案については、すでにニュース性に欠けるなどと認

識され興味が薄いと捉えるような傾向が見受けられるが、この懸案事項の帰趨がどのよ

うに推移するのかについては、これから本格的な議論がなされる重要な問題である。ま

た、今後の展開過程が不透明であること、仮に行政訴訟となったような場合には結論が

得られるのに長期間かかることなどの理由から、この事案を正面から取り上げることを

避けるような風潮がみられるが、いずれも、ことの本質が精確に捉えられていないこと

による。

この事案は、単に田中知事の住民票の異動に伴う住民税の課税権がどちらの自治体に

あるのかという課税技術の表層的な問題として捉えられる傾向にあるが、住民税の課税

地問題にとどまらず、今後の自治体の独自の税財源の獲得・捕捉の問題および自治体政

策の支援のあり方の問題、一般県市民の参画を促進する寄付金制度などと深く関係する

税制改革の問題などと深い関連があるという視点からの認識が薄いことを危惧するもの

である。

一般に、田中知事が、これまでの本拠地を移動して新たな生活拠点の地に住民票を異

動したということであれば、一般的な話題性としてニュースにはとりあげられたとして

も、大きな問題としてこれほどの関心は集めなかったであろう。

今回の田中知事の住民票異動の場合が関係当局間で大きな問題となっている点は、住

民票を異動した新住所には必ずしも生活の拠点があるわけではないこと、またその新住

所地において今後とも実質的に居住生活をすることが極めて困難であること、田中知事



自身はこの住民票を異動した理由について、異動した新住所地（泰阜村）に住民税を納

税することにより、「そのような自治体を応援したい」と、住民税の支払いは自分の意思

で、政策に共鳴するような自治体に対して住民税を納付することによって支援したいと

持論を展開されていることがあげられる。

「住民基本台帳法」に基づいて確定された住所地おいて、当該年度の１月１日現在が

基準日とされて賦課される個人の市町村民税（地方税法第３１９条）の課税要件については、

このような事態が生ずることは基本的には想定されてはいないことから、今回の事態の

ような場合においては、田中知事の住民税の課税権はどこにあるのかと、長野市と泰阜

村の両行政機関の課税当局に大きな問題として波紋を広げているわけである。

この問題提起については、後述するように、田中知事および長野市と泰阜村の両行政

機関の関係三者には、それぞれ信念とそれに基づく行動がある。それぞれの主張をみる

と、感情論的な主張はさておき、それぞれの主張をみると、いずれも信念に基づくもの

で、それぞれ一面の真理を有していることも事実である。

今後の事実確認などの事務手続きなどにおいて、当事者である長野市と泰阜村との間

の協議がなされることになっている。仮に、この協議が不調に終わると、知事の調停・

斡旋に委ねられ、「決定」されることになる。

この知事の調停について不服がある場合には、行政事件訴訟法第３条第３項に基づき、

「決定の取り消し」を訴える行政訴訟が提起されることになる。事の発端や成り行き経

過をみると、事は簡単には収まらないのではないかと、筆者は考えている。

本稿執筆段階では事案の帰趨は容易に即断できないが、最終的に行政訴訟となる可能

性が大きいと推測される。仮に、行政訴訟となった場合には、司法の判断が確定するま

でに長期間を要すると推測され、その間は三者とも膠着状態にならざるを得ない。

このような観点を踏まえ、本稿では、長野県田中康夫知事の「住民票の異動」問題を

中心に、「住民税の課税」に係わる問題点とその課題について論述するとともに、住民税

の納税について、「税金というものは、その使われ方が見える形が望ましい、見えるよう

になれば、納得した使い方をしている自治体へ納めることになる。また、だから、複数

の自治体に税金を納めてもいいのではないか」、と田中知事が主張しているような本意・

真意を生かすような方法や方策としては、知事の採った「住民票の異動」という対処・

行動以外には、合目的な方法として他の方法が何か考えられないのであろうかという視

点より、自治体における住民税の納税問題と自治体の都市・地域政策との係わりの観点

より、「知事の採った住民票異動に替わる知事の本意を生かした代替策を検討する」する

とともに、都市・地域政策と寄付金問題とその利活用のあり方について、緊急提言する
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ものである。

周知のとおり、現行の所得税法では、個人が団体や法人に対し寄付を行なうことは、

近年、規制が緩和される傾向にあるとはいえ、種々の制約がある。また、法人における

寄付金についても、広く一般に認められていないことはよく知られている。

長野県田中知事が住民票を異動してまで、個人の住民税を小規模団体に有効に活用し

てもらいたいと、財政的支援措置の一環として行動を惹起した問題提起に対して、その

解決策の一つの方法として、筆者は、個人が国や自治体に対して特定寄付を行なうこと

により財政的支援を促進することを提案・提言したいと考えるのである。

筆者は、これまで自治体政策における寄付金と基金づくりの関係について、拙著『都

市・地域政策と公民連携・協働―ＰＰＰ・ＰＦＩ・ＮＰＯ・基金・公益信託・第３セク

ターの研究―』（地域計画研究所、平成１４年３月）、『自治体財政を分析・再建する―予

算・収支の読み方から、行政評価・バランスシート・財政健全化計画の作成法まで―』

（共著、大村書店、平成１４年１１月）、『基礎からわかる自治体の財政分析―地域経営の視

点から財政シミュレーションまで―』（学陽書房、平成１６年５月）、また「個人・企業等

の『寄付金』制度を活用した新たな地域・都市の再生法�～�」（時事通信社『税務経

理』平成１１年１１月～平成１２年３月）、「新しいまちづくり活動の支援システムの研究―『基

金』『公益信託』『ＮＰ０』の現状と課題―」（『新潟産業大学経済学部紀要』平成１１年１２

月）などの論文、あるいは第３セクター研究学会や自治体職員の研修、一般市民・自治

体関係者などに対する講演などにおいて繰り返し提言してきた。

筆者の提言の趣旨が、図らずも長野県田中康夫知事が具体的行動として実行された、

と解することができる。筆者の著書や論文と比較し、田中知事の行動力やその影響力の

大きさに、いまさらながら驚嘆している次第である。

したがって、本稿では、実際の寄付金額と寄付金の所得控除による所得税および市町

村民税（市町村民税の所得割額）の税額がどのように変化するかについて、とりわけ、

次のような観点、すなわち、①寄付金を行なわなかったケース、②寄付金を行った際の

寄付金額に応じて所得税および市町村民税（市町村民税の所得割額）税額の変化、③所

得税および市町村民税の実質的な軽減額、④寄付金をした際の寄付金額と所得税および

市町村民税の税額の実質的な増減額の関係、⑤寄付金を行なうことにより寄付行為がも

たらす社会貢献に対する個人の満足度・寄与率などの視点より、寄付金額のケース毎に

その変化などについて、それぞれどのように変化するかということを具体的に試算する

とともに、それぞれの変化の推移について比較考察を行なうものである。

これらの試算結果や検証を踏まえ、近年、筆者が提案している「自治体政策の支援シ



ステムとしての寄付金および基金づくり」提案の実現可能性、またその実効性を促進す

るための対応策などを検討するとともに、自治体に対する財政支援措置のあり方および

自治体の政策実行能力の向上に寄与することを目的とするものである。

本稿は、主として、次のような内容より構成されている。

�　田中知事の居住地と住民票の所在地問題

�　住民税の課税地・課税権などに対する関係三者の基本的な考え方（４月３０日現在）

�　関係三者の考え方の要旨とその問題点・課題

�　わが国の「寄付金」制度の概要と諸外国の「寄付金」制度の概要

�　個人における「特定寄付金と所得税」の関係

�　田中知事の所得税および住民税の納税額の試算

―現行税法の適用による検証―

�　田中知事の意向を反映した小規模自治体に対する財政支援措置の検証とその評価

―現行税法により１５万円寄付金をした場合のケース―

�　「寄付金制度」改革がなされた場合における試算検証とその評価

―寄付金の「所得控除から税額控除」へ税制改革された場合のケース―

�　寄付金（３０万円寄付、５０万円寄付、８０万円寄付、１００万円寄付）をした場合におけ

る所得税および住民税の税額変化の検証とその評価

結語　寄付金および基金制度の利活用による都市・地域社会再生・蘇生への改革提言

Ⅱ　田中知事の居住地と住民票の所在地問題

１　田中県知事の居住地問題

田中知事が主に勤務する職場である長野県庁が所在する長野市に居住するかどうかに

ついては、知事の判断による。その意味では、長野市に近接する市町村に居住すること

については、何ら問題は生じない。たとえ勤務先の県庁知事室まで、通勤時間が１時間

かかろうとも、本人の自由である。通勤形態についても、県庁の公用車を利用せずに、

仮に、徒歩やＪＲ・バス等の公共交通機関を利用することは批判されることではない。

一般論としては、長野県行政の最高責任者が、長野県庁に毎日勤務しなければならな

いという規定はないであろう。しかしながら、１週間に３～４日程度は通勤するとして、

２～３時間かけて東京の住居などから通勤するようなことであれば、正常な勤務形態と

はいえないであろう。これは、県庁の所在する長野市以外の市町村に居住している場合

でも同様である。少なくとも、緊急災害時には、行政の最高責任者として、直ちに対応
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できる常識程度の範囲にある時間・距離圏内に居住することが求められることは当然の

ことである。そのため、多くの都道府県において、知事が居住する知事公舎が用意され

るわけである。

知事職は激務である。２４時間、毎日が緊張の連続では、例え、超人的な頑強な人でも、

その職務でストレスが溜まり、病気などでダウンしてしまうことは大いに懸念される。

そのため、週末などには、日常的な業務から開放された非日常的な時間や空間が必要と

なることは自明である。公人の場合は、日常の激務のストレスを解消するため、非日常

的な時間や環境空間における過ごし方が、極めて重要な役割をもつことは改めていうま

でもない。その意味では、週末に、知事が語るように、「好きな市町村で、好きに過ごす」

ということについては、批判されるべきものではない。筆者も賛成である。

ただし問題は、このような行政機関の最高責任者である県知事の居住地として、住民

登録する場所や住所はどこに置けば適切であるのか、どこに住民登録することがふさわ

しいかということである。

ちなみに、筆者の勤務する新潟産業大学においても、かつて、同様の「住民税の課税

権」はどちらの団体が行なうか、という問題があった。

２　筆者の勤務地と住民票の所在地問題

筆者は、大学の採用面接時に、「地域開発論」などの地域社会に関係する講義の担当者

は、大学の所在する柏崎市内に居住してほしいと、面接担当者の一人から採用条件とし

て言われたことは記憶に鮮明に残っている。この要望に対しては、筆者は「自分本人は

単身赴任でも来る予定であるが、家族については学齢期の子供がいるので家族と相談し

なければわからない、この場では即答はできない」と答えた。

その後、採用されて奉職間もないある時、当時の学部長から、「住民票の異動はしたの

か」と聞かれたことを覚えている。その真意がどこにあるのかはよくわからなかったが、

その時は正直に、「時間がないこと、また子供の就学上の事情などがあること、自分は単

身赴任状態ではあるが、自分だけが別居して単独で住民票を異動することもあまり意味

はないこと、単身のみの住民票異動手続きに時間と費用をかけて地元市役所に手続きに

行くのが面倒であることなどの理由から住民票異動手続きは、まだしていない」と言い

訳がましく答えた記憶がある。

当時単身赴任の状態で、概ね、筆者は学会の研究会や校務・公用などで、１月に１度

位、柏崎と東京間を往復していた時期である。大学の公務・公用の場合には、東京への

出張扱いとして出張旅費が大学から支給される。もちろん、私用等で東京に行く場合に



は自費である。他の教員についても同様の扱いである。

その後、子供の進学問題などが重なり、家族一緒に柏崎市に居住する可能性は薄いこ

と、また筆者だけの住民票の異動は手続きが面倒であり、あまり意味もないと判断した

ことなどにより、現在もまだ住民票は異動せずに、そのままの状態である。したがって、

住民税は、住民票がある地元の市に納税している。

３　単身赴任等に伴う一般市民の住民票の所在地問題

かつて、昭和４０年代には、団塊の世代などが当時の都立高校へ入学するため、「寄留」

と称し、受験資格を得るために親戚や知人宅に住民票を一時移動したという経緯がある。

この場合、受験者本人とその保護者が同時に一緒に住民票を異動したようである。そ

の場合、母親が一緒に住民票を異動したケースが多いと聞く。住民税の課税対象者であ

る父親・戸主の住民票を異動したケースは少なかったようである。

ちなみに、現在多くの企業や国家公務員などでは、筆者と同様に、国内外を問わず、

単身赴任を余儀なくされているケースが多いと推定される。

これら一般の勤労者の場合においても、国家公務員に代表されるように、業種・業界

によっては、「転勤族」と称されるように、学齢期に達する子弟のいない場合には転勤に

伴い家族も一緒に移動することから、当然のことながら、転居に伴い、住民票も異動す

ることになる。

一方、学齢期の子弟がいる家庭では進学問題などもあるため、世帯主本人が単身赴任

となるケースが多いといえよう。このような場合、短期的か長期的な赴任かにかかわら

ず、転勤の度に、住民税の納税義務者である世帯主が単身赴任に伴って、世帯主本人の

みが単独で住民票を異動するというケースは、稀であるといえよう１）。

これらについては、実態調査などがないため正確には把握できないが、特殊な事例を

除き、現実的にはほとんどそのような例は少ないと推定される。

４　田中知事の居住地問題と住民税の課税問題

田中知事の場合は、これらの例とはまったく逆のケースである。

長野県田中康夫知事は、「好きな町だから、好きな町に住民税を払いたい。そのため、

住民票を異動する」と、平成１５年９月２６日の記者会見で語っている。

知事は、住民票を県庁の所在する長野市、また普段生活の拠点としている長野市西後

町の自宅マンションからから、約１７０キロメートル離れた県南の下伊那郡泰阜村に移す

考えを表明して、同日夕刻に同村役場に転入届けを提出して、受理された。
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田中知事の住民票の異動は、このように知事自身の日常生活や仕事上の基盤を築くこ

とが極めて困難な場所に住民票を異動して、住民税をその異動した自治体に納税すると

いう、近年、ほとんど例のない事態が惹起されたことにより、行政手続き上、関係機関

に大きな問題を投げかけて物議を醸しているのである。

Ⅲ　住民税の課税地・課税権などに対する関係三者の基本的な考え方

長野県田中康夫知事の住民票の移動に関しては、これまで明らかにされてきた事実関

係および関係者の見解内容などについて、関係機関等に対する資料収集や取材、あるい

は関係者がそれぞれのホームページ上で述べている見解などを踏まえ、本稿では、「本稿

執筆時である平成１６年４月３０日現在」までにおける長野県田中康夫知事、泰阜村松島貞

治村長、長野市鷲沢正一市長の関係三者の基本的な考え方を整理する。

大要、次のように要約できる。

１　田中知事の住民票異動とその理由

田中知事が、同県内の泰阜村に新住所を移転して、どのように居住しているのかにつ

いて、またその住所移転に伴い住民票を異動したことなどに対する理由については、大

要、次のように要約できる。

①　知事は、平成１５年９月２６日に、長野市西後町の自宅マンションから、約１７０キロ

メートル離れた県南の下伊那郡泰阜村に移す考えを表明して、同日夕刻に同村役場

に転入届けを提出して、受理された。

②　新住所は、泰阜村唐笠地区の同村の村長宅で、一室を借室し、そこを新住所とした。

③　借室は６畳１室で、その費用は、月に家賃として１万円支払っている。

④　地区住民として「区費」（一般の町会費や町内会費に相当するもの）を半年分払っ

ている。

⑤　したがって、知事自身は、「生活の本拠地」は泰阜村である、と認識されているよ

うであるが、一般的にみれば、村長宅の一室を借用した「居候」状態にあるという

のがその実態であるといえよう。

⑥　また、泰阜村での滞在が、毎週末ということについては難しいので、約束はでき

ないと語っている（注：実際の知事の滞在は、昨年の場合、わずかに５日であると

指摘されている）。

⑦　住民票を移動して住民税を住民票のある市町村に納税することは、自分の納税し



た税金を有効に活用してもらうよう応援したいからであると、その理由を明らかに

している。また小規模ながら必死でがんばっている町、好きな町に、住民税を納付

したいとも、述べている。

⑧　住民票のない自治体で行政サービスを受けながら、住民税を納めていない人は多

い、と自らの転出入についての正当性を述べている。

⑨　また同時に、「住民税を払う場は主たる居住の場であるというならば、「住民基本

台帳制度」で、どれだけの人数を把握しているのか、と現行の住民票や住民票の異

動手続きについて、その実態把握の方法や実態の把握に対して疑問を呈している。

この度の泰阜村への転入がその問題提起である、と述べている。

⑩　知事は、税金というものは、その使われ方が見える形が望ましい、見えるように

なれば、納得した使い方をしている自治体へ納めることになる。また、そのような

自治体を応援したい。だから、複数の自治体に税金を納めてもいいのではないか、

という持論を展開している。すなわち、住民税の支払いは自分の意思で、政策に共

鳴するような自治体に対して住民税を納付することによって、支援したいと主張し

ている。

２　泰阜（やすおか）村側の見解

泰阜村側では、田中知事の泰阜村への住所移転および住民票の異動について、大要、

次のように認識され、捉えられている。

①　日本国民の一人として、知事が、転入手続きに見えたので、粛々と事務を進めた

ものである。

②　住所は私の家（村長宅）であり、私の家（村長宅）の一室を使うことになっている。

③　私（注：村長）が住む唐笠地区の住民として、「区費」（一般の町会費や町内会費

に相当するもの）をはじめとする諸負担はもちろんのこと、道路作業や祭典などに

ついても当然のこととして、私（注：村長）と同様にやってもらう。

ただし、職業柄全てはできないと考えられる。その場合には、出不足金などに

よって対応してもらうこともある。

④　民法や住民基本台帳が規定する住所要件である「生活の本拠地」は泰阜村である、

と考えている。したがって、「精神的に泰阜に本拠地を置く泰阜村民で、長野は別

荘」である、と認識している。「生活の根拠」が、泰阜であるかどうかについての議

論があるが、それについては、これからのことである。

⑤　知事の今回の住民票異動問題については、税金の納税の仕方、使われ方、住所と

－８－
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住民票の関係、税金を納めたい自治体へ納めることはどうなのか、それらを総合し

た問題提起であると考えている。

⑥　これを、またあの県知事の稚拙な行為、パフォーマンスと捉えるか、現統治シス

テムへの挑戦、問題提起と捉えるか、それぞれの判断による、と考えている。

⑦　私（注：村長）がやっても挑戦にはならないが、田中知事だから挑戦になると考

えている。知事は、「複数の自治体に税金を納めてもいいのではないか」という持論

を展開している。ここまでは誰でもできるが、実際それに挑戦するという田中知事

の行動力には、敬意を表している。

⑧　私（注：村長）が、もし「長野県知事」になった場合でも、住所は泰阜村で、税

金（注：住民税）は泰阜村に払うつもりである、と強く主張している。

⑨　つまり、県境から知事が誕生して、泰阜村からは通勤ができないので、県庁所在

地の長野市で生活しても、長野市には税金は払うつもりはない。なぜならば、生活

の本拠地は泰阜であるからである、と主張している。

⑩　この問題は、みんなで考えてほしい課題である、と主張している。

３　長野市側の住民税課税の見解

田中知事が、長野市西後町の自宅マンションから同県泰阜村に新住所を移転してその

移転に伴う住民票を移動したことに対する鷲沢長野市長および長野市当局の見解につい

ては、そのポイントは大要、次のように要約できる。

①　長野市長は、長野市に市民税払いたくないと考えざるを得ない、と語る。

②　同市市民税課では、「生活実態がどこにあるかにより、課税の可否を判断する、と

している。

③　現段階では、泰阜村に対して、田中知事の生活実態に関する調査照会などを踏ま

えて、長野市の住民税の課税の可否などについて検討するための資料を行なうこと

に重点を置いている。直ちに、行政訴訟などを行なう予定はないとしている。

一方、田中知事に対しては、書面により生活実態に関する調査照会などを依頼して

いる状況にある、現在の諸手続きや資料収集など情報収集の段階である、としている。

④　いずれにしても、現段階では、粛々とこれらの資料収集などの事務手続きを行っ

ていく段階である、としている。

⑤　しかしながら、このような対応をされた知事の事例を認めると、課税制度自体を

揺るがすことになると、最終的には泰阜村や知事との協議をした結果、協議内容な

どについて納得できなければ最終的には行政訴訟も辞さない、といわれている。



４　定例記者会見において明らかにされてきた長野市側の対応

長野市では、泰阜村に対してなされた書面や泰阜村から回答された内容などについて、

定例記者会見および臨時記者会見において、質疑応答を通じて、その事務手続きの経過

などが明らかにされてきた。

長野市のホームページには、田中知事の住民票の異動および住民税の課税問題につい

て、記者会見の公式記録として、平成１５年１０月６日の定例記者会見以降～本稿執筆の平

成１６年４月３０日現在までの間、次のような記者会見の日程で長野市側の一連の対応につ

いて、関連した「質疑内容の要旨」が掲載されている。経過の推移は参考になるので、

それぞれ参照されたい２）。

①　平成１５年１０月６日の定例記者会見

②　平成１６年１月２７日の定例記者会見

③　平成１６年２月５日の臨時定例記者会見

④　平成１６年２月１０日の定例記者会見

⑤　平成１６年２月２３日の定例記者会見

⑥　平成１６年３月１１日の定例記者会見

⑦　平成１６年３月２２日の定例記者会見

⑧　平成１６年４月１３日の定例記者会見

なお、平成１６年２月５日の臨時定例記者会見において、長野市側の見解として、「泰阜

村からの回答に対する考え方について」は、市民課、選挙管理委員会事務局、市民税課

から、「住所認定の調整がつかない場合の事務手続きについて」と題し、それぞれ説明文

書が配布された（報道資料：表１および表２参照）３）。

ここで、本稿執筆時の最近の記者会見の質疑応答についてのみ参考に紹介する。次の

とおりである。

�　平成１６年３月２２日の定例記者会見における質疑応答

平成１６年３月２２日の定例記者会見において、長野市側の見解として、「質疑内容の要

旨」について、一問一答が掲載されている。次のとおりである。

Ｑ１：知事の住民票移転問題で、今日の県議会総務委員会の中で、知事が住民票を移

されてから泰阜村での滞在は７日間ということであるが、感想を伺いたい。

Ａ１：初めて聞いたが、多いか少ないかの判断をしても意味がない。ああ、そうです

か、という程度の受止めで、粛々と事務的に進めていく（市長）。

Ｑ２：今後、県知事へ裁定を求める申し出をするとのことだが、長野市の住民とする

可能性は低いと思う。泰阜村となった場合の考え方と、今後の対応を伺いたい。

－１０－
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表
１
　
住
所
認
定
の
調
整
が
つ
か
な
い
場
合
の
事
務
手
続
き
に
つ
い
て

根
拠
条
文
等

内
　
　
　
容

項
　
　
　
目

日
月

年

地
方
税
法
第
３１
８
条

住
民
税
賦
課
期
日

１
１

１６

（
市
民
課
）

・
住
民
基
本
台
帳
の
記
録
の
正
確
性
の
確
保
に
つ
い
て
（
照
会
）

泰
阜
村
へ
照
会
・
協
議
文
書
送
付

２６

（
選
挙
管
理
委
員
会
）

・
選
挙
人
名
簿
か
ら
の
抹
消
事
務
に
伴
う
選
挙
資
格
の
確
認
に
つ
い
て

（
市
民
税
課
）

・
住
所
の
認
定
に
伴
う
個
人
住
民
税
の
課
税
権
に
つ
い
て
（
協
議
）

地
方
税
法
第
３１
７
条
の
６
第
１
項

給
与
支
払
報
告
書
提
出
期
限

末

・
住
民
基
本
台
帳
の
記
録
の
正
確
性
の
確
保
に
つ
い
て
（
回
答
）

泰
阜
村
か
ら
回
答
文
書
受
理

５
２

・
選
挙
人
名
簿
か
ら
の
抹
消
事
務
に
伴
う
選
挙
資
格
の
確
認
に
つ
い
て（
回
答
）

・
住
所
の
認
定
に
伴
う
個
人
住
民
税
の
課
税
権
に
つ
い
て
（
回
答
）

必
要
の
都
度
、
以
後
も
継
続
的
に
協
議
を
行
う

泰
阜
村
へ
再
照
会
・
再
協
議
文
書
送
付

上
旬

住
民
基
本
台
帳
法
第
１４
条

・
住
民
基
本
台
帳
法
の
規
程
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
（
催
告
）

本
人
に
対
す
る
照
会
等

中
旬

地
方
税
法
第
２９
８
条

・
住
所
の
認
定
お
よ
び
住
民
税
の
課
税
権
に
つ
い
て
（
照
会
）

（
質
問
検
査
権
に
基
づ
く
、
生
活
状
況
等
の
調
査
）

公
職
選
挙
法
第
２８
条

長
野
市
の
選
挙
人
名
簿
か
ら
の
「
抹
消
」
に
つ
い
て
検
討

選
挙
管
理
委
員
会
定
例
委
員
会

１７

公
職
選
挙
法
第
２２
条

泰
阜
村
の
選
挙
人
名
簿
へ
の
「
登
録
」

定
時
登
録
（
泰
阜
村
選
挙
管
理
委
員
会
）

２
３

確
定
申
告
書
　
税
務
署
か
ら
市
町
村
へ

下
旬

住
民
基
本
台
帳
法
第
３３
条
第
１
項

・
市
町
村
長
は
、
住
民
の
住
所
の
認
定
に
つ
い
て
他
の
市
町
村
長
と
意
見
を
異

に
し
、
そ
の
協
議
が
と
と
の
わ
な
い
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
（
関
係
市
町

村
が
２
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
で
あ
る
場
合
に
は
、
主
務
大

臣
）
に
対
し
、
そ
の
決
定
を
求
め
る
旨
を
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

県
知
事
へ
決
定
を
求
め
る
申
出

上
旬

４

住
民
基
本
台
帳
法
第
３３
条
第
２
項

・
主
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
そ

の
申
出
を
受
け
た
日
か
ら
６０
日
以
内
に
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

県
知
事
の
決
定

上
旬

６

住
民
基
本
台
帳
法
第
３３
条
第
３
項

・
前
項
の
決
定
は
、
文
書
を
も
っ
て
し
、
そ
の
理
由
を
附
し
て
関
係
市
町
村
長

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

住
民
基
本
台
帳
法
第
３３
条
第
４
項

・
関
係
市
町
村
長
は
、
第
２
項
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
通
知

を
受
け
た
日
か
ら
３０
日
以
内
に
裁
判
所
へ
出
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

裁
判
所
へ
の
出
訴

上
旬

７

行
政
事
件
訴
訟
法
第
３
条
第
３
項

・
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
裁
決
の
取
消
の
訴
え
」
と
は
、
審
査
請
求
、
異
議
申

立
て
そ
の
他
の
不
服
申
立
て
に
対
す
る
行
政
庁
の
裁
決
、
決
定
そ
の
他
の
行

為
の
取
消
を
求
め
る
訴
訟
を
い
う
。

出
所
：「
報
道
資
料
」
平
成
１６
年
２
月
５
日
　
長
野
市
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表
２
　
泰
阜
村
か
ら
の
回
答
に
対
す
る
考
え
方
に
つ
い
て

根
拠
条
文
等

長
野
市
の
考
え
方

回
答
要
旨

住
民
基
本
台
帳
事
務
処
理
要
領
第
１
の
３

住
民
基
本
台
帳
法
第
１４
条
第
１
項

住
民
基
本
台
帳
法
第
３
条

・
住
所
の
認
定
に
あ
っ
て
は
「
客
観
的
居
住
の
事
実
を
基
礎

と
し
、
こ
れ
に
当
該
居
住
者
の
主
観
的
意
思
を
総
合
し
て

す
る
」
も
の
で
あ
り
、
泰
阜
村
に
お
け
る
客
観
的
な
居
住

の
事
実
が
確
認
で
き
な
い
た
め
、
住
所
が
泰
阜
村
に
あ
る

と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

・
本
人
に
対
し
、
居
住
の
事
実
と
合
致
し
た
住
所
に
関
す
る

届
出
を
す
る
よ
う
催
告
す
る
。

・
長
野
市
の
住
民
基
本
台
帳
の
正
確
性
を
保
つ
た
め
、
調
査

を
進
め
る
中
で
必
要
が
あ
れ
ば
、
泰
阜
村
長
に
対
し
調
査

の
依
頼
等
を
行
う
。

・
転
入
届
出
の
受
理
に
あ
た
っ
て
、「
家
主
へ

の
確
認
（
口
頭
）」
を
行
っ
た
こ
と
。

・
現
在
も
泰
阜
村
に
住
民
票
が
あ
る
こ
と
。

・
居
住
し
て
い
な
い
と
判
断
す
る
理
由
が
無

く
、
調
査
の
必
要
は
無
い
こ
と
。

・
今
後
も
正
確
な
住
民
基
本
台
帳
の
記
録
に

努
め
る
こ
と
。

住
民
基
本
台
帳
の
記

録
の
正
確
性
の
確
保

に
つ
い
て
（
回
答
）

公
職
選
挙
法
第
２１
条
逐
条
解
説

最
高
裁
判
例
（
昭
和
５８
年
１２
月
１
日
）

・
公
職
選
挙
法
第
２１
条
の
「
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所

を
有
す
る
」
と
は
、
現
実
に
住
所
を
有
す
る
と
の
意
味
で

あ
る
こ
と
は
判
例
等
で
も
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

回
答
と
し
て
示
さ
れ
た
理
由
で
は
登
録
の
要
件
と
し
て
は

不
十
分
と
考
え
る
。

・
泰
阜
村
と
再
度
協
議
を
し
た
い
。

・
被
登
録
資
格
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
理
由

と
し
て

①
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と

②
村
の
行
事
等
に
参
加
し
て
い
る
こ
と

③
当
人
の
意
思
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

を
挙
げ
て
い
る
。

・
調
査
の
上
、
３
月
の
定
時
登
録
で
登
録
を

予
定
し
て
い
る
。

選
挙
人
名
簿
か
ら
の

抹
消
事
務
に
伴
う
選

挙
資
格
の
確
認
に
つ

い
て
（
回
答
）

市
町
村
事
務
要
覧
「
第
１
節
個
人
の
市
町
村

民
税
－
１
通
則
－
１
用
語
の
意
義
－
均
等

割
」

地
方
税
法
第
２９
４
条
第
３
項

地
方
税
法
第
２９
８
条

・
住
民
税
は
「
市
町
村
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人
と
当
該
市

町
村
の
行
政
上
の
諸
施
策
に
よ
る
種
々
の
応
益
関
係
に
着

目
し
て
、
そ
の
た
め
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
そ
の
住
民

に
広
く
負
担
を
求
め
、
そ
の
税
負
担
を
通
じ
て
地
方
自
治

体
の
行
政
に
参
画
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
、
い
わ
ゆ
る
負

担
分
任
の
性
格
を
有
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
納
税
者
が
自

由
に
納
税
先
を
選
択
で
き
る
制
度
で
は
な
い
。

・
住
民
票
に
つ
い
て
は
「
住
民
税
を
村
に
納
税
す
る
」
こ
と

を
目
的
と
し
て
届
出
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
住
民
票
が
あ

る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
泰
阜
村
の
課
税
権
を
認
め
る
こ
と

は
出
来
な
い
。

・
実
際
の
住
所
が
長
野
市
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
住
民

票
が
無
く
と
も
課
税
権
は
長
野
市
に
あ
る
。

・
本
人
に
対
し
、
日
常
生
活
の
状
況
等
に
つ
い
て
文
書
に
よ

る
照
会
を
行
っ
て
い
く
。

①
住
民
票
が
あ
る
こ
と

②
村
の
行
事
・
地
区
共
同
作
業
等
に
参
加
し
、

地
域
で
生
活
す
る
た
め
の
労
務
的
・
金
銭

的
な
負
担
を
し
て
い
る
こ
と

③
本
人
の
意
思
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
課
税
権
は
泰
阜
村
に
あ
る

住
所
の
認
定
に
伴
う

個
人
住
民
税
の
課
税

権
に
つ
い
て（
回
答
）

出
所
：「
報
道
資
料
」
平
成
１６
年
２
月
５
日
　
長
野
市
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Ａ２：副知事が議会答弁で「法的にきちんとしなければいけない」と言われているので、

期待しているが、それでも「泰阜村」ということであれば、裁判で司直の判断

をお願いすることになる（市長）。

�　平成１６年４月１３日の定例記者会見における質疑応答

平成１６年４月１３日の定例記者会見において、長野市側の見解として、「質疑内容の要

旨」について、一問一答が掲載されている。次のとおりである。

Ｑ１：知事の住所が泰阜村となった場合、市は行政訴訟を起こすのか伺いたい。

Ａ１：そうなる確立は高いとおもっている。（市長）

Ｑ２：田中知事は、最近、泰阜村からバスで出勤していることが多いようだが、そう

した事実があれば、長野市としては住所が泰阜村にあると考えるのか？

Ａ２：現在通っているというのは一生懸命アリバイづくりをしているのだと思ってい

る。こちらとしては、昨年９月２６日から３月の間の調査結果により裁定を求め

ているもので、今になってのアリバイづくりを見て、どうこうは申し上げられ

ない。（市長）

５　田中知事住民票移動に対する長野市側の基本的な考え方

長野野県田中康夫知事の住民票の異動に関して、これまでの記者会見において出され

てきたさまざまな質問や疑問などに対し、それらを要約した質疑応答形式により、長野

市の基本的な考え方について、「『田中長野県知事の住民票異動について』～住所って

何？～」（平成１６年３月８日）と題し、長野市のホームページに公式見解として掲載され

ている。

次のような内容である４）（表３参照）。

�　はじめに

�　長野市の基本的な考え方

①　住所・住民票について《長野市の考え方１》

②　泰阜村と長野市の協議について《長野市の考え２》　

③　住民税や選挙について《長野市の考え３》

おわりに
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『住民税の納税問題とその課題』―長野県田中康夫知事の住民税納税問題を中心に―

１　はじめに

事実関係とその経緯について、「はじめに」と題

し、次のように要約・紹介されている。

知事は、「①個人住民税は、納税者が納めたい場

所に納税することができるようにすべ

きだ。②泰阜村は行政の効率化を進め独自の福

祉政策を実施している。③自律をめざして努力し

ている小さな村を応援したい。④住民基本台帳法

に基づく制度は、既に形がい化している。」と発言

されておられます。（平成１５年１０月３１日付け「知事

県政レポート」等から引用しました）。

また、泰阜村は、長野市からの照会に対し、「①

泰阜村の住民基本台帳に登録されている。②多忙

な知事という職業のため、県庁所在地に滞在する

時間がほとんどであるにもかかわらず、住所地で

ある泰阜村に戻り、村の行事・地区の共同作業等

に参加し、地域で生活するための労務的・金銭的

な負担をしており、村民と認められる。③本人の

意思は泰阜村にある。上記行動、実績を伴えば

「本人の意思」は住所判定を行ううえの重要な要

素である。」

以上のことから、「知事の『住所』は泰阜村にあ

る」と回答されています。

このようなことから、�住所・住民票について、

�泰阜村と長野市の協議について住民税や選挙に

ついて、色々なご質問が届いていますので、質問

にお答えする形で、長野市の考え方も含めてご説

明したいと思います、とホームページには、次の

ように具体的に説明されている。

２　長野市の基本的な考え方

�　住所・住民票について《長野市の考え方１》

①　住所ってなに？

日常生活の中心となる場所＝生活の本拠が

『住所』です。

住宅が２ヶ所あって、両方の住宅を行った

り来たりする人もいらっしゃいますが、市町

村が認めることのできる『住所』は１ヶ所だ

けです。

「住みたい場所・好きな場所」ではなく「実

際に住んでいる場所」が『住所』です。

②　住所はどうやって判断するの？

「客観的な居住の事実」に「本人の居住の意

思」をプラスして総合的に判断します。

「客観的な居住の事実」が無いと「本人の居

住の意思」があっても『住所』とは認めませ

ん。

「生活の本拠は

・その人の日常生活の状態

・住民基本台帳搭載の状況（住民票がある

か）

・勤務等の状況

・選挙権行使の状況（選挙で投票している

か）

・家族の生活状況等

・その人の生活関係のすべての面を総合し

てその中心をいう」とされています。（住

民税逐条解説から引用）

住民票がある場所がそのまま『住所』と判

断される訳ではありません。

③　単身赴任者の住所は、勤務地それとも家族

の居住地？

家族と離れて単身赴任しているサラリーマ

ンの場合、月曜日から金曜日まで勤務地で生

活していても、仕事が休みの日には家族（奥

さんや子供など）の元に帰って生活を共にし

ている場合は、その家族の暮らしている場所

が『住所』と判断されます。

仕事がない日にも勤務地で過ごしている人

は勤務地が『住所』と判断されます。

④　住民票ってなに？

その地域に暮らす人々に対して、あらゆる

住民サービスを行うための基礎とするために、

市町村は「住民基本台帳」をできるだけ正し

く作らなければなりません。

また、住民は転居したときなどには、市町

村に正しく届く出をしなければならないと決

められています。

住民票は、就職するとき・アパートを借り

るとき・土地や家屋の登記をするとき・パス

ポートを取るとき・運転免許を書き換えると

き……など、日常生活の中で一般的に使われ

ているのは皆さんご存知のとおりです。

住民基本台帳が基礎となる市町村事務の代

表的なものには

・選挙人名簿の登録

・国民健康保険・国民年金・児童手当・介

護保険に関する事務

表３　田中知事住民票移動に対する長野市側の基本的な考え方
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・市町村民税・道府県民税の課税

・学齢簿の作成

・印鑑証明

などがあります。

生活の本拠でない場所に住民票を自由に移

動することが認められたら…住民票の精確性

が無くなり、市町村の事務だけでなく、社会

全体が混乱することになってしまいます。

⑤　実際の生活の場所と住民票が違う人は大勢

いるのでは？

「大学生が、通学するために東京に居住し

ていて住民票は長野市に置いたまま」「ひんぱ

んに転勤する住民票は一ヶ所に置いたまま」

など、色々なケースがあると思いますが、居

住の場所と住民票が異なっている人がいるこ

とは事実です。

それらの方の『住所』がどこなのか？は、

一人ひとりの生活状況などを総合的に判断す

るため一律に判断することは出来ませんが、

市町村長は常に住民基本台帳が正しく記録さ

れるように努めなければなりません。また、

住民も正確に届出を行うように努めなければ

ならず、住民基本台帳の正確性を損なう行為

をしてはならないと定められています。

「住民票は生活の本拠地に置く」という法律

の『あるべき姿＝理想』と、『住民票が生活の

本拠と違う人がいる状況＝現実』の差がある

ことは理解していますが、われわれ市町村は、

法律の『あるべき姿』に『現実』を近づける

ように、最大限の努力をするのが責任である

と考えます。

⑥　居住の自由ってなに？

憲法に「何人も、公共の福祉に反しない限

り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」

とあります。居住の自由は、だれもが自由に

住む場所を選べることを定めています。

しかし、生活実態の無い場所に自由に住民

票を置くことを認めているのではありません。

�　泰阜村と長野市の協議について《長野市の考

え２》

①　長野市は、なぜ泰阜村と協議を行っている

の？

今回、泰阜村と長野市は、お互いに（『住所』

はこちらにあります）と主張しています。

『住所』は市町村のあらゆる事務の基礎であ

り、１ヶ所しか認められないものですから、

泰阜村と長野市は話し合いを重ねて、『住所』

がどちらにあるのか決めなければなりません。

そのために「協議」を行っています。

これまでの話し合いの中で泰阜村の考え方

をお聞きし、ご本人にも生活状況をお聞きし

ましたが、知事の主な公務の場所は市内の県

庁であり、日常生活の中心が長野市にあると

判断されることから住民票を移動した後も知

事の『住所』は長野市にあると考えています。

②　話し合いがつかなければどうなるの？

「住民基本台帳法」と言う法律の中で次のよ

うに定められています。

関係市町村長の意見が異なる場合

①　市町村長は、住民の住所について、他の市

町村長と意見が異なり話し合いがつかない場

合は、都道府県知事に対し、その決定を求め

る申出をしなければならない。

②　県知事は申出を受けた場合、６０日以内に決

定しなければならない。

③　その決定は文書で、決定の理由をつけて関

係市町村長に通知しなければならない。

④　関係市町村長は、県知事の決定に不服があ

る場合は決定通知を受けてから３０日以内に裁

判所へ出訴することができる。

泰阜村と長野市の話し合いがつかなければ、

第三者機関である県知事、そして、裁判所に

判断を委ねることになります。 

③　知事に対する「いやがらせ」、泰阜村を「い

じめて」いるのでは？

決して、いじめやいやがらせをしているの

ではありません。

住所の認定の判断基準は、いろいろな法律、

過去の裁判の判例、国からの事務処理に対す

る取扱い通知などに示されています。

今回の知事の行動は、住民税を納税するこ

となどを目的として住民票を動かしているこ

と、また、現職の県知事の行動であること、

泰阜村と長野市の主張が完全に対立しこと、

などから過去に例の無い状況になっています。

「放っておけばいい」「全国ニュースになっ

てみっともない」というご意見もいただいて

いますが、地方自治制度を壊してしまうこと

にもつながりかねない問題であると考え、法

律や制度に従って対応してきました。



出所：長野市ホームページ
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『住民税の納税問題とその課題』―長野県田中康夫知事の住民税納税問題を中心に―

④　県知事だけ特別扱いするの？

通常業務の中でも「生活実態の無い人の住

民票を削除する（年間約２００件）」「住民票が無

くても実際に居住している人に対して住民税

を課税する（年間約１，０００件）」という事務は

行っています。長野市だけでなく全国の市町

村でも実施していることで、法律に定められ

ているとおりに事務を進めているものです。

長野市民３６万人の生活の実態を把握するこ

とは困難ではありますが、今回の行動が県知

事でなくても、状況に応じた必要な対応を

行っていきます。

⑤　県知事の立場ってなに？

県知事は、法律に基づき県の事務を執行す

るのはもちろんですが、市町村の事務が正し

く・効率的に行われていない場合に、正しく

するように要求・勧告する立場にあります。

そして、県民を代表し、県民に対し広く・大

きな影響力をもっています。

また、個人住民税は市町村民税と道府県民

税をあわせて課税・徴収するもので、県知事

は県民税を課税・徴収する立場にあります。

さらに、今回の『住所』の場合には、同一

県内の市町村の間で話し合いがつかない場合

には、公平な立場で判断を下すという責任も

持っています。

�　住民税や選挙について《長野市の考え３》

①　個人住民税を納税する市町村はどこ？

住民税は「市町村において生活している

人々（住民）に対し、市町村（行政）がさま

ざまな行政サービスを提供していくために必

要な経費の一部を、その住民に負担していた

だくものであり、その税金の負担を通じて行

政に参画することを期待する」ものです。市

町村は、地域に暮らす住民を「住民票や所得

の申告など」により確認したうえで、住民税

を課税しなければなりません。

住所の確認については、住民票の事務も住

民税の課税事務も基本的に同じ考え方ですが、

地方税法という法律の中で「住民票が無くて

も実際の住所が確認で切れば住民税を課税で

きる」と規定されています。

したがって、住民税は「生活の本拠地で課

税」するもので、納税する人が自由に納税先

（市町村）を選べる制度ではありません。

②　好きな場所に税金を納められないの？

税金を納める先を自由に選べるようにする

ためには、まず法律を改正して制度を改めな

ければなりません。

市町村の事務の中でも、税金の事務は特に

公平・公正に行うことが求められ、「法律に

決められているとおりに」事務を行うことが

必要です。

今の制度が１００％完璧な制度であるとは考

えていませんが、今とは別の仕組みを作るた

めには、納税する方の都合・課税事務がうま

く進められるか・他の行政事務への影響など

について全国的な視点からの十分な検討が必

要と考えられます。

③　選挙って、投票さえすれば場所はどこでも

いいんじゃないの？

国会議員や県議会議員など選挙にもいろい

ろありますが、市町村長や市町村議会の議員

などの地域の選挙は、その市町村の住民が投

票して決めることとされています。ここでも

『住所』が大変重要になるのです。『住所』が、

客観的な事実をもとに生活の本拠として認め

られることで「選挙人名簿」という投票する

権利を持つ人の台帳が作成されます。そして

初めて正しい選挙が実施されるのです。

もし小さな村に、実際には住んでいない大

勢の人が住民票を移動して、投票できるとし

たら……住民自治が崩れてしまうと思います。

おわりに

以上、いろいろな疑問にお答えする中で長野市

の考え方を述べてきましたが、今回の問題につい

ては前例がないため、長野市としても非常に困っ

ています。「大騒ぎをして税金の無駄使いだ」「そ

んなに税金が欲しいのか」というおしかりのご意

見も頂戴しています。しかし長野市は、全国の地

方自治制度を混乱させないためにも、今回の問題

をハッキリとした形で決着させなければならない

と考えています。
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６　県知事へ住所決定の申出

平成１６年３月２６日、長野市から長野県知事に対し、田中知事の住所の決定について申

出を行ないましたと、「『田中知事の住民票異動について』その２～県知事への住所決定

の申出～」（平成１６年３月２６日）と題し、田中知事の住所の認定に関する具体的な対応が

なされたことが、長野市のホームページに公表されている５）。大要、次のとおりである。

この申出は、「住民基本台帳法」に定める「住民の『住所』について市町村の間で意見

が異なり、調整がつかない場合」に県知事に決定を求めるためのものである。泰阜村と

長野市は（選挙管理委員会も含め）これまでお互いに誠意を持って話し合いを重ねてき

たが、双方の主張は平行線のままであり、第三者機関としての県知事に『住所』の判断

を委ねることになった、と理由が明示されている。

また、知事の個人住民税の課税については「地方税法」のなかで「『住所』の認定につ

いては、住民基本台帳法の手続きによる」こととされていることから、今回の申出に対

する県知事の決定は、住民税の課税についても併せて効力を持つことにもなると、住民

税の課税権の決定についても明記されている。

Ⅳ　関係三者の考え方の要旨とその問題点・課題

本稿執筆時（平成１６年４月３０日現在）までの長野市における泰阜村および田中知事に

対する対応措置や経過については、長野市のホームページの記者会見の公式記録として

「田中知事の住民票の異動および住民税の課税問題」について、定例記者会見および臨

時記者会見において、質疑応答を通じて明らかにされた事務手続きの経過については、

前述したとおりである。

このように関係三者の基本的な考え方および対応を踏まえ、それぞれの問題点、課題

を要約すると、次のように整理できる。

なお、それ以降の経過および対応措置については、各々の報道機関あるいは長野市の

ホームページを参照されたい。

１　田中知事の対応や見解に対する趣旨と問題点・課題

田中知事が泰阜村に新住所を移転して、その住所移転に伴い住民票を異動したことに

ついて、その理由および見解などに対する問題点、課題については、次のように要約さ

れる。

①　知事が、長野市西後町の自宅マンションから約１７０キロメートル離れた県南の下



伊那郡泰阜村に週末の滞在地・別荘地などと活用して居住するということについて

は、大きな問題はない。

②　居住地は、泰阜村唐笠地区の同村の村長宅で、一室を借室し、そこに居住するこ

とについては、特に問題はない。

③　借室は６畳１室で、その費用は、月に家賃として１万円支払っていることについ

ては、特に問題はない。

④　地区住民として「区費」（一般の町会費や町内会費に相当するもの）を半年分払っ

ていることについては、特に問題はない。

⑤　報道されているように、この一室の借室した住所を新住所として、同村役場に転

入届けを提出して受理されたわけである。したがって、知事自身は、「生活の本拠

地」は泰阜村である、と認識されているようであるが、一般的にみれば、村長宅の

一室を借用した「居候」状態にあるというのがその実態であるといえる。

また、泰阜村での滞在が、毎週末ということについては難しいので、約束はでき

ないと、知事自身が語っている（注：実際の知事の滞在は、昨年の場合、わずかに

５日であると指摘されている）ことからも明らかなように、当然のことながら、「泰

阜村が知事の生活の本拠地である」とは到底言い難い。

⑥　近年、定年で退職したリタイアされた人が、首都圏近郊などの別荘地などに、週

末あるいは週の半数をその地で生活している人があるということを、しばしば仄聞

する。

また、近郊の自然豊かな地に家族は居住して、本人は、ウィークデーは職場に近

い交通至便な東京都心などに住み、週末には家族の住む地に帰るなどの勤務形態を

とる人もあると聞く。いずれの場合も、２つの生活形態と２つの住居を持つケース

である。

一般に、サラリーマンなどの単身赴任者の場合には、赴任地と家族のいる居住地

に住居があるという典型的な２つの生活形態と２つの住居を持つケースである。

これら単身赴任の状況について調査した正確な統計調査はないが、国勢調査など

から推測すると、数万人規模に達すると推計される。

筆者の場合には、首都圏近郊に家族が居住しているので、ウィークデーは勤務先

の新潟県柏崎市に住み、週末には家族の住む地に帰る。所用で勤務地にいる場合や

他の地域へ出張することなどがあり、家族の住む自宅に帰らない場合もあるが、こ

れらのケースの一つと数えることができる。

いずれにしても、従前では考えられないような多様な勤務形態と多様な生活形態、

－１８－

『住民税の納税問題とその課題』―長野県田中康夫知事の住民税納税問題を中心に―
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また居住形態が出現していることは紛れもない事実である。

⑦　このような多様な生活形態や居住形態が出現してきたことを背景に、田中知事が

指摘するように、「住民税を払う場は主たる居住の場であるというならば、「住民基

本台帳制度」で、どれだけの人数を把握しているのか、と現行の住民票や住民票の

異動手続きについて、その実態把握の方法や実態の把握に対して疑問を呈している

ことについては、筆者も理解できなくはない。

住民基本台帳制度では、本人の申請を前提として、住居地を住所として認定して

いるが、地方小都市や過疎地域ならともかく、人口規模が１０万人を超える都市にお

いては、申請人の住所について、実態を確認する作業をしている都市は皆無に近い

であろう。このような実態確認作業が必要であることについて異論はない。

知事は、「現行の住民票や住民票の異動手続きについて、その実態把握の方法や実

態の把握に対して疑問を呈し、この度の泰阜村への転入がその問題提起である」と

語り、今回の処置・行動についての正当性を主張されているが、この点に関しては、

些か、論理の飛躍がみられる。正当性を主張することは無理があるといえよう。

⑧　また同時に、住民票のない自治体で行政サービスを受けながら、住民税を納めて

いない人は多い、と自らの転出入についての正当性を述べている。

しかしながら、自治体サービスの受益者と住民税の負担者が一致しない面を強調

して、今回の処置・行動について正当性があるとことを主張されているが、この点

についても正当性を主張することは無理があるといえよう。

⑨　田中知事は、住民票を移動して住民税を住民票のある市町村に納税することは、

自分の納税した税金を有効に活用してもらうよう応援したいからであると、その理

由を明らかにしている。また小規模ながら必死でがんばっている町、好きな町に、

住民税を納付したいとも、述べている。

長野市長は、このような田中知事の処置・行動について、自分の住民税を自分の

好きな自治体に納税したいという知事の気持ちは一部共感するが、あくまでも個人

の思いであり、現実的には、法律が変わらなければ不可能であると考える、と語っ

ている。

田中知事の処置・行動については、その本意・真意については、筆者も長野市長と

同様の共感を覚えるものである。が、現行の税法上では些か無理があるといえよう。

⑩　また、知事は、税金というものはその使われ方が見える形が望ましい、見えるよ

うになれば、納得した使い方をしている自治体へ納めることになる。また、そのよ

うな自治体を応援したい。だから、複数の自治体に税金を納めてもいいのではない



か、という持論を展開している。すなわち、住民税の支払いは自分の意思で、政策

に共鳴するような自治体に対して住民税を納付することによって、支援したいと主

張している。この点に関しても、筆者も強い共感を覚える。が、現行法上では無理

があるといえよう。

⑪　結論的には、田中知事の主張するように、住民税の支払いは自分の意思で、政策に

共鳴するような自治体に対して住民税を納付することによって支援したいと主張し

ていることは、現行法上では、法律が改正されないかぎりは無理があるといえよう。

⑫　田中知事は、住民票を異動する根拠として、借家の家賃として一月１万円を支払っ

ていることに加え、地区住民として「区費」（一般の町会費や町内会費に相当するも

の）を半年分払い、住民としての責務を果たそうとしていることは評価すべきである。

⑬　実際に生活の本拠地としては困難な状況にあることを予見して、借家の家賃を支

払っているわけである。これを単なるアリバイ工作である、と断じて批判すること

は容易であるが、田中知事の主張するように、住民税の支払いは自分の意思で、政

策に共鳴するような自治体に対して住民税を納付することによって支援したい、と

いうことについて真摯に考えることが重要である。

⑭　したがって、田中知事が主張しているように、自分が積極的に支援したいと考え

ている自治体に対し、いわゆる「自治体の政策を支援・サポートする、あるいは共

感・共鳴した政策を応援・援助する役割・機能を果たす意味を持つ《寄付金的な要

素》として、住民税の一部をその支援資金として活用するという観点より、住民税

を利活用しようとする方法について、脱法的な行為や発想ではなく、現行法上でも

できる合目的な方法を考え、種々の観点より検討することが重要である。

⑮　筆者は、近年、田中知事の主張する、住民税の支払いは自分の意思で、政策に共

鳴するような自治体に対して住民税を納付することによって支援したいという支援

対策の有力な方法や対応の一つとして、現行法制上認められている「寄付金制度を利

活用して、自治体に基金を設置し、特色あるユニークな都市・地域政策を遂行する

ための支援策」について、拙著『都市・地域政策と公民連携・協働―ＰＰＰ・ＰＦ

Ｉ・ＮＰＯ・基金・公益信託・第３セクターの研究―』（地域計画研究所、平成１４年

３月）、また拙論文「個人・企業等の「寄付金」制度を活用した新たな地域・都市の

再生法�～�」（時事通信社『税務経理』平成１１年１１月～平成１２年３月）および「新

しいまちづくり活動の支援システムの研究―「基金」「公益信託」「ＮＰ０」の現状

と課題―」（『新潟産業大学経済学部紀要』平成１１年１２月）などの著書や論文、自治

体職員などの関係者に対する講演などにおいて、繰り返し提言してきた次第である。

－２０－
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寄付金制度を活用して、自治体の都市・地域政策を支援する際の寄付金の金額や

税金の還付状況などに関する詳細な検討内容や提言内容については、あとで詳述する。

２　泰阜（やすおか）村の対応や見解に対する問題点と課題

田中知事の泰阜村への住所移転および住民票の異動について、泰阜村の認識、捉え方

については、次のような問題点、課題が指摘される。

①　知事の転入先の新住所は、村長宅の一室を借室して使うことになっている。

また、村長宅がある唐笠地区の住民として、「区費」（一般の町会費や町内会費に

相当する）をはじめ諸負担はもちろんのこと、道路作業や祭典などについても当然

のこととして、私（注：村長）と同様にやってもらうとされているが、職業柄全て

はできないと考えられるので、その場合には出不足金などの方法により対応しても

らう、とされている。

このように借室の賃貸料の支払いおよび区費の支払い事実を根拠として、民法や

住民基本台帳が規定する住所要件である「生活の本拠地」は泰阜村である、と考え

られている。したがって、「精神的に泰阜村に本拠地を置く泰阜村民で、長野市はセ

カンドハウス」の位置づけであると認識され、住民税の課税権は泰阜村にあると主

張されている。

また、「生活の根拠」が、泰阜村にあるかどうかについての議論があるが、それに

ついては、これからのことであると、村長は主張されている。

②　ここで問題となる点は、村長が主張する、「精神的に泰阜村に本拠地を置く泰阜村

民で、長野市はセカンドハウス」の地位づけである、とする見解である。

このように主張する村長の主張の気持ちは、筆者も分からないではない。

しかしながら、報道されているように、平成１５年９月２６日夕刻に泰阜村役場に転

入届けを提出して、受理されて以来、実際の知事の滞在は、昨年の場合は、わずか

に５日であると指摘されている。知事本人が住民票の異動に際し、「毎週末という

ことについては難しいので、約束はできない」と本人が語っているように、泰阜村

の滞在は実際にはほとんどないわけである。本年の動向においても、現状では１年

間に数日ある知事の公休日を除けば、この実態はそれほど変わらないと推測される。

③　知事自身は、「生活の本拠地」は泰阜村であると認識されているが、一般的にみれ

ば、このような村長宅の一室を借用した「居候」状態にあるのが実態である。

これでは、単なるアリバイ工作である、と批判されても致し方ない面がある。

このような実態をみれば、「精神的に泰阜に本拠地を置く泰阜村民で、長野は別荘



である」と主張することは、些か、論理の飛躍がある。正当性を主張することは

無理があるといえる。

知事の日常生活の実態に即して言えば、逆に、「精神的には泰阜村に本拠を置く泰

阜村民であり泰阜村は心のセカンドハウスであるが、（好まざるにかかわらず）実際

の生活は県知事としての業務を遂行する都合上、長野市に住んで行なわざるを得な

い」のが現状であるといえよう。

これは、筆者の全くの私見ではあるが、単なる独善と偏見ではない。知事の気持

ちの代弁と実際の生活実態を表現した、偽らざる現実の状況であろう。

④　その意味では、泰阜村長が語るように、知事の住民票異動問題については、税金

の納税の仕方、使われ方、住所と住民票の関係、税金を納めたい自治体へ納めるこ

とはどうなのか、それらを総合した問題提起であるとされ、これを、またあの県知

事の稚拙な行為、パフォーマンスと捉えるか、現統治システムへの挑戦、問題提起

と捉えるか、それぞれの判断による、と考えていると語っている泰阜村長の主張に

ついては、一部理解できる面もある。

⑤　私（注：村長）がやっても挑戦にはならないが、田中知事だから挑戦になると考

えていると語り、知事は、「複数の自治体に税金を納めてもいいのではないか」とい

う持論を展開しているが、実際それに挑戦するという田中知事の行動力には、敬意

を表していると語っている。

このような問題提起をした田中知事の行動については、筆者も一定の理解を持つ

ものである。

⑥　また、私（注：村長）が、もし「長野県知事」になった場合でも、住所は泰阜村

で、税金（注：住民税）は泰阜村に払うつもりである、と強く主張している。つま

り、県境から知事が誕生して、泰阜村からは通勤ができないので、県庁所在地の長

野市で生活しても、長野市には税金は払うつもりはない。なぜならば、生活の本拠

地は泰阜であるからである、と主張している。

このような村長の考え方については、当然のことであると筆者も理解できる。

一般に、衆参両院の国会議員の場合と同様のケースであると推測される。東京や

東京近郊以外の地方圏から選出されている議員の場合には、国会議員が選挙される

小選挙区の地元に住所がある。国会開会中は議員宿舎または東京等にある自宅に住

み、閉会中は地元に帰るケースである。地元には妻子などの家族が住んでいるケー

スが多いと考えられる。したがって、住民票も地元にあるわけである。

⑦　田中知事も多くの地方選挙区の選出の国会議員と同様に、妻子などの家族がいて本

－２２－
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宅（国会議員本人からみれば、留守宅となる）に居住しているようなケースであれば、

国会議員のケースと同様に、地元に帰郷（田中知事の場合には泰阜村となる）するの

は年に数回しかなくとも、これほど大きな問題とはならなかったとのかもしれない。

プライバシーに係わる微妙な問題であるが、田中知事には妻子がいない独身のた

め、このような国会議員やサラリーマンの単身赴任のケースにおいて一般になされ

ているような対応が困難であったことも一つの要因であると考えられる。

⑧　泰阜村長は、田中知事の今回の住民票の異動は、現統治システムへの挑戦、問題

提起であると捉え、田中知事だから挑戦になると考えており、この問題はみんなで

考えてほしい課題であると、語る泰阜村長の考え方には、基本的には筆者も賛意を

示すものである。

ちなみに、このような事態が惹起されることを想定して、筆者は数年前から前述し

たような著書や論文において、自治体政策と市民参画の観点より、寄付金の利活用や

その方法に関して種々提言をしてきた。筆者の提言や提案については、学会などにお

いても評価されたほか、読者や地元マスコミに紹介されるなど一定の反響があった。

しかしながら、小生の提案は、今回の田中知事の場合のような社会現象と呼べる

ような大きな話題性や影響力があったわけではない。今回の結末が結果的にどのよ

うな結論になるにせよ、良きにつけ悪しきにつけ、田中知事の行動による問題提起

の影響力の大きさ、また話題性を発揮させる力については、泰阜村長も語るように、

筆者の提言などの影響力の大きさとは比較にならないくらい大きいことをいまさら

ながら強く実感した次第である。

今回の田中知事の行動については、まさに、東京都の石原知事が銀行課税と称され

た「外形標準課税」を銀行に課税した時の状況に酷似している問題提起の方法に近

いで、自治体の政策力や政策競争に対する問題提起であると、一定の評価ができる。

ちなみに、東京都の外形標準課税については、筆者も指摘したように、東京都の

主張は高裁の審理においても実質的には敗訴が濃厚であったが、結審を待たずに、

東京都は銀行側に対して和解案（当初の課税条件である課税率を引き下げて、銀行

側の税負担を半分程度に軽減することにより、東京都側は銀行側の反発を軽減する

一方、銀行側は東京都との関係修復を重視して、両者が妥協できる程度の課税金額

とする）を提起して、妥結されたわけである。

３　長野市の対応や見解に対する問題点と課題

田中知事の泰阜村への住所移転および住民票の異動について、長野市当局の認識、捉



え方については、次のような問題点、課題が指摘される。

田中知事が、長野市西後町の自宅マンションから同県泰阜村に新住所を移転してその

移転に伴う住民票を移動したことに対する鷲沢長野市長および長野市当局の見解につい

ては、そのポイントは大要、次のように要約できる。

①　長野市長は、長野市に市民税払いたくないと考えざるを得ないと語るが、同市市

民税課では、「生活実態がどこにあるかにより、課税の可否を判断するとされ、現段

階では、泰阜村に対して、田中知事の生活実態に関する調査照会などを踏まえ、長野

市の住民税の課税の可否などについて検討するための資料を行なうことに重点を置

いて事務手続き対応をしている。また田中知事に対しては、書面により生活実態に

関する調査照会などを依頼している状況にあると、現在の事務諸手続きや資料収集

などの情報収集の段階であるとしているが、これは当然のことであると容認できる。

②　直ちに、行政訴訟などを行なう予定はないとしているが、このような対応をされ

た知事の事例を認めると、課税制度自体を揺るがすことになると、最終的には泰阜

村や知事との協議をした結果、協議内容などについて自由文に納得できるような回

答や対応がなければ最終的には行政訴訟も辞さない、といわれているが、この点に

関しても当然のことであると容認できる。

③　長野市側のこれまでの対応については、前述したように、記者会見における質疑

応答を紹介しているとおりである。事実確認のための事務的な手続きを粛々と行っ

ている状況にある。実質的な住民税の課税が確定される時期（田中知事の場合は他

に原稿料などの所得があると考えられるので、税務署に確定申告をしていると考え

られる。そのため、税務署から当該住所の市町村へ確定申告の内容が送付される時

期は５月中旬から５月下旬になると予想される）までは、記者団から何度もこれま

でと同様の趣旨の質問が繰り返し質問されようが、直ちに行政訴訟などの大きな問

題に発展することはないと考えられる。

④　長野市長は、応援したい好きな市町村に住民税を納付したいと主張する田中知事

の考え方には、一部共感する面もあるが、現行法上では、困難である、記者会見で

も語っているが、筆者も同様に考えるものである。このように、長野市としては、

生活の実態のある長野市に再度住民票を異動してもらい、あまりことを荒立てたく

ないと、考えているのが本音であろうと、筆者は推測している。

⑤　また市長は、法律のことはよく分からない。告発すべきだという人もいるし、国

に調整させたらという意見もある。どういうやり方が良いかよく分からない、本人

が「この辺でやめておこうか」と言われる淡い期待を持っていると語っている。
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行政訴訟となれば、裁判には時間と経費が掛かることに加えて、田中知事の住民

税も課税徴収することができないことから、得るものは少ない。この辺で、妥協点

を見出したいと考えているのが本音ではあろう、筆者は推測している。

しかしながら、一方の当事者である田中知事は問題の提起であると考えているこ

とから、長野市長の淡い期待は通じないと予想される。

市長は、記者会見で毎回この問題で質問されても、現段階では確認作業などの事務

手続きに終始しているため、記者会見における種々の質問に対しては明確に回答でき

ないことから、ほとほと困惑しているようである。その様子が目に浮かぶようである。

⑥　このように、市長の淡い期待に反した場合には、前述した資料にもあるように、

４月上旬には「県知事へ決定を求める申し出」、６月上旬に「県知事の決定」、この

知事の決定に対し不服がある場合は７月上旬に「裁判所への出訴」する、という日

程となっている。これまでの経緯を鑑みると、筆者は、最終的には住民税の課税権

は長野市にあるのか泰阜村にあるのか、どちらの自治体にあるのかについて行政訴

訟となり裁判で争われる事態になるのではないか、と筆者は推測している６）。

４　これらの経緯や動向に対する筆者の見解

このように、住民票の異動の有無や住民票の所在する現住所地の市町村が課税する住民

税の課税権は、長野市か泰阜村のどちらにあるのかという問題が提起されている。前述し

たように、関係三者の対応や見解、またそれに対する問題点や課題を述べてきた。これら

の諸問題を再整理して、今後の方向についてまとめると、次のような展開が予想される。

①　田中知事は、問題の提起として考えていることから、「県知事へ調整が求められた

場合」には、田中知事は住民税の課税権は住民票がある現住所で泰阜村にあると決

定することが予想される。この場合には、当然のことながら、実態の生活の本拠が

ある長野市側は到底納得できないであろう。もちろん、長野市に課税権があると知

事が決定した場合には、泰阜村側は当然のことながら承諾できないと予想される。

②　長野市長が淡い期待であると語っているように、田中知事が生活実態の拠点がある

長野市に住民票を再異動してくれれば問題は解決されようが、知事の行動問題提起は、

言行の不一致や騒動の責任問題として、当然のことながら批判されることになろう。

③　したがって、これら一連の経緯や経過を鑑みると、「知事の決定」に不服があると

して、行政事件訴訟法に基づき「行政訴訟」として提訴される可能性が大きいと予

想される。

④　行政訴訟の裁判結果については、一審の地方裁判所においてどのような裁決がな



されるかについて、現時点では分からない。裁判所の裁決に関係者が納得されれば

よいが、単純には収まらない可能性が大きいと予想される。

⑤　いずれにしても、裁判結果を不服として高裁に控訴されることが予想される。願

わくは東京都の外形標準課税のケースの場合と同様に、どこかで妥結できる着地点

を関係者が探ることを期待したいが、その結果が分かるには数年の期間が必要とな

る可能性が高いと予想される。

⑥　数年来、筆者が提案している「寄付金の利活用方法」とは、田中知事の住民票の

異動問題が話題にされた、昨年の平成１５年１０月２６日に長野市長が定例記者会見の席

上述べた見解とも相通ずる提案である。

長野市長は、「知事の住民票異動で、『一部共感できる』とのことだが、どういう

部分か、伺いたい」との記者団の質問に対し、市長は、次のように答えている。

「仮に、東京で仕事をしている方が、「自分は長野に住んで両親の面倒を見ること

ができないから、仕送りのつもりで、お世話になっている長野市へ一定の税金を

送ってもいい」というルールがあれば、可能でしょうね、ということを申し上げた

かった訳である。また、別の問題だが、長野オリンピックの開催に当たって、いろ

いろの方から協力をいただいた訳であるが、こういうときに、堂々と長野へ税金を

払って応援をしたいということもあってもいいだろうし、今回の知事の話もそうい

うことであるようだが、法律的に認められるならば、やってもよいと思う。逆にい

えば、新たな税源として、長野出身者の全国の高額所得者へ呼びかけることも可能

なわけで、こうした方法論があれば、考えても不思議ではないという意味で、『一部

共感を覚える』と申し上げた」と市長が語っている。

数年来、筆者が提唱している趣旨は、まさに、このように「応援資金として仕送

り支援資金を送る機能・役割の意味を併せ持つもの」として、現行法制度において

認められている「寄付金制度を利活用する方法」にほかならないのである。

⑦　したがって、本稿は、行政訴訟の結果の如何に係わらず、田中知事が問題提起し

た、住民税の支払いは自分の意思で、政策に共鳴するような自治体に対して住民税

を納付することによって支援したいという支援対策の有力な方法や対応の一つとし

て、現行法制上認められている「寄付金制度を利活用して、自治体に基金を設置し、

特色あるユニークな都市・地域政策を遂行するための支援策」として最大限活用す

ることを提唱するとともに、寄付金の金額や税金の還付状況などに関する詳細な検

証、また自治体の都市・地域政策を支援する際の寄付金制度の利活用方法について

提言するものである。具体的な寄付金制度などの検証については、次章に詳述する。
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Ⅴ　わが国の「寄付金」制度の概要と諸外国の「寄付金」制度の概要

わが国の「寄付金控除」制度および諸外国の「寄付金」制度の概要について、その概

要を簡単に紹介する。

１　寄付金の概念

「寄付金」とは、いかなる名義をもって行なうかを問わず、金銭、資産または経済的

利益の贈与または無償の供与をいう。

２　個人および法人の「寄付金」控除制度の概要

�　個人における「寄付金」の算入限度額

納税者が特定寄付金を支出した場合には、その納税者の総所得金額、土地等に係る

事業所得等の金額（平成１０年１月１日から平成１５年１２月３１日までの間については適用

なし）、特別控除後の分離短期譲渡所得の金額、特別控除後の分離長期譲渡所得の金額、

株式等に係る譲渡所得等の金額（上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除および特定株

式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用後の金額）、先物取引に係る雑所得等の金

額（先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用がある場合には適用後の金額）、

山林所得金額または退職所得金額から、次の算式によって計算した金額を差し引くこ

とができる。

したがって、個人が特定寄付金を行なう場合における「寄付金の控除額」の算出は、

「その年中に支出した特定寄付金の額の合計額」と「その年分の総所得額、土地等に

係る事業所得等の金額（平成１０年①月１日から平成１５年１２月３１日の間については適用

なし）、短期譲渡所得の金額、長期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額先

物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額の１００分の２５

に相当する金額」とのいずれか少ないほうの金額－１０，０００円とされる。

ちなみに、平成１３年１０月１日より、「租税特別措置法」の一部が改正され、納税者個

人の場合、認定特定非営利活動法人に対する特定寄付は、前述の同様の算式により、

「寄付金の所得控除」が認められることとなったことは、周知のとおりである。

なお、「一般寄付金」については、所得控除としての対象とはならないことには改め

ていうまでもない。

�　法人における「寄付金」の算入限度額

内国普通法人の国や自治体に対する「寄付金」および「指定寄付金」については、



全額損金参入ができる。

また、「特定公益増進法人に対する寄付」については、「一般寄付金」と「一般寄付

金と同額分を別枠で」合計した額が損金算入できる。

「一般寄付金」の参入限度額は、次の算式による。

損金参入限度額＝［｛資本等の金額（期末資本金＋資本積立金）×（当期の月数÷１２ヶ月）

×０．２５％＋所得の金額（当期所得＋支出した寄付金）×２．５％｝×１／２］

ちなみに、平成１３年１０月１日より、「租税特別措置法」の一部が改正され、内国法人

については、認定特定非営利活動法人に対する寄付金は、特定公益増進法人と同様に、

前述の同様の算式により、「一般寄付金」と「一般寄付金と同額分を別枠で」合計した

額が損金算入できることとなったことは、周知のとおりである。

なお、現行法制度上では、社会事業団体、学校、神社等に対する通常の意味におけ

る寄付金以外の法人の行った贈与のうち、事業遂行上必要なことが明らかでないもの

については、寄付金として取り扱われている。

次の表４－１～表４－３は、個人および普通法人における「所得税および法人税の

寄付金税制の概要」、また「寄付金の所得控除の計算方法」「政党等に対する寄付金特

別控除（税額控除）の計算方法」について示したものである７）。

表４－１　所得税と法人税の寄付金税制の主な比較

（注）平成１３年１０月１日以降に、国税庁長官より認定を受けた認定特定非営利活動法人
に対しては、認定の有効期間内に支出する寄付金について適用される。
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所 得 税区　　　　分

支出額の全額を損金
参入できる

特定寄付金として、
一定の金額を所得控
除できる

※政党等に対する寄
付金については、
税額控除を選択す
ることができる

�　国や自治体に対する寄付金

�　指定寄付金

一般の寄付金とは別
枠で一定の限度額の
範囲内で損金参入で
きる

�　特定公益増進法人に対する寄付金

�　特定公益信託の信託財産とするた
めに支出した寄付金

�　認定特定非営利活動法人に対する
寄付金（注）

損金参入限度額の範
囲内で損金参入でき
る

�　政治活動に関する寄付金

所得控除できない�　一般寄付金
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表４－２　寄付金の所得控除の計算方法

寄付金控除＝

（所得金額の２５％または特定寄付金の額のいずれか少ない金額）－１万円

表４－３　政党等に対する寄付金特別控除（税額控除）の計算方法

政党等に対する寄付金特別控除＝

【（その年中に支出した政党等に対する寄付金額の合計額）－１万円】×３０％

（注１）寄付金の額の合計額は原則として所得金額の２５％相当額が限度額である。
（注２）特別控除額はその年分の所得税額の２５％相当額が限度額である。

３　寄付金の種類と性格

個人および法人が寄付をする際の寄付金については、「特定寄付金」として、次のよう

な「特定寄付金」が定められている８）。

�　国や自治体に対する寄付金

国や自治体への寄付金をいう。

�　指定寄付金

民法第３４条の規定に基づき設立された法人で、公益を目的とする事業を行なう法人

又は団体に対する寄付金で、「指定寄付」とは、国や自治体に対する寄付金と同様に、

公益の増進に寄与する公募寄付金で、大蔵大臣が指定し、告示するものをいう。

�　特定公益増進法人に対する寄付金

「特定公益増進法人」とは、教育、科学の振興、文化の向上等の公益の増進に寄与

する公益法人で、大蔵大臣により特定公益増進法人に指定された法人をいう。

次の①～⑦に示すような法人が該当する。

①　独立行政法人

②　自動車安全運転センター、総合研究開発機構、日本原子力研究所、私立学校振

興・共済事業団、日本育英会、日本赤十字社など。

③　民法第３４条《公益法人の設立》の規定によって設立された法人（④では「民法

法人」という。）で次に掲げるもの　財団法人日本体育協会、財団法人関西文化学

術研究都市推進機構、財団法人長寿社会開発センター、財団法人日本オリンピッ

ク委員会など。

④　民法法人（③に掲げるものを除く。）のうち、次に掲げるもので当該民法法人の

主たる目的である業務に関し、その運営組織及び経理が適正であると認められる



ことなどの指定要件を満たす法人で、科学技術に関する試験研究を主たる目的と

する法人、人文科学に関する研究を主たる目的とする法人、海外の留学生交流（外

国への留学生の派遣及び外国人留学生の受け入れなど）の推進を図る団体と連携

を図りながら留学生交流を行なうことを主たる目的とする法人でその業務が全国

の区域に及ぶ法人、青少年に対すて健全な社会教育を行なうことを主たる目的と

する法人でその業務が全国の区域に及ぶ法人、芸術の普及向上に関する業務を行

なうことを主たる目的とする法人、文化財保護や歴史的風土の保存および活用に

関する業務をする法人など。

⑤　私立学校法第３条に規定する学校法人で、専修学校や各種学校設置を主たる目

的とするものまたは私立学校法第６４条第４項《私立専修学校等》の規定のより設

立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの

⑥　社会福祉法人

⑦　更生保護法人

�　特定公益信託の信託財産とするために支出した寄付金

主務大臣の証明を受けた特定公益信託のうちその目的が教育又は科学の振興、文化

の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものの信託財産とする

ため支出した金銭で、公益信託の目的に関し、特定公益信託に係る主務大臣の認定を

受けたものが該当する。科学技術に関する試験研究を行なうものに対する助成金の支

給、人文科学の諸領域に関する研究を行なうものに対する助成金の支給、学校教育法

第１条に規定する学校における教育に対する助成、学生又は生徒に対する学資の支給

又は貸与などを行なう公益信託である。

�　認定特定非営利活動法人に対する寄付金

個人が租税特別措置法第６６条の１１の２第３項に規定する認定特定非営利活動法人に

対し、当該認定特定非営利活動法人の行なう特定非営利活動法人促進法第２条第１項

に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄付金である。

�　政治活動に関する寄付金

個人が、平成７年１月１日から平成１６年１２月３１日までの間に、政治資金規正法第４

条第４項に規定する政治活動に関する寄付をした場合の当該寄付に係る支出金のうち、

次に掲げる団体に対するもの政治資金規正法第３条第２項に規定する「政治団体」の

うち次のいずれかに該当するものである。

①　政治資金規正法第３条第２項に規定する「政治団体」のうち該当するもの

②　政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、政党が自治大臣に届出

－３０－
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をしている政治資金団体

③　政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来

の目的とする団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主

要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの

④　特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的

とする団体のうち該当するもの

�　一般寄付金

上記の�～�以外の一般の寄付金をいう。

その例としては、町内会、神社、祭り、小中学校において運動会などの学校行事や

イベントなどが開催される際に寄付する寄付金などがあげられる。

ただし、これらの寄付金については、寄付金をした場合でも所得税法上、所得控除

などの優遇税制措置はないことに留意する必要がある。

４　諸外国の「寄附金」制度の概要

わが国と諸外国における「税制上の寄附金に関する制度概要」について、「寄附金の控

除枠」「寄附金の種類」「控除限度額」（法人税）の観点より比較とりまとめたものが、次

表である（表５参照）９）。諸外国の「寄附金」制度の概要について、簡単に紹介する。

�　わが国における寄付金制度の概要

わが国の寄附金制度の特徴についてみると、企業における法人税に関しては、一般

の寄附金控除枠として、一定金額の寄附金は損金参入限度枠として認められている。

また、特定公益増進法人に対しては一般の寄附金枠を超えて、さらに同額の寄附金控

除枠が損金算入限度枠として認められている。

それに対し、個人の所得税の一般の寄附金控除枠として認められている対象団体の

範囲は、ごく限られている。特定寄付金として、①国・自治体への寄付、②指定寄付、

③特定公益増進法人に対しては、所得の一定範囲内で所得控除ができるが、一般寄付

については、所得控除されない。

�　アメリカの寄付金制度の概要

アメリカにおける寄付金制度の特徴についてみると、企業における法人税に関して

は、一般の寄付金控除枠として、一定金額の寄付金は損金算入限度枠として認められ

ている。企業の寄付にについては、法人税の損金算入限度額を認定する計算方法は異

なるが、基本的な考え方については、わが国の制度と同じと考えてよい。



それに対し、個人の所得税の寄付金控除に対する考え方は異なっている。アメリカ

においても国・自治体への寄付金にたいする所得控除は、わが国の制度とは基本的に

異ならない。異なる点は、個人の所得税の寄付金控除枠として認められている対象団

体の範囲の相違である。

わが国では、寄付金控除枠として認められている対象団体の範囲はごく限定されて

いるのに対して、アメリカでは公益性の強い団体等、公益団体に対して広く寄付金控

除の対象団体とされている。この対象団体の範囲は、わが国とは比較にならないくら

－３２－
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表５　諸外国の寄付に関する税制の概要

控除限度額（法人税）寄付金の種類区　　分
次の額を限度として損金に算入（資本等の
金額×０．２５％＋所得金額×２．５％）×１／２

寄付金の種類の特定なし一般の寄付金控除枠

日　
　

本

全額を損金に算入国または地方公共団体に対する寄付金特定の寄付金控除枠
指定寄付金

一般寄付金の損金算入枠を使用できるほか、
次の額を限度として損金に算入（資本等の
金額×０．２５％＋所得金額×２．５％）×１／２

特定公益増進法人に対する寄付金

一般の寄付金控除枠
ア
メ
リ
カ

課税所得の１０％を限度として損金算入特に公益性の強い団体に対する寄付金（連
邦・州政府に対する公共の目的の寄付金
を含む）

特定の寄付金控除枠

その他の公益団体に対する寄付金
一般の寄付金控除枠

イ
ギ
リ
ス

全額を損金算入慈善団体（慈善目的のためにのみ設立され
た団体）に対する寄付金であって、

特定の寄付金控除枠

支払配当の３％を限度として損金算入
（非同族法人）または年間５００ポンドを限
度として損金算入（全法人）

①３年超の期間にわたって毎年寄付を行う
ことを約した捺印証書契約に基づくもの
②１回限りのもの

一般の寄付金控除枠

ド
イ
ツ

以下のいずれか大きい金額を限度として
所得控除

慈善、協会、宗教、学術目的および特に奨励
に値すると認められる公益目的の寄付金

特定の寄付金控除枠

①年間総売上高と賃金の合計額の０．２％
②所得の５％（学術、慈善目的および特に
奨励に値すると認められる文化目的の
寄付金については１０％）

一般の寄付金控除枠

フ
ラ
ン
ス

年間総売上の０．３％を限度として損金算入特に公益的である団体に対する寄付金（宗
教団体、慈善団体、その他オリンピック組
織委員会など事前に認められた団体）

特定の寄付金控除枠

年間総売上の０．２％を限度として損金算入その他一定の公益団体に対する寄付金
認可研究機関等に対する寄付金

一般の寄付金控除枠カ
ナ
ダ

全額を損金算入連邦、州政府への寄付金カナダ文化検査委
員会により認定された文化財の寄付金

特定の寄付金控除枠

所得の２０％を限度として損金算入登録慈善団体への寄付金
一般の寄付金控除枠イ

タ
リ
ア

全額を所得控除国、公的機関に対する寄付金特定の寄付金控除枠
特定文化・芸術活動のための寄付金

所得の２％を限度とする所得控除その他特定の公益団体に対する寄付金

注：大蔵省主税局調査課資料より抜粋
出所：通産省編『地域貢献企業の時代』（通商産業調査会、１９９０年４月）２３３－２３４頁。

｝
｝
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い広く認められていることが特徴的である。わが国では、公益法人に対し寄付をする

場合においては、寄付金として所得控除等が認められるケースはほとんどないことと

は対照的である。

�　イギリスの寄付金制度の概要

イギリスにおける寄付金制度の特徴についてみると、企業における法人税に関して

は、一般の寄付金控除枠として、一定金額の寄付金は損金参入限度枠として認められ

ている。企業の寄付については、法人税の損金参入限度額を認定する計算方法は異な

るが、基本的な考え方についてはわが国の制度と同じと考えてよい。

それに対し、個人の所得税の寄付金控除に対する考え方は異なっている。異なるこ

とは個人の所得税の寄付金控除枠として認められている対象団体の範囲の相違である。

イギリスでは、寄付金控除枠として認められている対象団体としては、慈善団体（慈

善目的のためにのみ設立された団体）である。

�　ドイツの寄付金制度の概要

ドイツにおける寄付金制度の特徴についてみると、企業における法人税に関しては、

一般の寄付金控除枠として、一定金額の寄付金は損金参入限度枠として認められてい

る。企業の寄付については、法人税の損金参入限度額を認定する計算方法は異なるが、

基本的な考え方についてはわが国の制度と同じと考えてよい。

それに対し、個人の所得税の寄付金控除に対する考え方は異なっている。異なるこ

とは個人の所得税の寄付金控除枠として認められている対象団体の範囲の相違である。

ドイツでは、寄付金控除枠として認められている対象団体としては、慈善、教会、宗教、

学術目的および特に奨励に値すると認められる公益目的の寄付金である。

�　フランスの寄付金制度の概要

フランスにおける寄付金制度の特徴についてみると、企業における法人税に関して

は、一般の寄付金控除枠として、一定金額の寄付金は損金算入限度枠として認められ

ている。企業の寄付については、法人税の損金算入限度額を認定する計算方法は異な

るが、基本的な考え方についてはわが国の制度と同じと考えてよい。

それに対し、個人の所得税の寄付金控除に対する考え方は異なっている。異なるこ

とは個人の所得税の寄付金控除枠として認められている対象団体の範囲の相違である。

フランスでは、寄付金控除枠として認められている対象団体としては、①特に公益的

である団体に対する寄付金（宗教団体、慈善団体、その他オリンピック組織委員会な

ど事前に認められた団体）、②その他の公益団体、③認可研究機関等に対する公益目的

の寄付金である。



�　カナダの寄付金制度の概要

カナダにおける寄付金制度の特徴についてみると、企業における法人税に関しては、

一般の寄付金控除枠として、一定金額の寄付金は損金算入限度枠として認められてい

る。企業の寄付については、法人税の損金算入限度額を認定する計算方法は異なるが、

基本的な考え方についてはわが国の制度と同じと考えてよい。

それに対し、個人の所得税の寄付金控除に対する考え方は異なっている。異なるこ

とは個人の所得税の寄付金控除枠として認められている対象団体の範囲の相違である。

カナダでは、寄付金控除枠として認められている対象団体としては、①連邦、州政府

への寄付金、②カナダ文化検査委員会により認定された文化財の寄付金、③登録され

た慈善団体に対する公益目的の寄付金である。

�　イタリアの寄付金制度の概要

イタリアにおける寄附金制度の特徴についてみると、企業における法人税に関して

は、一般の寄付金控除枠として、一定金額の寄付金は損金参入限度枠として認められ

ている。企業の寄付については、法人税の損金算入限度額を認定する計算方法は異な

るが、基本的な考え方についてはわが国の制度と同じと考えてよい。

それに対し、個人の所得税の寄付金控除に対する考え方は異なっている。異なるこ

とは個人の所得税の寄付金控除枠として認められている対象団体の範囲の相違である。

イタリアでは、寄付金控除枠として認められている対象団体としては、①国、公的機

関に対する寄付金、②特定文化・芸術活動のための寄付金、③その他特定の公益団体

に対する公益目的の寄附金である。

５　「寄付金」制度をめぐる現状と課題

わが国の税法上の寄附金の取扱について、基本的に、法人については、資本等を基準

に一定率の損金算入限度額が認められていることは一般的によく知られている。制限さ

れているとはいえ、ある程度、現状においても利活用されている点は忘れてはならない。

しかしながら、個人においても、同様の寄付金控除制度があることは、一般にはほと

んど知られていないのが実情である。

一般に、給与所得者が「所得税の確定申告書」を本人が作成することは、極めて稀で

あるといえよう。「所得税の確定申告書の用紙」を見たこともないという人の方が多いか

もしれない。その理由については、本来的には、所得税の決定については、本人自らの

確定申告（税理士等による代行業務は認められている）により所得税を計算し納付する

ことが原則である（申告納税）が、一般的には、各人の所属する勤務先の法人事業所

－３４－
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（企業、公官庁、学校、公益法人等）が、便宜的に本人に代わり、所得税および居住地

のある市町村民税・都道府県民税などについて税務計算を行ない、一括して国税当局や

各市町村・都道府県に対し当該年度における予定納税額（市町村民税・都道府県民税に

ついては前年度の所得に対し課税されるもので、当該年度の税額は確定している）を納

付することになっていること（１年間の収入所得が確定する１２月に、「年末調整」により、

所得税の予定納税額の過不足が調整される）は、周知のとおりである。

これは「給与所得者等の源泉徴収制度」と呼ばれるもので、一般の法人事業所におい

て恒常的に行われている。そのため、この源泉徴収制度は「所得税納税の特例納付であ

る」ということは、一般の法人事業所の勤労所得者層である、いわゆるサラリーマンと

呼ばれる給与所得者にはほとんど知られていない。個々人にとっては、煩雑な税務申告

計算を免れることから、一般には歓迎されている。

一方、確定申告をする人は全勤労所得者のうち統計上２割程度であるといわれる。一

部の高額所得者層（年間収入が２，０００万円以上の人）や不動産収入など事業収入のある人

を除けば、所得控除の対象となる「医療費控除」「生命保険料控除」、あるいは税額控除

の対象となる「住宅借入金（取得）等特別控除」「配当控除」などにより「源泉徴収され

た税金の一部が還付される」対象者が大半であるといえよう。これらの税金還付の対象

者にしても、法人事業所による年末調整は可能であることから、税務署に確定申告する

人は極めて数が少ないのが実態であるといえよう。

したがって、法人税の寄付金の損金算入制度と同様に、「個人においても寄付金に対す

る所得控除制度が存在するということはほとんど認識されてはいない」と考えても過言

ではないであろう。

ちなみに、「寄付金制度は現行制度上においてもほとんど利活用されてはいない」とい

う指摘や批判がみられるが、一般には税務に関係する関係者以外は、「所得税の確定申告

書の申告用紙」を見たことがない人が多いという現状を考えるならば、「寄付金に対する

所得控除制度が存在するという事実さえもほとんど認識されていない」のが実情であろう。

この理由は、所得税の確定申告をした人がほとんどいないということを考えれば、「所

得税の計算過程で、寄付金の所得控除がある」ということが一般に知られていないこと

は致し方のないことであろう。と同時に、給与所得者等の一般の人が、「公益団体等に対

し寄付するという寄付行為の行動」を採るとは到底考えられないことは自明であろう。

欧米諸国の寄附金制度の充実さに比べて、一方ではわが国の寄付金控除制度の脆弱が

指摘され、制度の充実・強化を図ることが重要であると指摘されている反面、他方では、

「寄付金制度それ自体が存在しているにもかかわらず現行ではほとんど活用されてはい



ないことから、これ以上の特例措置等を行なう必要はない」という指摘がしばしばなさ

れている。

このように、両者間において主張する議論がほとんど噛み合わない不毛の論争がしば

しば展開されることが見受けられるが、これらの論争自体意味のないものである。

このような両者の不毛な論争をする前に、当面の課題としては、「所得税の寄付金控除

制度が存在するということを、まず国民一般に広く知らしめることに努力する」という

基本的な問題を解決することが先決で重要な問題であることを強く認識する必要がある。

その意味では、長野県田中知事の一見奇異唐突に感ずるこのような行動について、「住

民税の課税地論争」の観点から若干逸脱はするものの現行法上に認められた制度を踏ま

え、田中知事の本種を生かす方法として、「寄付金制度の利活用」の観点からこの問題を

再考することは意義あることと高く評価できよう。

Ⅵ　個人における「特定寄付金と所得税」の関係

現行の所得税法においては、個人が団体や法人に対して寄付を行なうことについて、

近年、規制が緩和される傾向にあるとはいえ、種々の制約があり、法人における寄付金

のようには広く一般に認められていないことは周知のとおりである。

本稿では、長野県田中知事が住民票を異動してまで、個人の住民税を小規模団体に有

効に活用してもらいたいと、財政的支援措置の一環として行動を惹起したことについて、

解決策の一つの方法の視点より、国や自治体に対する「特定寄付」制度を活用すること

を提案・提言するものである。

個人が国や自治体に対して、特定寄付を行った際に、実際の寄付金額と寄付金の所得

控除による所得税および市町村民税等の税額がどのように変化するかについて、特に次

のような観点、すなわち、①寄付金を行なわなかったケース、②寄付金を行った際の寄

付金額に応じた所得税額および住民税額（市町村民税・都道府県民税の税額）の変化と

その場合の税負担額の変化との関係、④寄付金による実質的な税負担額の変化とその実

質的な負担の状況、⑤寄付金を行なうという寄付行為がもたらす社会貢献としての個人

の満足度・寄与率などの視点より、寄付金額に応じて所得税額および住民税額の変化の

状況について、それぞれどのように変化するのかということを具体的な数値に基づき試

算し、比較検証をする必要がある。

－３６－
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１　寄付金に対応した所得税および市町村民税・都道府県民税の税額の変化の分析

一般に、給与所得者等の納税者が自治体などに対して特定寄付をすることは、制度と

してはあるとはいえ、これまでの現状をみるかぎりではほとんど行われてはこなかった

というのがその実態である。

したがって、寄付金を行なうことにより、「所得税および住民税の税額」（本稿では、

市町村民税および都道府県民税のうち、特に今回議論されている「市町村民税の所得割

の額」を中心に分析・比較検討をしている、また本来、所得税が当該年の１年間の収入

額により決定されるのに対して、住民税は前年の１年間の収入額により決定されること

になっているが、便宜上、所得税と同様に、同一年の収入額に対して課税される、と仮

定していることをあらかじめ了承願いたい）がどのように変化するかについて分析する

ことは極めて大きな意味をもつわけである。

一般的に納税者、特に給与収入者が寄付金を行なうということが行われてはこなかっ

た背景については、次のような理由があげられる。

①　自治体の側に、特定寄付を受け入れるための基金制度や受け入れ体制が不備であ

ること、また加えて寄付金や基金の受け入れ等に対するＰＲ活動を積極的に行って

はこなかったこと

②　給与所得者などの納税者は、所得税や市町村民税等の納税をする場合については、

勤務先の事業所が本人に代わり代行していた関係により、所得税等の納付について

は最終的に年末調整により所得税額が決定され、それに伴い翌年度における住民税

（市町村民税・都道府県民税）が自動的に決定されるなど、所得税等の決定過程に

おいて、手続き事務が煩雑な確定申告書の作成や納税額などの決定に関してはほと

んど興味を示さなかったこと

③　特に、給与所得者については、「源泉徴収という徴税方法が一般的とされてきた」

ことから、税負担の意識が希薄となりがちな傾向にある。これらの給与所得者の最

大の関心事は、所得税および保険料控除などを差し引いた残りの給与の支給部分、

いわゆる「手取り額」の多寡についての関心が主で、所得税や市町村民税などの計

算過程や税額にはあまり関心を持たない傾向にあったことに起因する。

この一般的であると認識されている給与所得の「源泉徴収という徴税方法」の手

続きについては、税法上では、特例措置であるということについてもほとんど認識

されてはいないのが実態であること

④　徴税後の税金の使途など、国や地方自治体の財政運営や財政制度などについては、

一般の給与所得者においてはほとんど馴染みがないことから強い関心があまり持た



れなかったこと

などがその主たる要因としてあげられる。

２　寄付金額に対応した所得税および市町村民税の実質的な増減額の把握

一般に、給与所得者等の納税者が自治体に特定寄付をするということは、これまでの納

税者の現状をみるかぎりにおいてはほとんど稀であるということを前提条件として考え

るならば、「寄付金額に対応した所得税および住民税（市町村民税・都道府県税）の税額

の変化」について分析することの意味については、自治体に特定寄付をするということに

より、一方では所得税の税額決定過程において、「所得控除」（所得税法第７８条第１項お

よび第２項）が認められていることから、所得税および住民税（市町村民税・都道府県税）

の税額は寄附をしない場合に比べて税額が軽減されることにつながるわけである。

他方、個人が当初予期してはいなかった自治体に対し寄付をするという寄付行為を行

なうことについては、その分だけ予期せぬ余分の負担を強いられるという側面がある。

そのため、このような特定寄付金を行なうことが、実際にどの程度、所得税や住民税の

増加となって、個々人の可処分所得に影響を与えるのか、などに関する議論はほとんど

なされたことがないといっても過言ではないであろう。

一般に、「医療費控除」の場合には、病気や入院など予期しない疾病によりかかった諸

費用などの医療費負担に関しては、「所得控除の対象」となることから、「確定申告する

ことにより、納税された所得税が一部還付される」（税金の一部が返還される）ことがよ

く知られている。

「寄付金控除」においても、医療費控除と同様に、「所得控除の対象」となるわけであ

るが、どの程度税負担の軽減がもたらされるのかということについては、必ずしも詳ら

かにされ、議論されてきたことはこれまでほとんど例がないといえる。したがって、仮

に、自治体に対して特定寄付をしたとするならば、現行の法制度上のもとで、所得税お

よび住民税（市町村民税・都道府県民税）は実際にどのように変化するかという点につ

いて、事前に試算をするなど検証する必要がある。

このように、寄付金額に対応した所得税および住民税（市町村民税・都道府県民税）

の税額の変化の状況について、これらの試算数値の結果を示すことにより、実質的な税

額負担の増減関係が明らかになるとともに、「自治体に対する特定寄付」について、より

一層の関心を高めることにつながることになるといえる。

また、「所得税および住民税（市町村民税・都道府県民税）」について、その税額の実質

的な増加・減少額について分析することの意味は、特定寄付の金額の多寡は実質的にど

－３８－
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の程度税負担の増加になるのかという観点より、試算することにより、特定寄付の促進を

誘導するためには、その実質的な負担増加の程度を明らかにする観点からも必要である。

同時に、「税額の実質的な増減額」について分析することの意味は、自治体に対して指

定寄付をした際に、実質的に個人の可処分所得が制限されることになることは不可避的

である。すなわち、特定寄付金の所得控除を受けられることにより所得税および住民税

（市町村民税・都道府県民税）の軽減効果がもたらされる反面では、「予期せぬ寄付金の

出費を伴うことになる」わけである。

したがって、自治体に対し特定寄付金をすることにより、実質的に所得税等について

はどの程度軽減され、一方では寄付に伴う寄附金と所得税等の税額はどのていど増加す

るのかということについても、併せて試算し検証することによって、この両者の関係性

について明らかにする必要があるわけである。

３　寄付行為による寄付者の社会貢献度、満足度等の社会的寄与率の把握

給与所得者等が実際に行った寄付金額がどの程度の効用や効果をもたらすことになる

のかについて試算し検証することの意味については、〈寄付金することにより所得税お

よび住民税が軽減されることから額の合計額〉と〈寄付金と所得税額および住民税（市

町村民税・都道府県民税）の合計額である、いわゆる「税負担額」〉とを比較検証するこ

とによって、寄付行為を行なうことに対して、寄付者が自らの社会貢献を行っていると

いう意識を強く認識するとともに、直接的に政策などの支援・応援効果がもたらされる

ことにつながることから極めて重要な議論であるといえる。

また同時に、自治体側において、政策の遂行・実施をするために財政的な支援・応援

を積極的に要請していくという観点より、極めて重要な意味をもつわけである。

すなわち、税を納税することに比べて寄付金をするという行為は、より積極的に社会

貢献に資するための税財源として自らの資産を積極的に提供するという、いわば自他共

に一つの目的を達成することつながると考えられるわけである。

このように、「寄付金による実質的な税負担額」（寄付金＋所得税＋市町村民税の合計

額について試算し検証をすることは、寄付をすることにより、実質的に所得税額および

住民税（ここでは市町村民税の所得割の税額）は軽減されることから、この数値の比較

検討を行なうことによって、寄付者の社会貢献度を測ることができる。

このように、「寄付金による実質的な税負担額の割合」（【（寄付金＋所得税＋市町村民

税の合計額）÷寄付金をしない場合の基準額】）を「寄付行為による自治体政策支援寄与

率」と呼ぶことにする。この「寄付行為による自治体政策支援寄与率」とは、自らの意



志により寄付金をすることにより、「寄付金と所得税および市町村民税などの税負担の

軽減化を通じて、自治体財政に対し納税者の社会貢献活動の意志の現れを数値化した指

標である」と定義づけられる。ある意味では、「納税者の自治体財政に対する財政運営の

意思表示を示す割合の指数、また納税者の財政運営に対する関与の度合いを表す指数で

ある」ともいえる。

このような視点より、長野県田中知事の場合について、所得税額および市町村民税など

の納税額について、寄付金との関係の視点からシミュレーション分析をして比較検証する。

シミュレーション分析および比較検証の結果は、次のとおりである。

Ⅶ　田中知事の所得税および住民税の納税額の試算

　―現行税法の適用による検証―

１　田中知事の住民税の納税額の試算の必要性

このような公の場において、長野県田中知事の個人のプライバシーに係わるような収

入の捕捉をすること、またそれに基づいて所得税や住民税などの納税額の試算などにつ

いて議論するようなことは、本来、不謹慎であり厳に慎むべきことであるということに

ついては、筆者も十分認識している。ただし、今回の場合については、次のような観点

から最小限度必要であるので、やむを得ない仕儀であると容認されたい。

今回の住民税の納税地問題については、公人としての長野県田中知事が、生活の本拠

地としての実態は極めて薄い市町村に自ら住民票を異動して、住民税の納税をその市町

村へ行なう行動をし、応援したい市町村に自らの住民税を納税したいという問題提起を

するとともに、実際にその行動起こしたことに端を発している。

筆者は、本稿では、この問題を解決する重要な糸口として、「寄付金」制度を利活用す

ることを提案・提言したいと考えるものである。すなわち、寄付金を行なうことによっ

て所得税や住民税は実際どのように変化するかという観点より、この問題を議論したい

と考えている。そのため、これらについて議論する過程において、田中知事の収入把握

や所得税および住民税の把握などが最小限必要となる。

すなわち、長野県田中知事が主張する応援したい市町村に自らの住民税を納税したい

という問題提起に対して、筆者の提案を具体的に議論するに際して、少なくとも田中知

事の所得税額や住民税額を試算する必要があること、また応援したい市町村に自らの住

民税を納税したいという田中知事の意向について、「寄付金」制度を利活用することによ

り、実際に、所得税や住民税は実際どのように変化するのかについて、シミュレーショ

－４０－
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ンし検証するものである。

その理由は、長野市長が主張する「住民税は生活の本拠地である長野市に納税すべき

である」との指摘や泰阜村長が主張する「田中知事の問題提起を単なる知事のパフォー

マンスと捉えるのではない」との指摘を踏まえ、「単なる住民税の課税権論争や住民票登

録・異動制度の適否問題」に終始するというように問題を矮小化するのではなく、現統

治システムへの挑戦、問題提起と捉えることによって、一般の自治体に対する政策支援

措置の可能性の検討、また政策遂行能力の充実・向上について議論をしようと考えてい

るからにほかならないからである。

この問題に対する解決の一つの方向として、「寄付金制度の利活用とその充実・強化

を図る」があげられる。その意味では、長野県田中知事の最小限の収入の捕捉や所得税

や住民税を試算把握することは、関係者間における議論の提供資料として容認される範

囲にある、と筆者は考えている。

したがって、直接住民票を異動して住民税を納税するという、ややもすると、脱法的

行為となるような行動・行為は一般にはなじまないことは明白である。また、田中知事

が主張するように、住民基本台帳制度の形骸化、また悪用化が促進される懸念が極めて

大きいことを憂慮するものである。このような観点を踏まえ、長野県田中知事の主張す

る「小規模な自治体の支援ができないか」という視点から現行法制度における寄付金控

除制度の拡充を筆者は提言・提唱しているわけであるが、この議論の過程において長野

県田中知事の最小限の収入を把握する必要が生ずるのである。

一般に、この収入額に基づき所得税や住民税が決定されることは周知のとおりである。

すなわち、寄付金の多寡が、所得税や住民税の納税額にどのように影響を与えるのかに

ついてを把握することにより、筆者の提言・提唱の妥当性を検証するわけである。この

検証過程で田中知事の収入の把握が必要となる。

この試算過程および検証結果を通じて、筆者の提案・提言が一般県市民においても受

け入れられ、さらによりよい議論が展開されることを期待するものである。

また、一般の県市民が、田中知事と同様に、自治体が実施するユニークな施策や特色

ある有意義な政策を推進するに際して、その支援・応援のために寄付金をした場合には、

所得税および住民税はどのように変化するのかについて、いくつか典型的なケースにつ

いて具体的にシミュレーション分析し、検証したいと考えている。

例えば、次のようなケースである。１年間の収入が５００万円、７００万円、８００万円、

１，０００万円、１，２００万円、１，５００万円ある人が、１０万円、３０万円、５０万円、７０万円、１００万

円の寄付金をした場合には、それぞれ所得税および住民税はどのように変化するのかに



ついて、田中知事のケースと同様に、具体的にシミュレーション分析することにより、

一般市県民が寄付金制度問題に関心を持つことを促進するとともに、自治体政策おける

寄付金の利活用および基金制度の効用について検証するものである。

それは、まさに寄付金をすることにより、田中知事が提唱している自治体政策の支援を

促進する効用があると同時に、自治体においては、自ら実施する施策・政策に知恵を絞り

政策間競争による新たな税財源の獲得に努める効果を促進する一方、一般の県市民の自治

体の行財政改革に対する関心を高める効果を促進することにも繋がるというように、一石

三鳥にも及ぶ多大な波及効果をもたらすことにほかならないのである。これらのシミュ

レーションの試算結果およびその検証については、別途、項を改めて詳述する予定である。

周知のように、平成１６年度分以降の所得税および平成１７年度分以降の個人住民税につ

いては「配偶者特別控除」の廃止が決定されているが、田中知事は独身のため、「配偶者

特別控除」が適用されないため、本稿において検証されているシミュレーションにおい

ては影響されない。また、定率減税の廃止など税制改正が検討されているが、本稿では

これらの税制改正についてはないものと仮定し議論・検証する。その理由については、

本稿ではまず第１義に、長野県田中知事の住民票異動に伴う住民税の課税権問題に端を

発した事案に対し、その解決方法の一つとして現行の「寄付金制度」の拡充、また充実

化について議論・検証をすることを目的としているからにほかならないからである。ま

た、税制改正全般に関わる議論について議論、検証しているのではないことによる。了

承願いたい。

２　所得税の納税額の試算

�　税額試算の前提条件

田中知事の収入額などが公表されていないこと、また田中知事の収入の把握それ自

体を目的としているわけではないので、ここでは確定申告における納税額の計算過程

に従って、一定の前提条件に単純化した仮定のもとで、所得税および住民税の納税額

の試算を行なうことにする。当然のことながら、実際の収入額などと異なることはい

うまでもない。

所得税の税額を試算する上で、試算の前提条件などは、次のように仮定する。

�　所得税の税額の計算方法

所得税額を算出する計算方法は、基本的に次のとおりである（図１－１～図１－２

参照）１０）。

－４２－

『住民税の納税問題とその課題』―長野県田中康夫知事の住民税納税問題を中心に―
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『住民税の納税問題とその課題』―長野県田中康夫知事の住民税納税問題を中心に―
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�　収入金額等の把握

①　一般に、収入金額等には、収入源として、「事業（営業等、農業）」「不動産」

「利子」「配当」「給与」「雑」「総合譲渡（短期、長期）」「一時」がある。

田中知事の収入については、知事の俸給のみとして「給与所得のみ」と仮定

する。

知事の俸給額は公表されていないので、正確には不明である。１年間の俸給

額は１，５００万円と仮定する１１）。原稿料や講演料などの「雑所得など他の所得」は

ないものと仮定する。

②　収入金額等から所得金額を確定するため、「収入金額」から「収入から差し引

かれる金額」、すなわち、必要経費を差し引いて、「所得金額」を求めることに

なる。不動産所得等の所得者は、家賃収入等から都市計画税等の租税負担など

の必要経費を差し引き所得金額の計算をする。ただし、田中知事の場合は、収

入は給与のみであると仮定したので、「給与所得金額」は「給与所得の速算表」よ

り算出する。

�　所得控除の把握

①　次に、「所得金額」から「所得から差し引かれる金額」、すなわち、「所得控除

金額」を差し引いて、「課税される所得金額」を求める。

なお、「所得控除」には次のようなものがある。「社会保険料控除」「小規模企

業共済等掛金控除」「生命保険料控除」「損害保険料控除」「老年者、寡婦、寡夫

控除」「勤労学生、障害者控除」「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」

「基礎控除」「雑損控除」「医療費控除」「寄付金控除」である。

②　田中知事の場合は、所得控除される社会保険料控除については、一般民間企

業における健康保険、厚生年金、失業保険などに相当する、自治体が加入して

いる「公務員共済制度」が適用されていると考えられる。扶養家族などにより

異なるが、公務員共済の自己負担分は収入の１０％と仮定する。社会保険料控除

は１５０万円となる。

③　生命保険料控除および損害保険料控除は、それぞれ上限額の５万円、１万５

千円と仮定する。

④　配偶者や扶養する親族などはいないと仮定する（知事は独身のため）。

⑤　医療費控除はないと仮定する。

⑥　寄付金控除はないものと仮定する。



�　所得税額の計算

①　所得税の計算は、「所得金額」から「所得控除」を差し引き、「課税される所

得金額」を計算し、「課税される所得金額」に応じた「税率」を乗じ、「所得税

額」を求める。

�　申告納税額の計算

①　最後に、「所得税額」から「税金から差し引かれる金額」、すなわち、「税額控

除」を差し引いて、「申告納税額」を求める。

「税額控除」には、「配当控除」「住宅借入金（取得）等特別控除」「政党等寄

付金特別控除」「災害減免額」「外国税額控除」「定率減税額」がある。

田中知事の場合は、「配当控除」「住宅借入金（取得）等特別控除」「政党等寄

付金特別控除」「災害減免額」「外国税額控除」はないものと仮定する。

�　所得税の納税額の計算

以上の前提条件の下で、田中知事の所得税を計算する。次のとおりである（表６－

１参照）。

表６－１　田中知事が「他の自治体に１５万円特定寄付をした場合」の所得税額の変化

－４６－

『住民税の納税問題とその課題』―長野県田中康夫知事の住民税納税問題を中心に―

【ケースＣ】【ケースＢ】【ケースＡ】（基準値）類　型（ケース別）
１２５５万円１２５５万円１２５５万円１２５５万円�　給与所得の金額
１９４．５万円１９４．５万円１９４．５万円１９４．５万円�　所得控除の合計額
１５０万円１５０万円１５０万円１５０万円①社会保険料控除
６．５万円６．５万円６．５万円６．５万円②生命保険料・損害保険料控除
０円０円０円０円③配偶者・配偶者特別・扶養控除

３８万円３８万円３８万円３８万円④基礎控除
０円０円０円０円⑤医療費控除
０円０円１４万円０円⑥寄付金控除

１０６０．５万円１０６０．５万円１０４６．５万円１０６０．５万円�　課税される所得金額
１９５．１万円１９５．１万円１９０．９万円１９５．１万円�　課税される所得税額

　２９．２　　　　　　　万円（４３．２）　　
　２９．２　　　　　　　万円（４３．２）　　

　２５　　　　　　　　万円（３８．１）　　
２５　　　　　　　　万円（３９．０）　　�　税額控除の合計

０円０円０円０円①住宅借入金（取得）等特別控除等
２５　　　　万円（３９．０）　　

２５　　　　万円（３９．０）　　
２５　　　　万円（３８．１）　　

２５　　　　万円（３９．０）　　②定率減税額（課税される所得税額×２０％）

４．２万円４．２万円０円０円③寄付金の税額控除【寄付金－１万円）×３０％】
１６５．９万円１６５．９万円１６５．９万円１７０．１万円所得税額

（注）（基準値）とは、寄付金をしない場合の通常のケースである。
【Ａ】：ケースＡは、現行の税法制度における「所得税の寄付金控除」制度に準拠したシミュレーション結果

である。ケースＡ・Ｂ・Ｃ共に寄付金額は１５万円である。定率減税額の最高は２５万円である。
【Ｂ】：ケースＢは、現行の税法制度の第１段階の税制改革として、政党等における税額制度と同様に、「所

得税の税額控除制度」が採用されたと仮定した場合のシミュレーション結果である。
【Ｃ】：ケースＣは、現行の税法制度の第２段階の税制改革として、「所得税および住民税における税額控除制

度」が採用されたと仮定した場合のシミュレーション結果である。
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�　収入金額等の把握

①　年間の給与収入額１，５００万円と仮定すると、「給与所得の速算表」によれば、「給

与等の収入金額の合計額」は、１，０００万円以上に該当するので、次の式で算出する。

〈１，５００万円×９５％－１７０万円（控除額）〉である。すなわち、所得金額は１，２５５

万円である。

�　所得控除の把握

①　次に、「所得から差し引かれる金額」は、前述したように、「社会保険料控除」

「生命保険料控除」「損害保険料控除」「基礎控除」のみであると仮定する。そ

れぞれ、１５０万円、５万円、１万５千円、３８万円である。

②　「所得から差し引かれる金額の合計額」は、〈１５０万円＋５万円＋１万５千円＋

３８万円〉である。すなわち、「所得控除金額の合計額」は１，９４５，０００円である。

�　所得税額の計算

①　この結果、「課税される所得金額」は、〈所得金額－所得から差し引かれる金

額の合計額〉で、〈１２，５５０，０００円－１，９４５，０００円〉である。すなわち、課税され

る所得金額」は１０，６０５，０００円＝Ｃである。

②　この「課税される所得金額」１０，６０５，０００円は、《９，０００，０００円～１７，９９９，０００円》

の範囲に該当する。「所得税額」は、次の算式、〈Ｃ×３０％－１，２３０，０００円〉によ

る。「課税される所得税額」は１，９５１，５００円である。

�　申告納税額の計算

①　最後に、「「所得税額」」から「税金から差し引かれる金額」、すなわち、「税額

控除」を差し引いて、「申告納税額」を求める。

②「住宅借入金（取得）等特別控除」などはないものと仮定する。

③　「定率減税額」は〈課税される所得税額×２０％〉で、〈１，９５１，５００円×２０％〉である。

「定率減税額」は３９０，３００円となるが、定率減税額の最高額は２５万円である。

④　納める税金は、〈課税される所得税額－定率減税額〉である。すなわち、

〈１，９５１，５００円－２５０，０００円〉である。したがって、所得税は１，７０１，５００円である。

３　住民税の納税額の試算

�　試算の前提条件

次に、住民税の納税額の試算を行なうことにする。住民税の税額を試算する上で、

試算の前提条件などは、所得税の試算の場合と同様に、次のように仮定する。

ちなみに、個人住民税は「道府県民税」および「市町村民税」からなる。この「道府県民



税」は、納税者の所得金額の多寡にかかわらず一定額を課税する「均等割」と所得金額に

応じて課税する「所得割」とからなる。このうち、「均等割」は、当該市町村の人口規模に

応じて決定されるのに対し、「所得割」は、所得税額と同様に、所得に応じて決定される。

同様に、「市町村民」も「均等割」「所得割」からなる。ここでは、市町村民税の

「所得割」についてのみ試算する。

①　田中知事の収入は、知事の俸給のみとして給与所得のみと仮定する。知事の俸給

額は、年間１，５００万円と仮定し、原稿料や講演料などの雑所得はないものと仮定する。

②　社会保険料控除は、収入の１０％と仮定する。社会保険料控除は１５０万円である。

③　生命保険料控除および損害保険料控除は、それぞれ上限額の３万５千円、１万

円と仮定する。

④　配偶者や扶養する親族などはいないと仮定する（知事は独身のため）。

⑤　医療費控除はないと仮定する。

⑥　寄付金控除はないものと仮定する。

⑦　住宅借入金（取得）等特別控除、政党等寄付金特別控除などについてもないも

のと仮定する。

�　住民税の納税額の試算

以上の前提条件の仮定の下で、住民税を計算すると、次のとおりである（表６－２）。

表６－２　田中知事が「他の自治体に１５万円特定寄付をした場合」の住民税額の変化

－４８－

『住民税の納税問題とその課題』―長野県田中康夫知事の住民税納税問題を中心に―

【ケースＣ】【ケースＢ】【ケースＡ】（基準値）類　型（ケース別）
１２５５万円１２５５万円１２５５万円１２５５万円�　給与所得の金額
１８７．５万円１９２．５万円１９２．５万円１８７．５万円�　所得控除の合計額
１５０万円１５０万円１５０万円１５０万円①社会保険料控除
４．５万円４．５万円４．５万円４．５万円②生命保険料・損害保険料控除
０円０円０円０円③配偶者・配偶者特別・扶養控除

３３万円３３万円３３万円３３万円④基礎控除
０円０円０円０円⑤医療費控除
０円５円５万円０円⑥寄付金控除

１０６７．５万円１０６２．５万円１０６２．５万円１０６７．５万円�　課税される所得金額
８２．７万円８２．２万円８２．２万円８２．７万円�　課税される住民税額

　４．５　　　　　　　万円（１３．９）　　
３．１　　　　　　　万円（１２．３）　　

３．１　　　　　　　万円（１２．３）　　
３．１　　　　　　　万円（１２．４）　　�　税額控除の合計

０円０円０円０円①住宅借入金（取得）等特別控除等
３．１　　　　　　　万円（１２．４）　　

３．１　　　　　　　万円（１２．３）　　
３．１　　　　　　　万円（１２．３）　　

３．１　　　　　　　万円（１２．４）　　②定率減税額（課税される所得税額×２０％）

１．５万円０万円０円０円③寄付金の税額控除【寄付金－１０万円）×３０％】
７８．２万円７９．１万円７９．１万円７９．６万円住民税額

（注）（基準値）とは、寄付金をしない場合の通常のケースである。
【Ａ】：ケースＡは、現行の税法制度における「所得税の寄付金控除」制度に準拠したシミュレーション結果

である。ケースＡ・Ｂ・Ｃ共に寄付金額は１５万円である。定率減税額の最高は２５万円である。
【Ｂ】：ケースＢは、現行の税法制度の第１段階の税制改革として、政党等における税額制度と同様に、「所

得税の税額控除制度」が採用されたと仮定した場合のシミュレーション結果である。
【Ｃ】：ケースＣは、現行の税法制度の第２段階の税制改革として、「所得税および住民税における税額控除制

度」が採用されたと仮定した場合のシミュレーション結果である。
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①　年間の給与収入額１，５００万円は、「給与所得の速算表」によれば、「給与等の収入

金額の合計額」は、１，０００万円以上に該当する。次の式で算出する。〈１，５００万円×

９５％－１７０万円（控除額）〉である。したがって、所得金額は１，２５５万円である。

②　次に、「所得から差し引かれる金額」は、前述したように、「社会保険料控除」

「生命保険料控除」「損害保険料控除」「基礎控除」のみであると仮定する。所得

税の場合と若干控除額が異なる。それぞれ１５０万円、３万５千円、１万円、３３万

円である。

③　「所得から差し引かれる金額の合計額」は、〈１５０万円＋３万５千円＋１万円＋３３

万円〉である。したがって、「所得控除金額の合計額」は１，８７５，０００円である。

④　この結果、「課税される所得金額」は、〈所得金額－所得から差し引かれる金額

の合計額〉である。すなわち、〈１２，５５０，０００円－１，８７５，０００円〉である。したがっ

て、「課税される所得金額」は１０，６７５，０００円＝Ｃである。

⑤　この「課税される所得金額」１０，６７５，０００円は、《７，０００，０００円～》の範囲に該当

する。「市町村民税」は、次の算式、〈Ｃ×１０％－２４０，０００円（速算控除額）〉によ

る。したがって、「住民税額」は８２７，５００円である。

⑥　道府県民税に係る定率による税額控除の額は、｛（Ａ＋Ｂ）×１５％｝×Ａ÷（Ａ＋Ｂ）

市町村民税に係る定率による税額控除の額は、｛（Ａ＋Ｂ）×１５％｝－上記で得た額

なお、Ａは定率による税額控除前の道府県民税所得割額であり、Ｂは定率によ

る税額控除前の市町村民税所得割額である。

Ａは、〈Ｃ×３％－７０，０００円（速算控除額）〉である。〈１０，６７５，０００円×３％－

７０，０００円（速算控除額）〉で、Ａは２５０，２５０円である。

Ｂは、〈Ｃ×１０％－２４０，０００円（速算控除額）〉で、Ｂは８２７，５００円である。

計算上は、道府県民税に係る定率による税額控除の額は３７，５００円で、市町村民

税に係る定率による税額控除の額は１２４，１００円となる。

ただし前記の（Ａ＋Ｂ）が４０，０００万円を超える場合は、４０，０００円が上限額となる。

したがって、道府県民税に係る定率による税額控除の額は９，３００円で、市町村民税

に係る定率による税額控除の額は３０，７００円となる。

⑦　納める市町村民税所得割は、〈課税される市町村税額－定率減税額〉である。す

なわち、〈８２７，５００円－３０，７００円〉で、市町村民税所得割は７９６，８００円である。



Ⅷ　田中知事の意向を反映した小規模自治体に対する財政支援措置の検証

とその評価―現行税法により１５万円寄付金をした場合のケース―

前述した収入条件、また所得税や住民税の試算結果をもとに、田中知事の意向である

小規模自治体などに対する財政支援措置のあり方の一つとして、田中知事が採った行動

―当該自治体を支援するため、直接、住民票を異動することにより住民税相当分を納税

し、寄付・支援する―ではなく、現行税法制度上、認められている「寄付金」制度を利

活用した場合の税額の変化について、シミュレーションし、検証する。

周知のように、「公職にあるものを含む公職の候補者等が、関係する諸団体に対し寄附

をする」ことは、公職選挙法で厳しく禁止されている。

公職選挙法では、寄付行為の禁止として、次のような条文が明記されている。

第１９９条では「特定の寄附の禁止」、第１９９条の２では「公職の候補者等の寄附の禁止」、

第１９９条の３では「公職の候補者等の関係会社等の寄附の禁止」、第１９９条の４では「公職

の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の禁止」、第１９９条の５では「後援団体に関する

寄附等の禁止」、第２００条では「特定人に対する寄附の勧誘、要求等の禁止」が規定され

ている。

その違反に対する罰則規定については、次のような条文が明記されている。第２４８条

では「寄附の制限違反」、第２４９条では「寄附の勧誘、要求等の制限違反」、第２４９条の２

では「公職の候補者等の寄附の制限違反」、第２４９条の３では「公職の候補者等の関係会

社等の寄附の制限違反」、第２４９条の４では「公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄

附の制限違反」、第２４９条の５では「後援団体に関する寄附等の制限違反」が、それぞれ

明記されている（条文の文言についてはいずれも省略する）。

このように、長野県田中知事の場合には、公職選挙法の規定により、利害関係の生ず

る団体に対する寄付行為は、基本的に禁止されていることから、住民票を移動するとい

う非常手段をとったものと解される。その点に関しては、緊急避難的な意味で、現行法

制度に風穴を開けて、地方分権時代の推進と新たな自治体の政策支援措置を促進すると

いう理念については容認される点も全くないわけではないが、一般の市県民が同様の趣

旨の行動を起こすことは、現状では極めて困難であるといえる。このような理由から、

本稿では、田中知事の行動理念について、筆者が提唱している「寄付金控除制度」の拡

充の視点から、寄付金による所得税及び住民税の税額変化などについて検証するもので

ある。

－５０－

『住民税の納税問題とその課題』―長野県田中康夫知事の住民税納税問題を中心に―



－５１－

新潟産業大学人文学部紀要　第１６号　２００４．６

１　【ケースＡ】：現行法による「寄付金」税制の検証（現行税法において１５万円寄付金

をした場合の所得税の納税額）

実際に、田中知事は、泰阜村に住民票を異動する根拠として、借室の家賃として一ヶ

月１万円を支払っていることに加え、地区住民として「区費」（一般の町会費や町内会費

に相当するもの）を半年分払い、住民としての責務を果たそうとしているわけである。

換言すれば、「借室の家賃である一ヶ月１万円および区費の合計した額が、寄付金額に

相当する金額である」と考えるわけである。

したがって、田中知事の例では、寄付する寄付金額は、家賃と区費の合計額に相当す

る金額が寄付金額で、寄付金額は１５万円であると仮定して、所得税額および住民税額を

試算し検証する。試算結果は次のとおりである。

２　１５万円寄付をした場合の所得税額

�　試算の前提条件

ケースＡは、寄付金に伴う所得税の税額を試算する上で、前述に仮定した寄付金控

除は０円ではなく、《他の市町村（ここでは、長野市に居住して泰阜村に寄付をしたと

想定する）に対して、１５万円寄付金をした》と仮定して試算し検証する。その他の試算

の前提条件などは、前述の条件と同一の条件とする。

�　寄付金をした場合の所得税の納税額

以上の前提条件の仮定の下で、所得税を計算すると、次のとおりである（表６－１

参照）。

①　年間の給与収入額１，５００万円は、「給与所得の速算表」によれば、「給与等の収入

金額の合計額」は、１，０００万円以上に該当する。次の式で算出する。〈１，５００万円×

９５％－１７０万円（控除額）〉である。すなわち、所得金額は１，２５５万円となる。

②　次に、「所得から差し引かれる金額」は、前述したように、「社会保険料控除」

「生命保険料控除」「損害保険料控除」「基礎控除」については、それぞれ、１５０万

円、５万円、１万５千円、３８万円である。

③　これに、「寄付金控除」が加算される。寄付金控除額は〈寄付金額－１万円〉で、

〈１５万円－１万円〉である。すなわち、寄付金控除額は１４万円である。

④　「所得から差し引かれる金額の合計額」は、〈１５０万円＋５万円＋１万５千円＋３８

万円＋１４万円〉である。すなわち、「所得控除金額の合計額」は２，０８５，０００円である。

⑤　「課税される所得金額」は〈所得金額－所得から差し引かれる金額の合計額〉で、

〈１２，５５０，０００円－２，０８５，０００円〉である。すなわち、１０，４６５，０００円＝Ｃである。



⑥　この「課税される所得金額」に対する「所得税額」は、〈Ｃ×３０％－１，２３０，０００

円〉である。したがって、「課税される所得税額」は、１，９０９，５００円である。

⑦　「住宅借入金（取得）等特別控除」などについてはないものと仮定する。

⑧　「定率減税額」は〈課税される所得税額×２０％〉で、〈１，９０９，５００円×２０％〉であ

る。「定率減税額」は３８１，９００円となるが、定率減税額の最高額は２５万円である。

⑨　納める税金は、〈課税される所得税額－定率減税額〉である。すなわち、

〈１，９０９，５００円－２５０，０００円〉である。したがって、所得税は１，６５９，５００円である。

３　１５万円寄付金をした場合の住民税額

�　試算の前提条件

寄付金に伴う所得税の税額を試算する上で、前述に仮定した寄付金控除は０円では

なく、他の市町村に対して１５万円寄付金をしたと想定して試算し検証する。その他の

試算の前提条件などは、前述の条件と同一の条件とする（表６－２参照）。

�　寄付金をした場合における住民税の納税額

以上の前提条件の仮定の下で、所得税を計算すると、次のとおりである。

ここでは、同様に、「市町村民税」のうち「所得割」について試算する。

①　年間の給与収入額１，５００万円は、「給与所得の速算表」によれば、「給与等の収入

金額の合計額」は、１，０００万円以上に該当する。次の式で算出する。〈１，５００万円×

９５％－１７０万円（控除額）〉である。したがって、所得金額は１，２５５万円となる。

②　次に、「所得から差し引かれる金額」は、前述したように、「社会保険料控除」

「生命保険料控除」「損害保険料控除」「基礎控除」については、所得税の場合と、若

干控除額は異なるものもある。それぞれ、１５０万円、３万５千円、１万円、３３万円

である。

③　これに、「寄付金控除」が加算される。寄付金控除額は〈寄付金額－１０万円〉で、

〈１５万円－１０万円〉である。寄付金控除額は５万円である。

④　「所得から差し引かれる金額の合計額」は、〈１５０万円＋３万５千円＋１万円＋３３

万円＋５万円〉である。すなわち、「所得控除金額の合計額」は１，９２５，０００円となる。

⑤　「課税される所得金額」は、〈所得金額－所得から差し引かれる金額の合計額〉

で、〈１２，５５０，０００円－１，９２５，０００円〉である。したがって、「課税される所得金額」は

１０，６２５，０００円＝Ｃとなる。

⑥　この「課税される所得金額」に対する「住民税」は、次の算式による。

〈Ｃ×１０％－２４０，０００円〉である。したがって、「住民税額」は、８２２，５００円となる。

－５２－

『住民税の納税問題とその課題』―長野県田中康夫知事の住民税納税問題を中心に―
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⑦　道府県民税に係る定率による税額控除の額は、｛（Ａ＋Ｂ）×１５％｝×Ａ÷（Ａ＋Ｂ）

市町村民税に係る定率による税額控除の額は、｛（Ａ＋Ｂ）×１５％｝－上記で得た額

なお、Ａは定率による税額控除前の道府県民税所得割であり、Ｂは定率による

税額控除前の市町村民税所得割である。

Ａは、〈Ｃ×３％－７０，０００円（速算控除額）〉である。〈１０，６２５，０００円×３％－

７０，０００円（速算控除額）〉で、Ａは２４８，７５０円である。

Ｂは、〈Ｃ×１０％－２４０，０００円（速算控除額）〉で、Ｂは８２２，５００円である。

計算上は、道府県民税に係る定率による税額控除の額は３７，３００円で、市町村民

税に係る定率による税額控除の額は１２３，３００円となる。

ただし前記の（Ａ＋Ｂ）が４０，０００万円を超える場合には、４０，０００円が上限額と

なる。したがって、道府県民税に係る定率による税額控除の額は９，３００円で、市町

村民税に係る定率による税額控除の額は３０，７００円となる。

⑧　納める市町村民税所得割は、〈課税される市町村税額－定率減税額〉である。す

なわち、〈８２２，５００円－３０，７００円〉で、市町村民税所得割は７９１，８００円である。

４　寄付金をした場合の所得税および住民税の税額変化とその社会的評価

�　寄付金による所得税および住民税の変化

このように、寄付金をした場合には、「所得から差し引かれる金額」、すなわち、「所

得控除金額」は、寄付金をしない場合と比較して、「寄付金控除額」分だけ増加するの

で、その結果、所得税および住民税の納税額が減額されるわけである。

一般に、高額な医療費や療養費については、「医療費控除」制度として税金が一部還

付されることはよく知られている。

換言すれば、この医療費控除と同様に、「寄付金をすることにより税金の一部が還付

される」ということに他ならないのである。

どの程度減額するかについて比較すると、次のとおりである。

①　寄付金をしない場合の所得税は１，７０１，５００円、市町村民税所得割は７９６，８００円で

ある。したがって、所得税および市町村民税所得割の合計額である税負担は

２，４９８，３００円である。

②　１５万円寄付金をした場合の所得税は１，６５９，５００円、市町村民税所得割は７９１，８００

円である。したがって、所得税および市町村民税所得割の合計額である税負担は

２，４５１，３００円である。

③　１５万円寄付金をした場合の所得税は、寄付金をしない場合に比べ、〈１，７０１，５００



円－１，６５９，５００円〉、すなわち、４２，０００円減額されることになる。同様に１５万円寄

付金をした場合の市町村民税は、寄付金をしない場合に比べ、〈７９６，８００円－

７９１，８００円〉、すなわち、５，０００円減額されることになる。

④　したがって、１５万円寄付金をした場合の所得税および市町村民税所得割の合計

額である税負担は、寄付金をしない場合に比べ、〈２，４９８，３００円－２，４５１，３００円〉、

すなわち、４７，０００円減額されることになる。この試算結果にみるように、寄付金

をすることにより税負担が軽減されることになる。

⑤　仮に、他の市町村に対して行なう寄付金を税負担の変則な一種と考えるとすれ

ば、寄付金をしない場合の税負担は２，４９８，３００円であるのに対し、１５万円寄付金

をした場合の実質的な税負担は、〈１５０，０００円＋２，４５１，３００円〉、すなわち、

２，６０１，３００円となる。

したがって、１５万円寄付金をした場合には、所得税や住民税所得割の税金の還付

がなされることから、〈２，６０１，３００円－２，４９８，３００円〉、すなわち、１０３，０００円となる。

このように、１５万円寄付金をした場合には、所得税や住民税所得割の税の還付がな

されることから、実質的な寄付金負担額は１５０，０００円ではなく、１０３，０００円の負担とな

ることが確認される。

�　シミュレーション結果の検証とその評価

前述したように、寄付金による税負担軽減効果として、税金の一部が還付される。

このように、他の自治体に対し１５万円を寄付金することは、当該団体に対する税財

源支援の意味から、「寄付金による自治体政策支援のための第２市町村民税」（現行の

税法制度にはこのような概念、あるいは類似的な概念はない。筆者の私見である）と

呼ぶことができる（表７参照）。

《１５万円の寄付の社会的意義および社会貢献効果》は、次のように要約できる。

①　寄付金１５万円の税負担軽減効果は、税金の還付と同額の４７，０００円である。

②　寄付金１５万円の実質的な寄付金負担額は、〈寄付金額－税金の還付額〉である。

すなわち、〈１５０，０００円－４７，０００円〉で、１０３，０００円である。

③　寄付金１５万円の実質的な寄付金の負担割合は、〈実質的な寄付金額÷寄付金額〉

である。すなわち、〈１０３，０００円÷１５０，０００円〉で、６８．７％である。

④　寄付金１５万円の実質的な寄付金の軽減割合は、〈税金の還付額÷寄付金額〉であ

る。すなわち、〈４７，０００円÷１５０，０００円〉で、３１．３％である。

－５４－
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表７　知事が「他の自治体に１５万円特定寄付をした場合」の所得税および住民税の　　
税額変化の試算例

⑤　寄付金１５万円の実質的な税負担額は、〈寄付金額＋実質的な所得税額＋実質的

な市町村民税額〉である。すなわち、〈１５０，０００円＋１，６５９，５００円＋７９１，８００円〉で

ある。したがって、２，６０１，３００円である。

⑥　寄付金をすること、すなわち、「第２の市町村民税ともいえる寄付行為による自

治体政策支援」については、「寄付金による自治体政策支援寄与率」と呼ぶことに

する。この数値は、寄付する者が、積極的に寄付することにより自治体政策を支

援するという社会貢献に対する満足度を表す指標として重要な意味がある。

「寄付金による自治体政策支援寄与率」の算式は、〈実質的な税負担額÷基準値

（寄付金をしない場合の税負担額）〉で表す。すなわち、〈２，６０１，３００円÷

２，４９８，３００円〉で、１０４．１％である。

⑦　収入に対する寄付金の割合である寄付金率は、「社会貢献に参画する」満足度を

表す指標として重要な意味がある。収入に対する寄付金率を「寄付行為による社

会貢献寄与率」と呼ぶことにする。「寄付行為による社会貢献寄与率」の算式は、

〈寄付金額÷収入額〉で表す。すなわち、〈１５０，０００円÷１５，０００，０００円〉で、寄付

金の収入額に占める割合は１％である。

【Ｃ】１５万円【Ｂ】１５万円【Ａ】１５万円―（基準値）寄付金額

１６５．９万円１６５．９万円１６５．９万円１７０．１万円①所得税額

７８．２万円７９．１万円７９．１万円７９．６万円②住民税額

２４４．１万円２４５．１万円２４５．１万円２４９．８万円③税負担額（所得税＋住民税）

１５万円１５万円１５万円―④寄付金

５．７万円４．７万円４．７万円基準値⑤寄付金による税負担軽減効果（税金の還付）

９．３万円１０．３万円１０．３万円基準値⑥寄付金の実質的な寄付金負担額（④－⑤）

３８％３１．３％３１．３％基準値⑦寄付金による税負担軽減寄与率（⑤／④）

６２％６８．７％６８．７％基準値⑧寄付金の実質的な負担率（⑥／④）

２５９．１万円２６０．１万円２６０．１万円基準値⑨寄付金による実質的な税負担額（③＋④）

１０３．７％１０４．１％１０４．１％基準値⑩寄付金による自治体政策支援寄与率

１％１％１％―⑪寄付金による社会貢献寄与率（④／収入額）

（注１）（基準値）とは、寄付金をしない場合の通常のケースである。
【Ａ】：ケースＡは、現行の税法制度における「所得税の寄付金控除」制度に準拠した場合のシミュ

レーション結果である。
【Ｂ】：ケースＢは、現行の税法制度の第１段階の税制改革として、政党等における税額制度と同

様に、「所得税の税額控除制度」を採用したと仮定した場合のシミュレーション結果である。
【Ｃ】：ケースＣは、現行の税法制度の第２段階の税制改革として「所得税および住民税における

税額控除制度」を採用したと仮定した場合のシミュレーション結果である。
（注２）⑩「寄付行為による自治体政策支援寄与率」の算式は、〈実質的な税負担額÷基準値（寄付金をし

ない場合の税負担額）〉で表す。
⑪「寄付行為による社会貢献寄与率」の算式は、〈寄付金額÷収入額〉で表す。



５　住民票異動による住民税課税権の行方

このように、寄付金（ここでは１５万円の寄付金）をすることは、一方では必然的に追

加的な寄付金支出を伴うことになるわけであるが、他方では寄付者の意思決定が明確に

できるという極めて大きな効用・意義がある。寄付者の最大限の意思決定の尊重である。

田中知事の本意とも合致しているといえる。

確かに、田中知事が住民税相当分（先の前提条件によれば、住民税額は７９６，８００円と推

定される）を当該団体に納税するということと異なるのは当然のことである。

これらのシミュレーション結果を踏まえると、「寄付金をする」という、追加的な出費

を余儀なくされること、また住民税相当分が納税するわけではないことなどの理由から、

短絡的に、「住民票の異動による住民税の納税の方が実質的な負担が軽い」という結論が

導かれる可能性があるが、ことはそう簡単には運ばない。

その理由は、知事の採った行動である泰阜村への住民票の異動の適法性およびその住

民票異動に基づく住民税の課税権が泰阜村にあるかどうかそれ自体が、議論の焦点とさ

れているからにほかならないからである。仮に、行政訴訟において、「泰阜村には住民税

の課税権がない」と司法判断された場合における対応策としてどの程度考えられている

のか、ということを危惧するのである。

�　東京都における行政訴訟問題―外形標準課税としての銀行課税問題―

周知のとおり、基本的に、わが国では「裁判は三審制度」を採用しているので、最

終的な司法判断の結審は最高裁判所が行なうことになる。第一審の「地方裁判所の判

決」がそのまま適用されるわけではない。「地裁から高裁に」、さらには「最高裁に」

と、相当長期間にわたる行政訴訟となる可能性が高いと推察される。

東京都の外形標準課税としての銀行課税問題（当時、不況に伴い銀行などの事業税

収入の激減に苦慮していた東京都の究極の秘策であると称されていた。銀行課税の税

額決定の積算根拠は、事業税相当分の税額が想定された）にみられるように、一審の

地裁では、東京都の主張は一部認められたが、全面的に敗訴となった。控訴した第二

審の高裁では、地裁判決を踏まえ、新たな視点よりいくつかの論理展開がなされたが、

東京都の劣勢は挽回できず実質的に敗訴となることを想定し、高裁の審理途中に、当

初の外形標準課税の税率を大幅に引き下げた和解案を銀行側に提示し、和解が成立し

たことは周知のとおりである。

この和解案の提示については、東京都は全面的に敗訴した場合には外形標準課税分

として徴税した税額をすべて返還しければならないこと、また同時にその際には銀行

に対し法定利息分を追加支払わなければならないことにより著しい歳入欠陥に見舞わ

－５６－
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れる事態を回避するために採られた緊急避難的な苦肉の策であろうが、結果的には最

良の選択であったといえよう。

一方の銀行側においても、当時、公的資金導入後においても続いていた「貸し渋り

や貸し剥がし」などと称される中小企業などに対する企業向け金融業務に対する銀行

経営について、厳しい世論の批判を回避すること、また東京都の和解案は当初の外形

標準課税の税率が大幅に軽減化されたことにより税負担の実質的な軽減措置が採られ

たことなどを、銀行側は評価して和解案が容認され、銀行側は東京都との全面対決を

最終的に回避する対応策が選択されたわけである。

ちなみに、筆者は、東京都の銀行課税について、当時マスコミ各社から地裁判決の

直前コメントを求められたが、「東京都の敗訴が濃厚である」とコメントをしたことを

鮮明に覚えている。

�　田中知事の住民票異動に伴う住民税問題の行方

田中知事の住民票異動に伴う住民税問題は、東京都の外形標準課税のケースの場合

とは明らかに異なる。

住民基本台帳法第３３条第１項には、「市町村長は、住民の住所の認定について他の市

町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事に対し、その

決定を求める旨を申し出なければならない」とある。知事は、住民税の課税権は長野

市か、または泰阜村のどちらかに決定することになる。また同法第３３条第４項には、

「関係市町村長は、第２項の決定に不服があるときは、前項の通知を受けた日から３０

日以内に裁判所に出訴することができる」という条項がある。知事決定に不服の場合

には、行政訴訟を起こすことになる。

行政訴訟となった場合には、「住民として生活の本拠としての住所はどこにあるか

の認定」が争点となる。住民の住所については、住民基本台帳法第４条には、「住民の

住所に関する法令の規定は、地方自治法第１０条第１項に規定する住所と異なる意義の

住所を定めるものと解釈してはならない」とある。この地方自治法第１０条第１項とは、

「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住

民とする」という条項である。仮に、別荘など複数の住宅を所有しそれら複数の住居

間を、一週間以内で頻繁に往来また移動している場合でも、住民としての住所は一箇

所しか認められない。

また第２項には、「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団

体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う」と、

住民の権利義務について規定している。住民の義務については、当然のことながら、



「住民税の納税」が含まれることはいうまでもない。

この住民の認定については、住民基本台帳法に基づき住民票に記載された住所地の

自治体であるとされ、住民票の現認による生活の本拠地であると解されることを根拠

に、住民票のある市町村が住民税の課税権を有することになる。

したがって、住民票に基づき課税される住民税は、現行法上では、長野市と泰阜村

との両自治体の間で、生活状況に応じて住民税が按分されるというような判決、ある

いは和解案などがだされることは到底ありえないといえる。行政訴訟となった場合の

地方裁判所の判決は、住民税の課税権は泰阜村にあるか、あるいは長野市にあるか、

いずれかの団体にあると裁定されることになる。東京都の銀行課税問題に係る行政訴

訟のように、田中知事の日常生活実態を踏まえ両団体で住民税相当額を相互に按分し

て課税する、という判決がでることなどは全く考えられない。課税権は、どちらか一

方の団体にあると、断定されよう。いずれにしても、この地方裁判所の判決に不服な

らば、当然のことながら高裁に控訴されることになる。

この裁定にも不服ならば、さらに最高裁に控訴することになる。１年を超える相当

長期にわたる裁判が予想される。

仮に、泰阜村は、住民票の存在認定に基づき住民税の課税権を行使し、歳入の一部とし

て田中知事の住民税相当分を直ちに、本年度の税財源収入に充当した予算編成を根拠に

費消したならば、本年度末に歳入欠陥となる事態（裁判の長期化により、田中知事の住

民税相当分の執行差し止めなどによる事態が想定される）など、由々しき問題が生ずる懸

念が極めて大きいことを危惧するものである。仮に、訴訟が最高裁にまでもつれ込み、そ

の挙句に泰阜村が敗訴となった場合には、極めて厳しい事態となる。遅延・延滞相当利

子分の金額を含めた住民税分の金額を相手先の長野市に支払う必要が生ずることになる。

したがって、一般の市県民が、田中知事の主張する小規模な自治体の政策支援のた

めに住民税相当額を支援・寄付行為をする理念に賛意・賛同を示した場合においても、

その具体的な行動としては、行政訴訟が起こされるなど余計な煩雑な問題が生ずるよ

うな事態を承知の上で、田中知事が採った行動と同様に、敢えて住民票を異動する行

動を採るとは考えにくいといえる。

前述したように、長野県田中知事の場合には、公職選挙法の規定により、利害関係

の生ずる団体に対する寄付行為は基本的に禁止されていることから、住民票を移動す

るという非常手段をとったものと解されるが、緊急避難的な意味で現行法制度に風穴

を開けて、地方分権時代の推進と新たな自治体の政策支援措置を促進するという理念

については容認される点もあろうが、直ちに一般の市県民が田中知事の理念に賛同し

－５８－

『住民税の納税問題とその課題』―長野県田中康夫知事の住民税納税問題を中心に―
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同様の趣旨の行動を起こすことは、現状では極めて困難であるといえよう。

また安易に、住民票の異動を推奨するようなことについては、田中知事も指摘する

ように、現行の住民基本台帳に基づく制度をさらに形骸化する方向に向かうことが懸

念される。また住民票の現住所は、海外渡航時のパスポート発給や身分証明書の発行

など各種証明書類の発行地の根拠として極めて重要な役割を果たしていることから、

住民票異動の濫用に伴う法秩序の混乱を助長する懸念があることに加えて、住民票の

異動の濫用などが犯罪などに悪用される危険性も少なからずあることなど、社会に与

える影響は甚大である。

したがって、このような憂慮される事態などを鑑みると、筆者が提唱する「第２の

市町村民税といえる寄付行為による自治体政策支援政策」の方が、現行法制度上にお

いても合法的であると同時に、自治体においては、自ら実施する施策・政策に知恵を

絞るという自治体の政策間競争に伴う新たな税財源の導入獲得に努めるように自治体

職員の意識改革効果をもたらすことが期待できる。加えて、一般の県市民に対して寄

付金制度の普及を図ることにより、自治体政策の支援が可能となることを認識促進さ

せる効果が期待されると同時に、税財政改革に対する一般の県市民の関心を高める効

果をもたらすというように、その波及効果は絶大なものがあるといえる。

田中知事の採った緊急避難的行動は、地方分権時代において、自主・独立的な気概

をもつ自治体の政策を支援する方法について、問題提起と波紋を投げかけたという観

点から、一般市県民の自治体政策に対する関心を高める契機として大きな役割を果た

しているという点において、極めて意義部会ものがあると評価されてよい。

このような観点を踏まえ、本稿では、寄付金の行為がもたらす影響について、基本的

に現行の税法制度に基づき種々の観点よりシミュレーション分析し、検証したものである。

さらに、この寄付金税制に関して税制構造改革がなされたと仮定した場合の議論に

ついては、次のような観点よりシミュレーションを行ない、その結果を分析検証する。

Ⅸ　「寄付金制度」改革がなされた場合における試算検証とその評価

　―寄付金の「所得控除から税額控除」へ税制改革された場合のケース―

前章において種々の観点から検証した内容は、基本的に現行の寄付金制度、すなわち、

所得控除制度を利活用した際の寄付金額に応じた所得税および住民税の試算・検証である。

ここでは、現行の自治体に対する特定寄付金に対する所得控除制度を、現行の所得税

法上認められている「政党等に対する寄付金特別控除」、すなわち「税額控除」が認めら



れ適用された場合など、「税額控除制度の選択適用が可能である」と税制構造改革が実施

された、と仮定した場合において、前述した「寄付金額と所得税および市町村民税はど

のように変化するか」について、シミュレーションを行ない分析検証する。

１　「寄付金税制改革」の実施に伴う検証―自治体に対する特定寄付金が「所得控除か

ら税額控除制度」に税制改革が採用された場合の検証―

ここでは、税制度の変更・改正等税制構造改革がなされた、と仮定し試算し検証する。

大胆な税制構造改革などを提唱することについては、社会変革において極めて重要な

ことではあるが、その改革案が実行される可能性が極めて低いと考えられるような場合

においては、まさに絵に描いた餅と同様に、実際には大きな役割効果は果たさないとい

えよう。

すなわち、実行される可能性が低いと考えられるうな改革案を前提条件として、極端

に異なる仮説の税制度の変更・改正案に基づき、その変更・改正後の税額等の変化の状

況について試算し検証し、従前の税制度と比べ従前の税制度における税額と仮説の変

更・改正案後における所得税および市町村民税の税額の変化などについて試算し検証し

たとしても、税制度の変更・改正の実現性が極めて困難であると考えられるような変

更・改正案等を仮定条件として比較するならば、それはあまり意味がないわけである。

少なくも、実現可能性のある代替案による検証が重要である点については論を待たない。

このような諸点を踏まえ、本稿では、個人が自治体に対し特定寄付を行った際の寄付

金についても、租税特別措置法における政党等に対する寄付金と同様に、「特定寄付金と

して所得控除に代えて、税額控除を選択することができる」という特別措置法の条件を、

「税制等の変更条件」として適用することにしたわけである。

すなわち、個人が自治体に対して行った特定寄付金について、租税特別措置法で認め

られている、政治活動に関する寄付金と同様に、「所得控除から税額控除を選択する」と

いう条件と同一の前提条件として、所得税および市町村民税の税額の変化について、試

算し検証するのである。これは、田中知事が提唱する「住民税を応援支援したい自治体

に寄付をしたい」という行動による住民票の異動による住民税の納税支援措置とは一見

すると異なる観点である（筆者の個人的見解として、田中知事の真意については高く評

価するが、住民票異動は脱法的要素が色濃いなどの点から、一般の県市民が同様の行為

を行なうことは少ないと考えている）といえようが、同様の効果をもたらすと考えられ

る対応措置を採ることにより、その合目的性、適法性、妥当性について検証するもので

ある。

－６０－

『住民税の納税問題とその課題』―長野県田中康夫知事の住民税納税問題を中心に―
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このように、現行法制度を尊重すると同時に、現行法制度上認められている税制制度

を拡大適用することにより、田中知事の意図するような小さな自治体でがんばっている

自治体に対する政策支援のあり方およびその可能性について検証するものである。

実際に実現の可能性の高い税制構造改革の変更案を前提に試算し、検証することについ

ては極めて大きな意義がある。次のように、税制度等の諸条件が変更されたと仮定する。

�　第１段階の税制改革―所得税計算上「寄付金の所得控除を税額控除」へ制度変更―

現行の税法等制度である、租税特別措置法第４１条１７には、政治活動等を行なう団体

に対して政治活動等に関する寄付金をした場合、「個人が政党等に対し、寄付を行った

際には、特定寄付金として所得控除に代えて、税額控除を選択することができる」と

ある。

この特租税別措置については、平成７年１月１日から平成１１年１２月３１日までの各年

において支出した政治活動に関する寄付金で、一定のものについては、税額控除が認

められている。この制度は現在も継承されている。税額控除の計算は、次式のとおり

である。

【（その年中に支出した政治活動に関する関する寄付金の額の合計額－１万円）×３０％】

なお、「その年中に支出した政治活動に関する関する寄付金の額の合計額」について

は、その年分の所得金額の合計額の２５％に相当する金額が限度とされている。

第１段階の税制改革として、政党等に対する寄付金控除制度と同様に、「税額控除」

制度が適用された場合について、試算し検証する。

�　第２段階の税制改革―市町村民税計算上「寄付金の所得控除を税額控除」制度変更

現行法制度では、租税特別措置法において認められている政党等に対する寄付金控

除として、「特定寄付金として所得控除に代えて、税額控除を選択することができる」

ことについては認められていない。したがって、第１段階においては、市町村民税は、

従前どおり「税制等の変更はないという前提条件」について、試算し検証する。

次いで、第２段階として、市町村民税についても、所得税と同様に、「特定寄付金と

して所得控除に代えて、税額控除を選択することができる」という租税特別措置法の

条件を、「税制の変更前提条件」として適用する。

�　税制度条件の変更・改正案に伴う寄付金の検証

現行の寄付金制度が変更・改正されたと仮定した場合に、個人が自治体に対し特定

寄付した場合の所得税および市町村民税の税額がどのように変化するかについて検証

する。



２　【ケースＢ】：第１段階の「寄付金税制改革」の検証（所得税は税額控除、住民税は

現行の所得控除が適用されたケース）

ケースＢは、第１段階の税制改革として、「所得税には税額控除」の適用が、また「住

民税には現行の所得控除」が適用されたケースとしてシミュレーションする。前章で検

証したケースと同様に、同一の前提条件のもとに、１５万円の寄付について、「税額控除」

が適用された場合の所得税および住民税の税額変化を試算し検証する。

�　１５万円寄付をした場合の所得税の試算結果

前提条件については、《寄付金が１５万円で、税額控除される》ということ以外の他の

条件については、前述した条件と全て同一条件の下で試算する（６－１参照）。

①　年間の給与収入額１，５００万円は、「給与所得の速算表」によれば、「給与等の収入

金額の合計額」は、〈１，５００万円×９５％－１７０万円（控除額）〉である。したがって、所

得金額は１，２５５万円となる。

②　次に、「所得から差し引かれる金額」は、前述したように、「社会保険料控除」

「生命保険料控除」「損害保険料控除」「基礎控除」については、それぞれ、１５０万

円、５万円、１万５千円、３８万円である。

③　「寄付金控除」については、「所得控除ではなく、税額控除を選択する」ので、

寄付金控除額は０万円である。

④　したがって、「所得から差し引かれる金額の合計額」は、〈１５０万円＋５万円＋１

万５千円＋３８万円〉である。「所得控除金額の合計額」は１，９４５，０００円である。

⑤　「課税される所得金額」は、〈所得金額－所得から差し引かれる金額の合計額〉で、

〈１２，５５０，０００円－１，９４５，０００円〉である。したがって、１０，６０５，０００円＝Ｃである。

⑥　この「課税される所得金額」に対する「所得税額」は、〈Ｃ×３０％－１，２３０，０００

円〉である。したがって、「課税される所得税額」は、１，９５１，５００円である。

⑦　「住宅借入金（取得）等特別控除」はないものと仮定する。

⑧　「定率減税額」は〈課税される所得税額×２０％〉で、〈１，９５１，５００円×２０％〉であ

る。「定率減税額」は３９０，３００円となるが、定率減税額の最高額は２５万円である。

⑨　「寄付金の税額控除」は、次式、【（寄付金額－１万円）×３０％】による。すなわ

ち、【（１５万円－１万円）×３０％】である。したがって、４２，０００円である。

⑩　したがって、納める税金は、〈課税される所得税－（定率減税額＋寄付金の税額

控除）〉である。すなわち、〈１，９５１，５００円－２９２，０００円〉である。したがって、所

得税は１，６５９，５００円である。

－６２－

『住民税の納税問題とその課題』―長野県田中康夫知事の住民税納税問題を中心に―
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�　住民税の試算結果

同様に、「市町村民税」のうち「所得割」について試算する（表６－２参照）。

前提条件については、《寄付金が１５万円で、所得控除される》ということ以外の他の

条件については、前述した条件と全て同一条件の下で試算する。

①　年間の給与収入額１，５００万円は、「給与所得の速算表」によれば、「給与等の収入

金額の合計額」は、〈１，５００万円×９５％－１７０万円（控除額）〉である。したがって、所

得金額は１，２５５万円となる。

②　次に、「所得から差し引かれる金額」は、前述したように、「社会保険料控除」「生

命保険料控除」「損害保険料控除」「基礎控除」については、所得税の場合と若干控

除額は異なるものもある。それぞれ、１５０万円、３万５千円、１万円、３３万円である。

③　これに、「寄付金控除」が加算される。寄付金控除額は、〈寄付金額－１０万円〉

である。すなわち、〈１５万円－１０万円〉である。寄付金控除額は５万円である。

④　「所得から差し引かれる金額の合計額」は、〈１５０万円＋３万５千円＋１万円＋３３

万円＋５万円〉である。すなわち、「所得控除金額の合計額」は１，９２５，０００円となる。

⑤　「課税される所得金額」は、〈所得金額－所得から差し引かれる金額の合計額〉

で、〈１２，５５０，０００円－１，９２５，０００円〉である。したがって、「課税される所得金額」は

１０，６２５，０００円＝Ｃとなる。

⑥　この「課税される所得金額」に対する「住民税」は、次の算式による。

〈Ｃ×１０％－２４０，０００円〉である。したがって、「住民税額」は、８２２，５００円となる。

⑦　道府県民税に係る定率による税額控除の額は、｛（Ａ＋Ｂ）×１５％｝×Ａ÷（Ａ＋Ｂ）

市町村民税に係る定率による税額控除の額は、｛（Ａ＋Ｂ）×１５％｝－上記で得た額

なお、Ａは定率による税額控除前の道府県民税所得割額であり、Ｂは定率によ

る税額控除前の市町村民税所得割額である。

Ａは、〈Ｃ×３％－７０，０００円（速算控除額）〉である。〈１０，６２５，０００円×３％－

７０，０００円（速算控除額）〉で、Ａは２４８，７５０円である。

Ｂは、〈Ｃ×１０％－２４０，０００円（速算控除額）〉で、Ｂは８２２，５００円である。

計算上は、道府県民税に係る定率による税額控除の額は３７，３００円で、市町村民

税に係る定率による税額控除の額は１２３，３００円である。

ただし前記の（Ａ＋Ｂ）が４０，０００万円を超える場合には、４０，０００円が上限額と

なる。したがって、道府県民税に係る定率による税額控除の額は９，３００円で、市町

村民税に係る定率による税額控除の額は３０，７００円となる。

⑧　納める市町村民税は、〈課税される市町村税所得割－定率減税額〉である。すな



わち、〈８２２，５００円－３０，７００円〉である。したがって、市町村民税所得割は７９１，８００

円である。

�　シミュレーション結果の検証とその評価

ケースＢは、第１段階の税制改革として、「所得税には税額控除」の適用が、また

「住民税には現行の所得控除」が適用されたケースとしてシミュレーションしたもの

である。次のように要約できる（表７参照）。

①　寄付金をしない場合の所得税は１，７０１，５００円、市町村民税所得割は７９６，８００円で

ある。したがって、所得税および市町村民税所得割の合計額である税負担は

２，４９８，３００円である。

②　１５万円寄付金をした場合の所得税は１，６５９，５００円、市町村民税所得割は７９１，８００

円である。したがって、所得税および市町村民税所得割の合計額である税負担は

２，４５１，３００円である。

③　したがって、１５万円寄付金をした場合の所得税および市町村民税所得割の合計

額である税負担は、寄付金をしない場合に比べて、〈２，４９８，３００円－２，４５１，３００円〉、

すなわち、４７，０００円減額される。

④　寄付金１５万円の税負担軽減効果は、税金の還付金と同額の４７，０００円である。

⑤　寄付金１５万円の実質的な寄付金負担額は、〈寄付金額－税金の還付額〉である。

すなわち、〈１５０，０００円－４７，０００円〉で、１０３，０００円である。

⑥　寄付金１５万円の実質的な寄付金の負担割合は、〈実質的な寄付金額÷寄付金額〉

である。すなわち、〈１０３，０００円÷１５０，０００円〉で、６８．７％である。

⑦　寄付金１５万円の実質的な寄付金の軽減割合は、〈税金の還付額÷寄付金額〉であ

る。すなわち、〈４７，０００円÷１５０，０００円〉で、３１．３％である。

⑧　寄付金１５万円の実質的な税負担額は、〈寄付金額＋実質的な所得税額＋実質的

な市町村民税額〉である。すなわち、〈１５０，０００円＋１，６５９，５００円＋７９１，８００円〉で

ある。したがって、２，６０１，３００円である。

⑨　寄付金をすること、すなわち、「第２の市町村民税ともいえる寄付行為による自

治体政策支援」については、「寄付金による自治体政策支援寄与率」と呼ぶことに

する。この数値は、寄付する者が、積極的に寄付することにより自治体政策を支

援するという社会貢献に対する満足度を表す指標として重要な意味がある。

「寄付金による自治体政策支援寄与率」の算式は、〈実質的な税負担額÷基準値（寄

付金をしない場合の税負担額）〉で表す。すなわち、〈２，６０１，３００円÷２，４９８，３００円〉

で、１０４．１％である。

－６４－
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⑩　収入に対する寄付金の割合である寄付金比率は、「社会貢献に参画する」満足度を

表す指標として重要な意味がある。収入に対する寄付金比率は「寄付行為による社

会貢献寄与率」と呼ぶことにする。「寄付行為による社会貢献寄与率」の算式は〈寄

付金額÷収入額〉で表す。すなわち、〈１５０，０００円÷１５，０００，０００円〉で、１％である。

３　【ケースＣ】：第２段階の「寄付金税制改革」の検証（所得税は税額控除、住民税に

も税額控除が適用されたケース）

ケースＣは、第２段階の税制改革として、「所得税には税額控除」の適用が、また「住

民税にも税額控除」が適用されたケースとしてシミュレーションする。前章で検証した

ケースと同様に、同一の前提条件のもとに、１５万円の寄付について、「税額控除」が適用

された場合の所得税および住民税の税額変化を試算し検証する（表６－１参照）。

�　１５万円寄付をした場合の所得税の試算結果

前提条件については、《寄付金が１５万円で、税額控除される》ということ以外の他の

条件については、前述した条件と全て同一条件の下で試算する。

①　年間の給与収入額１，５００万円は、「給与等の収入金額の合計額」は、「給与所得の

速算表」により、〈１，５００万円×９５％－１７０万円（控除額）〉である。したがって、

所得金額は１，２５５万円となる。

②　次に、「所得から差し引かれる金額」は、前述したように、「社会保険料控除」

「生命保険料控除」「損害保険料控除」「基礎控除」については、それぞれ、１５０万

円、５万円、１万５千円、３８万円である。

③　「寄付金控除」については、「所得控除ではなく、税額控除を選択する」ので、

寄付金控除額は０万円である。

④　したがって、「所得から差し引かれる金額の合計額」は、〈１５０万円＋５万円＋１

万５千円＋３８万円〉である。「所得控除金額の合計額」は１，９４５，０００円である。

⑤　この結果、「課税される所得金額」は、〈所得金額－所得から差し引かれる金額

の合計額〉である。すなわち、〈１２，５５０，０００円－１，９４５，０００円〉である。したがって、

１０，６０５，０００円＝Ｃである。

⑥　この「課税される所得金額」に対する「所得税額」は、〈Ｃ×３０％－１，２３０，０００

円〉である。したがって、「課税される所得税額」は、１，９５１，５００円である。

⑦　「住宅借入金（取得）等特別控除」はないものと仮定する。

⑧　「定率減税額」は〈課税される所得税額×２０％〉で、〈１，９５１，５００円×２０％〉であ

る。「定率減税額」は３９０，３００円となるが、定率減税額の最高額は２５万円である。



⑨　「寄付金の税額控除」は、次式、【（寄付金額－１万円）×３０％】による。すなわ

ち、【（１５万円－１万円）×３０％】である。したがって、４２，０００円である。

⑩　したがって、納める税金は、〈課税される所得税額－（定率減税額＋寄付金の税

額控除）〉である。すなわち、〈１，９５１，５００円－２９２，０００円〉である。したがって、

所得税は１，６５９，５００円である。

�　住民税の試算結果

同様に、「市町村民税」のうち「所得割」について試算する（表６－２参照）。

前提条件については、《寄付金が１５万円で、税額控除される》ということ以外の他の

条件については、前述した条件と全て同一条件の下で試算する。

①　年間の給与収入額１，５００万円は、「給与等の収入金額の合計額」は、「給与所得の

速算表」によれば、〈１，５００万円×９５％－１７０万円（控除額）〉である。したがって、所

得金額は１，２５５万円となる。

②　次に、「所得から差し引かれる金額」は、前述したように、「社会保険料控除」

「生命保険料控除」「損害保険料控除」「基礎控除」については、所得税の場合と

若干控除額は異なるものもある。それぞれ、１５０万円、３万５千円、１万円、３３万

円である。

③　「寄付金控除」については、「所得控除ではなく、税額控除を選択する」ので、

寄付金控除額は０万円である。

④　したがって、「所得から差し引かれる金額の合計額」は、〈１５０万円＋３万５千円

＋１万円＋３３万円〉である。「所得控除金額の合計額」は１，８７５，０００円となる。

⑤　この結果、「課税される所得金額」は、〈所得金額－所得から差し引かれる金額

の合計額〉である。すなわち、〈１２，５５０，０００円－１，８７５，０００円〉である。したがっ

て、「課税される所得金額」は１０，６７５，０００円＝Ｃとなる。

⑥　この「課税される所得金額」に対する「住民税」は、次の算式による。

〈Ｃ×１０％－２４０，０００円〉である。したがって、「住民税額」は、８２７，５００円となる。

⑦　道府県民税に係る定率による税額控除の額は、｛（Ａ＋Ｂ）×１５％｝×Ａ÷（Ａ＋Ｂ）

市町村民税に係る定率による税額控除の額は、｛（Ａ＋Ｂ）×１５％｝－上記で得た額

なお、Ａは定率による税額控除前の道府県民税所得割であり、Ｂは定率による

税額控除前の市町村民税所得割である。

Ａは、〈Ｃ×３％－７０，０００円（速算控除額）〉である。〈１０，６７５，０００円×３％－

７０，０００円（速算控除額）〉で、Ａは２５０，２５０円である。

Ｂは、〈Ｃ×１０％－２４０，０００円（速算控除額）〉で、Ｂは８２７，５００円である。
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計算上は、道府県民税に係る定率による税額控除の額は３７，５００円で、市町村民

税に係る定率による税額控除の額は１２４，１００円である。

ただし前記の（Ａ＋Ｂ）が４０，０００万円を超える場合には、４０，０００円が上限額と

なる。したがって、道府県民税に係る定率による税額控除の額は９，３００円で、市町

村民税に係る定率による税額控除の額は３０，７００円となる。

⑧　「寄付金の税額控除」は、次式、【（寄付金額－１０万円）×３０％】による。すなわ

ち、【（１５万円－１０万円）×３０％】で、１５，０００円である。

⑨　したがって、納める市町村民税は、〈課税される市町村税額所得割－（定率減税

額＋寄付金の税額控除）〉である。すなわち、〈８２７，５００円－（３０，７００円＋１５，０００

円）〉である。したがって、市町村民税所得割は７８１，８００円である。

�　シミュレーション結果の検証とその評価

ケースＣは、第２段階の税制改革として、「所得税には税額控除」の適用が、また

「住民税にも税額控除」が適用されたケースとしてシミュレーションしたものである。

次のように要約できる（表７参照）。

①　寄付金をしない場合の所得税は１，７０１，５００円、市町村民税所得割は７９６，８００円で

ある。したがって、所得税および市町村民税所得割の合計額である税負担は

２，４９８，３００円である。

②　１５万円寄付金をした場合の所得税は１，６５９，５００円、市町村民税所得割は７８１，８００

円である。したがって、所得税および市町村民税所得割の合計額である税負担は

２，４４１，３００円である。

③　したがって、１５万円寄付金をした場合の所得税および市町村民税所得割の合計

額である税負担は、寄付金をしない場合に比べて、〈２，４９８，３００円－２，４４１，３００円〉、

すなわち、５７，０００円減額される。

④　寄付金１５万円の税負担軽減効果は、税金の還付と同額の５７，０００円である。

⑤　寄付金１５万円の実質的な寄付金負担額は、〈寄付金額－税金の還付額〉である。

すなわち、〈１５０，０００円－５７，０００円〉で、９３，０００円である。

⑥　寄付金１５万円の実質的な寄付金の負担割合は、〈実質的な寄付金額÷寄付金額〉

である。すなわち、〈９３，０００円÷１５０，０００円〉で、６２％である。

⑦　寄付金１５万円の実質的な寄付金の軽減割合は、〈税金の還付額÷寄付金額〉であ

る。すなわち、〈５７，０００円÷１５０，０００円〉で、３８％である。

⑧　寄付金１５万円の実質的な税負担額は、〈寄付金額＋実質的な所得税額＋実質的

な市町村民税額〉である。すなわち、〈１５０，０００円＋１，６５９，５００円＋７８１，８００円〉で



ある。したがって、２，５９１，３００円である。

⑨　寄付金をすること、すなわち、「第２の市町村民税ともいえる寄付行為による自

治体政策支援」については、「寄付金による自治体政策支援寄与率」と呼ぶことに

する。この数値は、寄付する者が、積極的に寄付することにより自治体政策を支

援するという社会貢献に対する満足度を表す指標として重要な意味がある。

「寄付金による自治体政策支援寄与率」の算式は、〈実質的な税負担額÷基準値

（寄付金をしない場合の税負担額）〉で表す。すなわち、〈２，５９１，３００円÷

２，４９８，３００円〉で、１０３．７％である。

⑩　収入に対する寄付金の割合である寄付金率は、「社会貢献に参画する」満足度を

表す指標として重要な意味がある。収入に対する寄付金率を「寄付行為による社会

貢献寄与率」と呼ぶことにする。「寄付行為による社会貢献寄与率」の算式は、〈寄

付金額÷収入額〉で表す。すなわち、〈１５０，０００円÷１５，０００，０００円〉で、１％である。

４　シミュレーション結果の分析とその評価

これらの４つのケースにおけるシミュレーション結果およびその分析については、次

の表６－１、表６－２および表７にとりまとめているので参照されたい。

これらのシミュレーション結果をみると、いくつかの様相が明らかになる。要約する

と、次のような諸点である。

①　この検証例は、泰阜村に賃貸借の家賃相当額分として、《田中知事が泰阜村に１５万

円寄付をする》と仮定したシミュレーションである。

したがって、実際に田中知事が泰阜村に居住するならば、泰阜村財政にとっては、

寄付金額１５万円を寄付されるよりは、住民税額（７９６，８００円）の徴税の方が税財源的

には格段にメリットは大きく歳入における貢献度は高い、と一般に判断されよう。

②　問題は、田中知事の生活の本拠地は依然として長野市にあることには変わりはない

ことである。この点が、長野市が田中知事の住民税の課税権を主張する根拠である。

仮に行政訴訟となった場合には、住民税額の徴収およびその歳入の執行は停止状

態となる。また仮に裁判に敗訴となった場合は、住民税額は徴収できない。加えて、

延滞利息分の損害賠償を請求される事態も想定される。

したがって、泰阜村は田中知事の住民税は徴税できなため歳入欠陥が生ずるなど、

財政運営上厳しい事態に直面する懸念がある。

③　ケースＡ、ケースＢ、ケースＣのいずれの場合も、寄付金額は１５万円とする、シ

ミュレーション結果である。
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このシミュレーション結果をみると、敢えて問題が多い住民票の異動をしなくとも、

寄付金税制の改革による拡充、充実化を推進することにより、田中知事が採った行動

と同様の効果である自治体政策の支援・応援は可能であることが立証されたといえる。

田中知事の場合には、前述したように、公職選挙法に抵触することから、関係諸

団体などに対しては寄付することはできないため、今回のような非常手段、意表を

衝くような行動が採られたと解することができる。

しかしながら、一般の市県民が、田中知事が採った行動と同様に住民票を異動し

て自治体政策を支援することは、住民基本台帳法の制度の形骸化をもたらすこと、

また住民票の異動が濫用されることに伴い、社会秩序の崩壊などを誘引し犯罪など

に悪用される懸念があることなど、実生活における生活の本拠の認定などの観点か

ら多々問題があることなどを考慮すれば、一般市県民に田中知事と同様の行動を督

励・奨励することは到底容認されることではない。

したがって、田中知事の場合には、公職選挙法に定められた「寄付行為の禁止」

規定の関係から、小規模自治体の政策支援方法としては、このような緊急避難的な

方法しか採りえなかったことについては一定の理解ができるが、一般の市県民の採

るべき行動として適切であるとはいい難い。その意味でも、寄付金控除制度の拡充、

充実化を目指すべきである。

④　このシミュレーション結果らも明らかなように、寄付金額は同じ場合であっても、

税制改革がなされた場合には、寄付金額の効用係数（寄付金による税金の還付を表

す指数と考える）は、高くなることが検証されたわけである。

このように寄付金額が同じ場合でも、第１段階の税制改革よりは、第２段階の税

制改革、すなわち「所得税算定における寄付金の税額控除制度の適用および住民税

における寄付金の税額控除制度の適用」が実施された場合の方が、より寄付金額の

効用係数は高まり、寄付者における節税効果は極めて高くなることが検証された。

現行税法の税制構造改革は、決して不可能ではない。熱意と努力により十分に可

能であると筆者は考えている。

⑤　したがって、自治体の都市・地域政策に対する一般の市県民の関心を高めるとと

もに、自治体の新たな税財源確保のための工夫、知恵比べとして政策競争を促進す

るためのインセンティブ（政策誘導措置）として、また地方分権時代における一般

の市県民の社会参画の促進をすすめ市民意識を醸成する手段として、あるいは社会

変革の起爆剤としての側面を重要視する観点より、「寄付金制度の拡充」が愁眉の課

題である、と筆者は考えるのである。



Ⅹ　寄付金（３０万円寄付、５０万円寄付、８０万円寄付、１００万円寄付）をした

場合における所得税および住民税の税額変化の検証とその評価

さらに、寄付金が３０万円、５０万円、８０万円（住民税にほぼ相当する額）、１００万円に増

額変化した場合における所得税および住民税の税額変化の比較について、同様にシミュ

レーションし検証する。

１　３０万円寄付した場合の試算・検証

�　【ケースＡ】：現行法による「寄付金」税制の検証（現行税法において３０万円寄付

金をした場合の所得税および市町村民税の納税額）

①　所得税の試算結果

前提条件については、現行税制のもとで、《寄付金が３０万円である》こと以外の他

の条件については、前述した条件と全て同一条件の下で試算する（表８－１参照）。

②　住民税の試算結果

同様に、「市町村民税」のうち「所得割」について試算する（表８－２参照）。

�　【ケースＢ】：第１段階の「寄付金税制改革」の検証（所得税は税額控除、住民税

は現行の所得控除が適用されたケース）

①　所得税の試算結果

前提条件については、第１段階の「寄付金税制改革」として、「所得税は税額控

除、住民税は現行の所得控除」が適用されたケースのもとで、《寄付金が３０万円で

ある》こと以外の他の条件については、前述した条件と全て同一条件の下で試算

する（表８－１参照）。

②　住民税の試算結果

同様に、「市町村民税」のうち「所得割」について試算する（表８－２参照）。

�　【ケースＣ】：第２段階の「寄付金税制改革」の検証（所得税は税額控除、住民税

にも税額控除が適用されたケース）

①　所得税の試算結果

前提条件については、第２段階の「寄付金税制改革」として、「所得税は税額控

除、住民税にも税額控除」が適用されたケースのもとで、《寄付金が３０万円である》

こと以外の他の条件については、前述した条件と全て同一条件の下で試算する

（表８－１参照）。

②　住民税の試算結果

同様に、「市町村民税」のうち「所得割」について試算する（表８－２参照）。

－７０－

『住民税の納税問題とその課題』―長野県田中康夫知事の住民税納税問題を中心に―
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表８－１　田中知事が「他の自治体に３０万円特定寄付をした場合」の所得税額の変化

表８－２　田中知事が「他の自治体に３０万円特定寄付をした場合」の住民税額の変化

�　シミュレーション結果の検証とその評価

ケースＣは、第２段階の税制改革として、「所得税には税額控除」の適用が、また

「住民税にも税額控除」が適用されたケースとしてシミュレーションしたものである。

次のように要約できる（表９参照）。

【ケースＣ】【ケースＢ】【ケースＡ】（基準値）類　型（ケース別）
１２５５万円１２５５万円１２５５万円１２５５万円�　給与所得の金額
１８７．５万円２０７．５万円２０７．５万円１８７．５万円�　所得控除の合計額
１５０万円１５０万円１５０万円１５０万円①社会保険料控除
４．５万円４．５万円４．５万円４．５万円②生命保険料・損害保険料控除
０円０円０円０円③配偶者・配偶者特別・扶養控除

３３万円３３万円３３万円３３万円④基礎控除
０円０円０円０円⑤医療費控除
０円２０万円２０万円０円⑥寄付金控除

１０６７．５万円１０４７．５万円１０４７．５万円１０６７．５万円�　課税される所得金額
８２．７万円８０．７万円８０．７万円８２．７万円�　課税される住民税額

　９．１　　　　　　　万円（１８．４）　　
３．１　　　　　　　万円（１２．１）　　

３．１　　　　　　　万円（１２．１）　　
３．１　　　　　　　万円（１２．４）　　�　税額控除の合計

０円０円０円０円①住宅借入金（取得）等特別控除等
３．１　　　　　　　万円（１２．４）　　

３．１　　　　　　　万円（１２．１）　　
３．１　　　　　　　万円（１２．１）　　

３．１　　　　　　　万円（１２．４）　　②定率減税額（課税される所得税額×２０％）

６万円０万円０円０円③寄付金の税額控除【寄付金－１０万円）×３０％】
７３．６万円７７．６万円７７．６万円７９．６万円住民税額

（注）（基準値）とは、寄付金をしない場合の通常のケースである。
【Ａ】：ケースＡは、現行の税法制度における「所得税の寄付金控除」制度に準拠したシミュレーション結果

である。ケースＡ・Ｂ・Ｃ共に寄付金額は３０万円である。定率減税額の最高は２５万円である。
【Ｂ】：ケースＢは、現行の税法制度の第１段階の税制改革として、政党等における税額制度と同様に、「所

得税の税額控除制度」が採用されたと仮定した場合のシミュレーション結果である。
【Ｃ】：ケースＣは、現行の税法制度の第２段階の税制改革として、「所得税および住民税における税額控除制

度」が採用されたと仮定した場合のシミュレーション結果である。

【ケースＣ】【ケースＢ】【ケースＡ】（基準値）類　型（ケース別）
１２５５万円１２５５万円１２５５万円１２５５万円�　給与所得の金額
１９４．５万円１９４．５万円２２３．５万円１９４．５万円�　所得控除の合計額
１５０万円１５０万円１５０万円１５０万円①社会保険料控除
６．５万円６．５万円６．５万円６．５万円②生命保険料・損害保険料控除
０円０円０円０円③配偶者・配偶者特別・扶養控除

３８万円３８万円３８万円３８万円④基礎控除
０円０円０円０円⑤医療費控除
０円０円２９万円０円⑥寄付金控除

１０６０．５万円１０６０．５万円１０３１．５万円１０６０．５万円�　課税される所得金額
１９５．１万円１９５．１万円１８６．４万円１９５．１万円�　課税される所得税額

　３３．７　　　　　　　万円（４７．７）　　
　３３．７　　　　　　　万円（４７．７）　　

　２５　　　　　　　　万円（３７．２）　　
２５　　　　　　　　万円（３９．０）　　�　税額控除の合計

０円０円０円０円①住宅借入金（取得）等特別控除等
２５　　　　万円（３９．０）　　

２５　　　　万円（３９．０）　　
２５　　　　万円（３７．２）　　

２５　　　　万円（３９．０）　　②定率減税額（課税される所得税額×２０％）

８．７万円８．７万円０円０円③寄付金の税額控除【寄付金－１万円）×３０％】
１６１．４万円１６１．４万円１６１．４万円１７０．１万円所得税額



①　所得税および市町村民税所得割の合計額である税負担は２，４９８，３００円である。

②　３０万円寄付金をした場合の所得税は１，６１４，５００円、住民税所得割は７３６，８００円で、

所得税および住民税所得割の合計額である税負担は２，３５１，３００円である。

③　したがって、３０万円寄付金をした場合の所得税および市町村民税所得割の合計

額である税負担は、寄付金をしない場合に比べて、〈２，４９８，３００円－２，３５１，３００円〉、

すなわち、１４７，０００円減額される。

④　寄付金３０万円の税負担軽減効果は、税金の還付金と同額の１４７，０００円である。

⑤　寄付金３０万円の実質的な寄付金負担額は、〈寄付金額－税金の還付額〉である。

すなわち、〈３００，０００円－１４７，０００円〉で、１５３，０００円である。

⑥　寄付金３０万円の実質的な寄付金の負担割合は、〈実質的な寄付金額÷寄付金額〉

である。すなわち、〈１５３，０００円÷３００，０００円〉で、５１％である。

⑦　寄付金３０万円の実質的な寄付金の軽減割合は、〈税金の還付額÷寄付金額〉であ

る。すなわち、〈１４７，０００円÷３００，０００円〉で、４９％である。

⑧　寄付金３０万円の実質的な税負担額は、〈寄付金額＋実質的な所得税額＋実質的

な市町村民税額〉である。すなわち、〈３００，０００円＋１，６１４，５００円＋７３６，８００円〉で

－７２－

『住民税の納税問題とその課題』―長野県田中康夫知事の住民税納税問題を中心に―

表９　知事が「他の自治体に３０万円特定寄付をした場合」の所得税および住民税の税額
変化の試算例

【Ｃ】３０万円【Ｂ】３０万円【Ａ】３０万円―（基準値）寄付金額

１６１．４万円１６１．４万円１６１．４万円１７０．１万円①所得税額

７３．６万円７７．６万円７７．６万円７９．６万円②住民税額

２３５．０万円２３９．０万円２３９．０万円２４９．８万円③税負担額（所得税＋住民税）

３０万円３０万円３０万円―④寄付金

１４．７万円１０．７万円１０．７万円基準値⑤寄付金による税負担軽減効果（税金の還付）

１５．３万円１９．３万円１９．３万円基準値⑥寄付金の実質的な寄付金負担額（④－⑤）

４９．０％３５．７％３５．７％基準値⑦寄付金による税負担軽減寄与率（⑤／④）

５１．０％６４．３％６４．３％基準値⑧寄付金の実質的な負担率（⑥／④）

２６５．０万円２６９．０万円２６９．０万円基準値⑨寄付金による実質的な税負担額（③＋④）

１０６．１％１０７．７％１０７．７％基準値⑩寄付金による自治体政策支援寄与率

２％２％２％―⑪寄付金による社会貢献寄与率（④／収入額）

（注１）（基準値）とは、寄付金をしない場合の通常のケースである。
【Ａ】：ケースＡは、現行の税法制度における「所得税の寄付金控除」制度に準拠した場合のシミュ

レーション結果である。
【Ｂ】：ケースＢは、現行の税法制度の第１段階の税制改革として、政党等における税額制度と同

様に、「所得税の税額控除制度」を採用したと仮定した場合のシミュレーション結果である。
【Ｃ】：ケースＣは、現行の税法制度の第２段階の税制改革として「所得税および住民税における

税額控除制度」を採用したと仮定した場合のシミュレーション結果である。
（注２）⑩「寄付行為による自治体政策支援寄与率」の算式は、〈実質的な税負担額÷基準値（寄付金をし

ない場合の税負担額）〉で表す。
⑪「寄付行為による社会貢献寄与率」の算式は、〈寄付金額÷収入額〉で表す。
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ある。したがって、２，６５１，３００円である。

⑨　寄付金をすること、すなわち、「第２の市町村民税ともいえる寄付行為による自

治体政策支援」については、「寄付金による自治体政策支援寄与率」と呼ぶことに

する。この数値は、寄付する者が、積極的に寄付することにより自治体政策を支

援するという社会貢献に対する満足度を表す指標として重要な意味がある。

「寄付金による自治体政策支援寄与率」の算式は、〈実質的な税負担額÷基準値（寄

付金をしない場合の税負担額）〉で表す。すなわち、〈２，６５１，３００円÷２，４９８，３００円〉

で、１０７．０％である。

⑩　収入に対する寄付金の割合である寄付金率は、「社会貢献に参画する」満足度を

表す指標として重要な意味がある。収入に対する寄付金率を「寄付行為による社会

貢献寄与率」と呼ぶことにする。「寄付行為による社会貢献寄与率」の算式は、〈寄

付金額÷収入額〉で表す。すなわち、〈３００，０００円÷１５，０００，０００円〉で、２％である。

２　５０万円寄付した場合の試算・検証

�　【ケースＡ】：現行法による「寄付金」税制の検証（現行税法において５０万円寄付

金をした場合の所得税および市町村民税の納税額）

①　所得税の試算結果

前提条件については、現行税制のもとで、《寄付金が５０万円である》こと以外の他

の条件については、前述した条件と全て同一条件の下で試算する（表１０－１参照）。

②　住民税の試算結果

同様に、「市町村民税」のうち「所得割」について試算する（表１０－２参照）。

�　【ケースＢ】：第１段階の「寄付金税制改革」の検証（所得税は税額控除、住民税

は現行の所得控除が適用されたケース）

①　所得税の試算結果

前提条件については、第１段階の「寄付金税制改革」として、「所得税は税額控

除、住民税は現行の所得控除」が適用されたケースのもとで、《寄付金が５０万円で

ある》こと以外の他の条件については、前述した条件と全て同一条件の下で試算

する（表１０－１参照）。

②　住民税の試算結果

同様に、「市町村民税」のうち「所得割」について試算する（表１０－２参照）。



表１０－１　田中知事が「他の自治体に５０万円特定寄付をした場合」の所得税額の変化

表１０－２　田中知事が「他の自治体に５０万円特定寄付をした場合」の住民税額の変化

�　【ケースＣ】：第２段階の「寄付金税制改革」の検証（所得税は税額控除、住民税

にも税額控除が適用されたケース）

①　所得税の試算結果

前提条件については、第２段階の「寄付金税制改革」として、「所得税は税額控

除、住民税にも税額控除」が適用されたケースのもとで、《寄付金が５０万円である》

－７４－

『住民税の納税問題とその課題』―長野県田中康夫知事の住民税納税問題を中心に―

【ケースＣ】【ケースＢ】【ケースＡ】（基準値）類　型（ケース別）
１２５５万円１２５５万円１２５５万円１２５５万円�　給与所得の金額
１８７．５万円２０７．５万円２２７．５万円１８７．５万円�　所得控除の合計額
１５０万円１５０万円１５０万円１５０万円①社会保険料控除
４．５万円４．５万円４．５万円４．５万円②生命保険料・損害保険料控除
０円０円０円０円③配偶者・配偶者特別・扶養控除

３３万円３３万円３３万円３３万円④基礎控除
０円０円０円０円⑤医療費控除
０円４０万円４０万円０円⑥寄付金控除

１０６７．５万円１０４７．５万円１０２７．５万円１０６７．５万円�　課税される所得金額
８２．７万円７８．７万円７８．７万円８２．７万円�　課税される住民税額

　１５．１　　　　　　　万円（２４．４）　　
３．１　　　　　　　万円（１１．８）　　

３．１　　　　　　　万円（１１．８）　　
３．１　　　　　　　万円（１２．４）　　�　税額控除の合計

０円０円０円０円①住宅借入金（取得）等特別控除等
３．１　　　　　　　万円（１２．４）　　

３．１　　　　　　　万円（１１．８）　　
３．１　　　　　　　万円（１１．８）　　

３．１　　　　　　　万円（１２．４）　　②定率減税額（課税される所得税額×２０％）

１２万円０万円０円０円③寄付金税額控除【寄付金－１０万円）×３０％】
６７．３６万円７５．６万円７５．６万円７９．６万円住民税額

（注）（基準値）とは、寄付金をしない場合の通常のケースである。
【Ａ】：ケースＡは、現行の税法制度における「所得税の寄付金控除」制度に準拠したシミュレーション結果

である。ケースＡ・Ｂ・Ｃ共に寄付金額は５０万円である。定率減税額の最高は２５万円である。
【Ｂ】：ケースＢは、現行の税法制度の第１段階の税制改革として、政党等における税額制度と同様に、「所

得税の税額控除制度」が採用されたと仮定した場合のシミュレーション結果である。
【Ｃ】：ケースＣは、現行の税法制度の第２段階の税制改革として、「所得税および住民税における税額控除制

度」が採用されたと仮定した場合のシミュレーション結果である。

【ケースＣ】【ケースＢ】【ケースＡ】（基準値）類　型（ケース別）
１２５５万円１２５５万円１２５５万円１２５５万円�　給与所得の金額
１９４．５万円１９４．５万円２４３．５万円１９４．５万円�　所得控除の合計額
１５０万円１５０万円１５０万円１５０万円①社会保険料控除
６．５万円６．５万円６．５万円６．５万円②生命保険料・損害保険料控除
０円０円０円０円③配偶者・配偶者特別・扶養控除

３８万円３８万円３８万円３８万円④基礎控除
０円０円０円０円⑤医療費控除
０円０円４９万円０円⑥寄付金控除

１０６０．５万円１０６０．５万円１０１１．５万円１０６０．５万円�　課税される所得金額
１９５．１万円１９５．１万円１８０．４万円１９５．１万円�　課税される所得税額

　３９．７　　　　　　　万円（５３．７）　　
　３９．７　　　　　　　万円（５３．７）　　

　２５　　　　　　　　万円（３６．０）　　
２５　　　　　　　　万円（３９．０）　　�　税額控除の合計

０円０円０円０円①住宅借入金（取得）等特別控除等
２５　　　　万円（３９．０）　　

２５　　　　万円（３９．０）　　
２５　　　　万円（３６．０）　　

２５　　　　万円（３９．０）　　②定率減税額（課税される所得税額×２０％）

１４．７万円１４．７万円０円０円③寄付金税額控除【寄付金－１万円）×３０％】
１５５．４万円１５５．４万円１５５．４万円１７０．１万円所得税額
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こと以外の他の条件については、前述した条件と全て同一条件の下で試算する

（表１０－１参照）。

②　住民税の試算結果

同様に、「市町村民税」のうち「所得割」について試算する（表１０－２参照）。

�　シミュレーション結果の検証とその評価

ケースＣは、第２段階の税制改革として、「所得税には税額控除」の適用が、また

「住民税にも税額控除」が適用されたケースとしてシミュレーションしたものである。

次のように要約できる（表１１参照）。

①　寄付金をしない場合の所得税は１，７０１，５００円、市町村民税所得割は７９６，８００円で、

所得税および市町村民税所得割の合計額である税負担は２，４９８，３００円である。

②　５０万円寄付金をした場合の所得税は１，５５４，５００円、市町村民税所得割は６７６，８００

円で、所得税および市町村民税所得割の合計額である税負担は２，２３１，３００円である。

③　したがって、５０万円寄付金をした場合の所得税および市町村民税の合計額であ

る税負担は、寄付金をしない場合に比べて、〈２，４９８，３００円－２，２３１，３００円〉、すな

わち、２６７，０００円減額される。

表１１　知事が「他の自治体に５０万円特定寄付をした場合」の所得税および住民税の税額
変化の試算例

【Ｃ】５０万円【Ｂ】５０万円【Ａ】５０万円―（基準値）寄付金額

１５５．４万円１５５．４万円１５５．４万円１７０．１万円①所得税額

６７．６万円７５．６万円７５．６万円７９．６万円②住民税額

２２３．０万円２３１．０万円２３１．０万円２４９．８万円③税負担額（所得税＋住民税）

５０万円５０万円５０万円―④寄付金

２６．８万円１８．７万円１８．７万円基準値⑤寄付金による税負担軽減効果（税金の還付）

２３．２万円３１．３万円３１．３万円基準値⑥寄付金の実質的な寄付金負担額（④－⑤）

５３．４％３７．４％３７．４％基準値⑦寄付金による税負担軽減寄与率（⑤／④）

４６．６％６２．６％６２．６％基準値⑧寄付金の実質的な負担率（⑥／④）

２７３．１万円２８１．０万円２８１．０万円基準値⑨寄付金による実質的な税負担額（③＋④）

１０９．３％１１２．５％１１２．５％基準値⑩寄付金による自治体政策支援寄与率

３．３％３．３％３．３％―⑪寄付金による社会貢献寄与率（④／収入額）

（注１）（基準値）とは、寄付金をしない場合の通常のケースである。
【Ａ】：ケースＡは、現行の税法制度における「所得税の寄付金控除」制度に準拠した場合のシミュ

レーション結果である。
【Ｂ】：ケースＢは、現行の税法制度の第１段階の税制改革として、政党等における税額制度と同

様に、「所得税の税額控除制度」を採用したと仮定した場合のシミュレーション結果である。
【Ｃ】：ケースＣは、現行の税法制度の第２段階の税制改革として「所得税および住民税における

税額控除制度」を採用したと仮定した場合のシミュレーション結果である。
（注２）⑩「寄付行為による自治体政策支援寄与率」の算式は、〈実質的な税負担額÷基準値（寄付金をし

ない場合の税負担額）〉で表す。
⑪「寄付行為による社会貢献寄与率」の算式は、〈寄付金額÷収入額〉で表す。



④　寄付金５０万円の税負担軽減効果は、税金の還付金と同額の２６７，０００円である。

⑤　寄付金５０万円の実質的な寄付金負担額は、〈寄付金額－税金の還付額〉である。

すなわち、〈５００，０００円－２６７，０００円〉で、２３３，０００円である。

⑥　寄付金５０万円の実質的な寄付金の負担割合は、〈実質的な寄付金額÷寄付金額〉

である。すなわち、〈２３３，０００円÷５００，０００円〉で、４６．６％である。

⑦　寄付金５０万円の実質的な寄付金の軽減割合は、〈税金の還付額÷寄付金額〉であ

る。すなわち、〈２６７，０００円÷５００，０００円〉で、５３．４％である。

⑧　寄付金５０万円の実質的な税負担額は、〈寄付金額＋実質的な所得税額＋実質的

な市町村民税額〉である。すなわち、〈５００，０００円＋１，５５４，５００円６７６，８００円〉であ

る。したがって、２，７３１，３００円である。

⑨　寄付金をすること、すなわち、「第２の市町村民税ともいえる寄付行為による自

治体政策支援」については、「寄付金による自治体政策支援寄与率」と呼ぶことに

する。この数値は、寄付する者が、積極的に寄付することにより自治体政策を支

援するという社会貢献に対する満足度を表す指標として重要な意味がある。

「寄付金による自治体政策支援寄与率」の算式は、〈実質的な税負担額÷基準値

（寄付金をしない場合の税負担額）〉で表す。すなわち、〈２，７３１，３００円÷２，４９８，３００

円〉で、１０９．３％である。

⑩　収入に対する寄付金の割合である寄付金率は、「社会貢献に参画する」満足度を表

す指標として重要な意味がある。収入に対する寄付金率を「寄付行為による社会貢

献寄与率」と呼ぶことにする。「寄付行為による社会貢献寄与率」の算式は、〈寄付金

額÷収入額〉で表す。すなわち、〈５００，０００円÷１５，０００，０００円〉で、３．３％である。

３　８０万円寄付した場合の試算・検証

�　【ケースＡ】：現行法による「寄付金」税制の検証（現行税法において８０万円寄付

金をした場合の所得税および市町村民税の納税額）

①　所得税の試算結果

前提条件については、現行税制のもとで、《寄付金が８０万円である》こと以外の他

の条件については、前述した条件と全て同一条件の下で試算する（表１２－１参照）。

ちなみに、８０万円寄付することは、概ね田中知事の住民税相当額分を寄付する

ことにほかならない。

②　住民税の試算結果

同様に、「市町村民税」のうち「所得割」について試算する（表１２－２参照）。

－７６－

『住民税の納税問題とその課題』―長野県田中康夫知事の住民税納税問題を中心に―
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表１２－１　田中知事が「他の自治体に８０万円特定寄付をした場合」の所得税額の変化

表１２－２　田中知事が「他の自治体に８０万円特定寄付をした場合」の住民税額の変化

�　【ケースＢ】：第１段階の「寄付金税制改革」の検証（所得税は税額控除、住民税

は現行の所得控除が適用されたケース）

①　所得税の試算結果

前提条件については、第１段階の「寄付金税制改革」として、「所得税は税額控

除、住民税は現行の所得控除」が適用されたケースのもとで、《寄付金が８０万円で

【ケースＣ】【ケースＢ】【ケースＡ】（基準値）類　型（ケース別）
１２５５万円１２５５万円１２５５万円１２５５万円�　給与所得の金額
１８７．５万円２４７．５万円２４７．５万円１８７．５万円�　所得控除の合計額
１５０万円１５０万円１５０万円１５０万円①社会保険料控除
４．５万円４．５万円４．５万円４．５万円②生命保険料・損害保険料控除
０円０円０円０円③配偶者・配偶者特別・扶養控除

３３万円３３万円３３万円３３万円④基礎控除
０円０円０円０円⑤医療費控除
０円７０万円７０万円０円⑥寄付金控除

１０６７．５万円９９７．５万円９９７．５万円１０６７．５万円�　課税される所得金額
８２．７万円７５．７万円７５．７万円８２．７万円�　課税される住民税額

　２４．１　　　　　　　万円（３０．４）　　
３．１　　　　　　　万円（１１．５）　　

３．１　　　　　　　万円（１１．５）　　
３．１　　　　　　　万円（１２．４）　　�　税額控除の合計

０円０円０円０円①住宅借入金（取得）等特別控除等
３．１　　　　　　　万円（１２．４）　　

３．１　　　　　　　万円（１１．５）　　
３．１　　　　　　　万円（１１．５）　　

３．１　　　　　　　万円（１２．４）　　②定率減税額（課税される所得税額×２０％）

２１万円０万円０円０円③寄付金の税額控除【寄付金－１０万円）×３０％】
５８．６万円７２．６万円７２．６万円７９．６万円住民税額

（注）（基準値）とは、寄付金をしない場合の通常のケースである。
【Ａ】：ケースＡは、現行の税法制度における「所得税の寄付金控除」制度に準拠したシミュレーション結果

である。ケースＡ・Ｂ・Ｃ共に寄付金額は８０万円である。定率減税額の最高は２５万円である。
【Ｂ】：ケースＢは、現行の税法制度の第１段階の税制改革として、政党等における税額制度と同様に、「所

得税の税額控除制度」が採用されたと仮定した場合のシミュレーション結果である。
【Ｃ】：ケースＣは、現行の税法制度の第２段階の税制改革として、「所得税および住民税における税額控除制

度」が採用されたと仮定した場合のシミュレーション結果である。

【ケースＣ】【ケースＢ】【ケースＡ】（基準値）類　型（ケース別）
１２５５万円１２５５万円１２５５万円１２５５万円�　給与所得の金額
１９４．５万円１９４．５万円２６３．５万円１９４．５万円�　所得控除の合計額
１５０万円１５０万円１５０万円１５０万円①社会保険料控除
６．５万円６．５万円６．５万円６．５万円②生命保険料・損害保険料控除
０円０円０円０円③配偶者・配偶者特別・扶養控除

３８万円３８万円３８万円３８万円④基礎控除
０円０円０円０円⑤医療費控除
０円０円７９万円０円⑥寄付金控除

１０６０．５万円１０６０．５万円９８１．５万円１０６０．５万円�　課税される所得金額
１９５．１万円１９５．１万円１７１．４万円１９５．１万円�　課税される所得税額

　４８．７　　　　　　　万円（５９．７）　　
　４８．７　　　　　　　万円（５９．７）　　

　２５　　　　　　　　万円（３４．９）　　
２５　　　　　　　　万円（３９．０）　　�　税額控除の合計

０円０円０円０円①住宅借入金（取得）等特別控除等
２５　　　　万円（３９．０）　　

２５　　　　万円（３９．０）　　
２５　　　　万円（３４．２）　　

２５　　　　万円（３９．０）　　②定率減税額（課税される所得税額×２０％）

２３．７万円２３．７万円０円０円③寄付金の税額控除【寄付金－１万円）×３０％】
１４６．４万円１４６．４万円１４６．４万円１７０．１万円所得税額



ある》こと以外の他の条件については、前述した条件と全て同一条件の下で試算

する（表１２－１参照）。

②　住民税の試算結果

同様に、「市町村民税」のうち「所得割」について試算する（表１２－２参照）。

�　【ケースＣ】：第２段階の「寄付金税制改革」の検証（所得税は税額控除、住民税

にも税額控除が適用されたケース）

①　所得税の試算結果

前提条件については、第２段階の「寄付金税制改革」として、「所得税は税額控

除、住民税にも税額控除」が適用されたケースのもとで、《寄付金が８０万円である》

こと以外の他の条件については、前述した条件と全て同一条件の下で試算する

（表１２－１参照）。

②　住民税の試算結果

同様に、「市町村民税」のうち「所得割」について試算する（表１２－２参照）。

�　シミュレーション結果の検証とその評価

ケースＣは、第２段階の税制改革として、「所得税には税額控除」の適用が、また

「住民税にも税額控除」が適用されたケースとしてシミュレーションしたものである。

次のように要約できる（表１３参照）。

①　寄付金をしない場合の所得税は１，７０１，５００円、市町村民税所得割は７９６，８００円で、

所得税および市町村民税所得割の合計額である税負担は２，４９８，３００円である。

②　８０万円寄付金をした場合の所得税は１，４６４，５００円、市町村民税所得割は５８６，８００

円で、所得税および市町村民税所得割の合計額である税負担は２，０５１，３００円である。

③　したがって、８０万円寄付金をした場合の所得税および市町村民税所得割の合計

額である税負担は、寄付金をしない場合に比べて、〈２，４９８，３００円－２，０５１，３００円〉、

すなわち、４４７，０００円減額される。

④　寄付金８０万円の税負担軽減効果は、税金の還付金と同額の４４７，０００円である。

⑤　寄付金８０万円の実質的な寄付金負担額は、〈寄付金額－税金の還付額〉である。

すなわち、〈７００，０００円－４４７，０００円〉で、３５３，０００円である。

⑥　寄付金８０万円の実質的な寄付金の負担割合は、〈実質的な寄付金額÷寄付金額〉

である。すなわち、〈３５３，０００円÷８００，０００円〉で、４４．１％である。

⑦　寄付金８０万円の実質的な寄付金の軽減割合は、〈税金の還付額÷寄付金額〉であ

る。すなわち、〈４４７，０００円÷８００，０００円〉で、５５．９％である。

⑧　寄付金８０万円の実質的な税負担額は、〈寄付金額＋実質的な所得税額＋実質的

－７８－

『住民税の納税問題とその課題』―長野県田中康夫知事の住民税納税問題を中心に―
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な市町村民税額〉である。すなわち、〈８００，０００円＋１，４６４，５００円＋５８６，８００円〉で

ある。したがって、２，８５１，３００円である。

⑨　寄付金をすること、すなわち、「第２の市町村民税ともいえる寄付行為による自

治体政策支援」については、「寄付金による自治体政策支援寄与率」と呼ぶことに

する。この数値は、寄付する者が、積極的に寄付することにより自治体政策を支

援するという社会貢献に対する満足度を表す指標として重要な意味がある。

「寄付金による自治体政策支援寄与率」の算式は、〈実質的な税負担額÷基準値

（寄付金をしない場合の税負担額）〉で表す。すなわち、〈２，８５１，３００円÷

２，４９８，３００円〉で、１１４．１％である。

⑩　収入に対する寄付金の割合である寄付金率は、「社会貢献に参画する」満足度を

表す指標として重要な意味がある。収入に対する寄付金率を「寄付行為による社

会貢献寄与率」と呼ぶことにする。「寄付行為による社会貢献寄与率」の算式は、

〈寄付金額÷収入額〉で表す。すなわち、〈８００，０００円÷１５，０００，０００円〉で、５．３％

である。

表１３　知事が「他の自治体に８０万円特定寄付をした場合」の所得税および住民税の税額
変化の試算例

【Ｃ】８０万円【Ｂ】８０万円【Ａ】８０万円―（基準値）寄付金額

１４６．４万円１４６．４万円１４６．４万円１７０．１万円①所得税額

５８．６万円７２．６万円７２．６万円７９．６万円②住民税額

２０５．０万円２１９．０万円２１９．０万円２４９．８万円③税負担額（所得税＋住民税）

８０万円８０万円８０万円―④寄付金

４４．７万円３０．８万円３０．８万円基準値⑤寄付金による税負担軽減効果（税金の還付）

３５．３万円４９．２万円４９．２万円基準値⑥寄付金の実質的な寄付金負担額（④－⑤）

５５．９％３８．５％３８．５％基準値⑦寄付金による税負担軽減寄与率（⑤／④）

４４．１％６１．５％６１．５％基準値⑧寄付金の実質的な負担率（⑥／④）

２８５．０万円２９９．０万円２９９．０万円基準値⑨寄付金による実質的な税負担額（③＋④）

１１４．１％１１９．７％１１９．７％基準値⑩寄付金による自治体政策支援寄与率

５．３％５．３％５．３％―⑪寄付金による社会貢献寄与率（④／収入額）

（注１）（基準値）とは、寄付金をしない場合の通常のケースである。
【Ａ】：ケースＡは、現行の税法制度における「所得税の寄付金控除」制度に準拠した場合のシミュ

レーション結果である。
【Ｂ】：ケースＢは、現行の税法制度の第１段階の税制改革として、政党等における税額制度と同

様に、「所得税の税額控除制度」を採用したと仮定した場合のシミュレーション結果である。
【Ｃ】：ケースＣは、現行の税法制度の第２段階の税制改革として「所得税および住民税における

税額控除制度」を採用したと仮定した場合のシミュレーション結果である。
（注２）⑩「寄付行為による自治体政策支援寄与率」の算式は、〈実質的な税負担額÷基準値（寄付金をし

ない場合の税負担額）〉で表す。
⑪「寄付行為による社会貢献寄与率」の算式は、〈寄付金額÷収入額〉で表す。



表１４－１　田中知事が「他の自治体に１００万円特定寄付をした場合」の所得税額の変化

表１４－２　田中知事が「他の自治体に１００万円特定寄付をした場合」の住民税額の変化

４　１００万円寄付した場合の試算・検証

�　【ケースＡ】：現行法による「寄付金」税制の検証（現行税法において１００万円寄

付金をした場合の所得税および市町村民税の納税額）

①　所得税の試算結果

前提条件については、現行税制のもとで、《寄付金が１００万円である》こと以外の

－８０－

『住民税の納税問題とその課題』―長野県田中康夫知事の住民税納税問題を中心に―

【ケースＣ】【ケースＢ】【ケースＡ】（基準値）類　型（ケース別）
１２５５万円１２５５万円１２５５万円１２５５万円�　給与所得の金額
１８７．５万円２４７．５万円２７７．５万円１８７．５万円�　所得控除の合計額
１５０万円１５０万円１５０万円１５０万円①社会保険料控除
４．５万円４．５万円４．５万円４．５万円②生命保険料・損害保険料控除
０円０円０円０円③配偶者・配偶者特別・扶養控除

３３万円３３万円３３万円３３万円④基礎控除
０円０円０円０円⑤医療費控除
０円９０万円９０万円０円⑥寄付金控除

１０６７．５万円９７７．５万円９７７．５万円１０６７．５万円�　課税される所得金額
８２．７万円７３．７万円７３．７万円８２．７万円�　課税される住民税額

　３０．１　　　　　　　万円（３９．４）　　
３．１　　　　　　　万円（１１．５）　　

３．１　　　　　　　万円（１１．５）　　
３．１　　　　　　　万円（１２．４）　　�　税額控除の合計

０円０円０円０円①住宅借入金（取得）等特別控除等
３．１　　　　　　　万円（１２．４）　　

３．１　　　　　　　万円（１１．１）　　
３．１　　　　　　　万円（１１．１）　　

３．１　　　　　　　万円（１２．４）　　②定率減税額（課税される所得税額×２０％）

２７．０万円０万円０円０円③寄付金の税額控除【寄付金－１０万円）×３０％】
５２．６万円７０．６万円７０．６万円７９．６万円住民税額

（注）（基準値）とは、寄付金をしない場合の通常のケースである。
【Ａ】：ケースＡは、現行の税法制度における「所得税の寄付金控除」制度に準拠したシミュレーション結果で

ある。ケースＡ・Ｂ・Ｃ共に寄付金額は１００万円である。定率減税額の最高は２５万円である。
【Ｂ】：ケースＢは、現行の税法制度の第１段階の税制改革として、政党等における税額制度と同様に、「所得

税の税額控除制度」が採用されたと仮定した場合のシミュレーション結果である。
【Ｃ】：ケースＣは、現行の税法制度の第２段階の税制改革として、「所得税および住民税における税額控除制

度」が採用されたと仮定した場合のシミュレーション結果である。

【ケースＣ】【ケースＢ】【ケースＡ】（基準値）類　型（ケース別）
１２５５万円１２５５万円１２５５万円１２５５万円�　給与所得の金額
１９４．５万円１９４．５万円２９３．５万円１９４．５万円�　所得控除の合計額
１５０万円１５０万円１５０万円１５０万円①社会保険料控除
６．５万円６．５万円６．５万円６．５万円②生命保険料・損害保険料控除
０円０円０円０円③配偶者・配偶者特別・扶養控除

３８万円３８万円３８万円３８万円④基礎控除
０円０円０円０円⑤医療費控除
０円０円９９万円０円⑥寄付金控除

１０６０．５万円１０６０．５万円９６１．５万円１０６０．５万円�　課税される所得金額
１９５．１万円１９５．１万円１６５．４万円１９５．１万円�　課税される所得税額

　５４．７　　　　　　　万円（５９．７）　　
　５４．７　　　　　　　万円（５９．７）　　

　２５　　　　　　　　万円（３３．０）　　
２５　　　　　　　　万円（３９．０）　　�　税額控除の合計

０円０円０円０円①住宅借入金（取得）等特別控除等
２５　　　万円（３９．０）　　

２５　　　万円（３９．０）　　
２５　　　　万円（３３．０）　　

２５　　　　万円（３９．０）　　②定率減税額（課税される所得税額×２０％）

２９．７万円２９．７万円０円０円③寄付金の税額控除【寄付金－１万円）×３０％】
１４０．４万円１４０．４万円１４０．４万円１７０．１万円所得税額
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他の条件については、前述した条件と全て同一条件の下で試算する（表１４－１参照）。

②　住民税の試算結果

同様に、「市町村民税」のうち「所得割」について試算する（表１４－２参照）。

�　【ケースＢ】：第１段階の「寄付金税制改革」の検証（所得税は税額控除、住民税

は現行の所得控除が適用されたケース）

①　所得税の試算結果

前提条件については、第１段階の「寄付金税制改革」として、「所得税は税額控

除、住民税は現行の所得控除」が適用されたケースのもとで、《寄付金が３０万円で

ある》こと以外の他の条件については、前述した条件と全て同一条件の下で試算

する（表１４－１参照）。

②　住民税の試算結果

同様に、「市町村民税」のうち「所得割」について試算する（表１４－２参照）。

�　【ケースＣ】：第２段階の「寄付金税制改革」の検証（所得税は税額控除、住民税

にも税額控除が適用されたケース）

①　所得税の試算結果

前提条件については、第２段階の「寄付金税制改革」として、「所得税は税額控

除、住民税にも税額控除」が適用されたケースのもとで、《寄付金が１００万円であ

る》こと以外の他の条件については、前述した条件と全て同一条件の下で試算す

る（表１４－１参照）。

②　住民税の試算結果

同様に、「市町村民税」のうち「所得割」について試算する（表１４－２参照）。

�　シミュレーション結果の検証とその評価

ケースＣは、第２段階の税制改革として、「所得税には税額控除」の適用が、また

「住民税にも税額控除」が適用されたケースとしてシミュレーションしたものである。

次のように要約できる（表１５参照）。

①　寄付金をしない場合の所得税は１，７０１，５００円、市町村民税所得割は７９６，８００円で、

所得税および市町村民税所得割の合計額である税負担は２，４９８，３００円である。

②　１００万円寄付金をした場合の所得税は１，４０４，５００円、市町村民税所得割は５２６，８００

円で、所得税および市町村民税所得割の合計額である税負担は１，９３１，３００円である。

③　したがって、１００万円寄付金をした場合の所得税および市町村民税所得割の合計

額である税負担は、寄付金をしない場合に比べて、〈２，４９８，３００円－１，９３１，３００円〉、

すなわち、５６７，０００円減額される。



④　寄付金１００万円の税負担軽減効果は、税金の還付金と同額の５６７，０００円である。

⑤　寄付金１００万円の実質的な寄付金負担額は、〈寄付金額－税金の還付額〉である。

すなわち、〈１，０００，０００円－５６７，０００円〉で、４３３，０００円である。

⑥　寄付金１００万円の実質的な寄付金の負担割合は、〈実質的な寄付金額÷寄付金

額〉である。すなわち、〈４３３，０００円÷１，０００，０００円〉で、４３．３％である。

⑦　寄付金１００万円の実質的な寄付金の軽減割合は、〈税金の還付額÷寄付金額〉で

ある。すなわち、〈５６７，０００円÷１，０００，０００円〉で、５６．７％である。

⑧　寄付金１００万円の実質的な税負担額は、〈寄付金額＋実質的な所得税額＋実質的

な市町村民税額〉である。すなわち、〈１，０００，０００円＋１，４０４，５００円＋５２６，８００円〉

である。したがって、２，９３１，３００円である。

⑨　寄付金をすること、すなわち、「第２の市町村民税ともいえる寄付行為による自

治体政策支援」については、「寄付金による自治体政策支援寄与率」と呼ぶことに

する。この数値は、寄付する者が、積極的に寄付することにより自治体政策を支

援するという社会貢献に対する満足度を表す指標として重要な意味がある。

「寄付金による自治体政策支援寄与率」の算式は、〈実質的な税負担額÷基準値

（寄付金をしない場合の税負担額）〉で表す。すなわち、〈２，９３１，３００円÷２，４９８，３００

－８２－

『住民税の納税問題とその課題』―長野県田中康夫知事の住民税納税問題を中心に―

表１５　知事が「他の自治体に１００万円特定寄付をした場合」の所得税および住民税の税額
変化の試算例

【Ｃ】１００万円【Ｂ】１００万円【Ａ】１００万円―（基準値）寄付金額

１４０．４万円１４０．４万円１４０．４万円１７０．１万円①所得税額

５２．６万円７０．６万円７０．６万円７９．６万円②住民税額

１９３．０万円２１１．０万円２１１．０万円２４９．８万円③税負担額（所得税＋住民税）

１００万円１００万円１００万円―④寄付金

５６．７万円３８．８万円３８．８万円基準値⑤寄付金による税負担軽減効果（税金の還付）

４３．３万円６１．２万円６１．２万円基準値⑥寄付金の実質的な寄付金負担額（④－⑤）

５６．７％３８．８％３８．８％基準値⑦寄付金による税負担軽減寄与率（⑤／④）

４３．３％６１．２％６１．２％基準値⑧寄付金の実質的な負担率（⑥／④）

２９３．０万円３１１．０万円３１１．０万円基準値⑨寄付金による実質的な税負担額（③＋④）

１１７．３％１２４．５％１２４．５％基準値⑩寄付金による自治体政策支援寄与率

６．７％６．７％６．７％―⑪寄付金による社会貢献寄与率（④／収入額）

（注１）（基準値）とは、寄付金をしない場合の通常のケースである。
【Ａ】：ケースＡは、現行の税法制度における「所得税の寄付金控除」制度に準拠した場合のシミュ

レーション結果である。
【Ｂ】：ケースＢは、現行の税法制度の第１段階の税制改革として、政党等における税額制度と同

様に、「所得税の税額控除制度」を採用したと仮定した場合のシミュレーション結果である。
【Ｃ】：ケースＣは、現行の税法制度の第２段階の税制改革として「所得税および住民税における

税額控除制度」を採用したと仮定した場合のシミュレーション結果である。
（注２）⑩「寄付行為による自治体政策支援寄与率」の算式は、〈実質的な税負担額÷基準値（寄付金をし

ない場合の税負担額）〉で表す。
⑪「寄付行為による社会貢献寄与率」の算式は、〈寄付金額÷収入額〉で表す。
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円〉で、１１７．３％である。

⑩　収入に対する寄付金の割合である寄付金率は、「社会貢献に参画する」満足度を

表す指標として重要な意味がある。収入に対する寄付金率を「寄付行為による社

会貢献寄与率」と呼ぶことにする。「寄付行為による社会貢献寄与率」の算式は、

〈寄付金額÷収入額〉で表す。すなわち、〈１，０００，０００円÷１５，０００，０００円〉で、

６．７％である。

５　寄付金が（１５万円寄付、３０万円寄付、５０万円寄付、８０万円寄付、１００万円寄付）に

変化した場合の所得税および住民税の税金還付と税額変化の比較

このように寄付金が、１５万円、３０万円、５０万円、８０万円、１００万円に変化した場合に

は、寄付金をしない場合と比較して、「寄付金額の相当額」が実質的に軽減されることが

検証された。

一方では寄付金をすることは追加的な負担を伴うわけであるが、他方では所得税およ

び住民税の納税額が減額されることになる。換言すれば、寄付金をすることにより、税

金が一部還付され、実質的な税負担が軽減されることになるわけである。

とりわけ、【ケースＣ】：第２段階の「寄付金税制改革」、すなわち、「所得税とともに住

民税にも税額控除が適用されたケース」がなされた場合にその効用が大きいことが検証さ

れた。どの程度実質的負担が軽減化されるかについて比較要約すると、次のとおりである。

�　１５万円寄付金をした場合

１５万円寄付金をした場合には、次のように変化する。

①　寄付金をしない場合の所得税は１，７０１，５００円、市町村民税所得割は７９６，８００円で、

所得税および市町村民税所得割の税負担合計額は２，４９８，３００円である。

②　１５万円寄付金をした場合の所得税は１，６５９，５００円、市町村民税所得割は７９１，８００

円で、所得税および市町村民税の税負担合計額は２，４５１，３００円である。

③　したがって、１５万円寄付金をした場合の所得税および市町村民税所得割の税負

担合計額は、寄付金をしない場合に比べ、〈２，４９８，３００円－２，４５１，３００円〉、すなわち、

４７，０００円減額される。これは税金の還付と同額である。

④　寄付金１５万円の実質的な税負担の軽減割合は、〈税金の還付額÷寄付金額〉であ

る。すなわち、〈４７，０００円÷１５０，０００円〉で、３１．３％である。

⑤　寄付金１５万円の実質的な税負担額は、〈寄付金額＋実質的な所得税額＋実質的

な市町村民税額所得割〉である。〈１５０，０００円＋１，６５９，５００円＋７９１，８００〉で、

２，６０１，３００円である。



⑥　「第２の市町村民税ともいえる寄付行為による自治体政策支援」を「寄付金によ

る自治体政策支援寄与率」と呼ぶことにする。「寄付金による自治体政策支援寄与

率」の算式は、〈実質的な税負担額÷基準値（寄付金をしない場合の税負担額）〉

で表すと、〈２，６０１，３００円÷２，４９８，３００円〉で、１０４．１％である。

⑦　収入に対する寄付金率を「寄付行為による社会貢献寄与率」と呼ぶことにする。

「寄付行為による社会貢献寄与率」の算式は、〈寄付金額÷収入額〉で表すと、

〈１５０，０００円÷１５，０００，０００円〉で、１％である。

�　３０万円寄付金をした場合

同様に、３０万円寄付金をした場合には、次のように変化する。

①　寄付金をしない場合の所得税は１，７０１，５００円、市町村民税所得割は７９６，８００円で、

所得税および市町村民税所得割の税負担合計額は２，４９８，３００円である。

②　３０万円寄付金をした場合の所得税は１，６１４，５００円、市町村民税所得割は７３６，８００

円で、所得税および市町村民税所得割の税負担合計額は２，３５１，３００円である。

③　したがって、３０万円寄付金をした場合の所得税および市町村民税所得割の税負

担合計額は、寄付金をしない場合に比べ、〈２，４９８，３００円－２，３５１，３００円〉、すなわち、

１４７，０００円減額される。これは税負担軽減効果で、税金の還付と同額である。

④　寄付金３０万円の実質的な税負担の軽減割合は、〈税金の還付額÷寄付金額〉であ

る。すなわち、〈１４７，０００円÷３００，０００円〉で、４９％である。

⑤　寄付金３０万円の実質的な税負担額は、〈寄付金額＋実質的な所得税額＋実質的

な市町村民税額所得割〉である。〈３００，０００円＋１，６１４，５００円＋７３６，８００円〉で、

２，６５１，３００円である。

⑥　「第２の市町村民税ともいえる寄付行為による自治体政策支援」を「寄付金によ

る自治体政策支援寄与率」と呼ぶことにする。「寄付金による自治体政策支援寄与

率」の算式は、〈実質的な税負担額÷基準値（寄付金をしない場合の税負担額）〉

で表す。〈２，６５１，３００円÷２，４９８，３００円〉で、１０６．１％である。

⑦　収入に対する寄付金率を「寄付行為による社会貢献寄与率」と呼ぶことにする。

「寄付行為による社会貢献寄与率」の算式は、〈寄付金額÷収入額〉で表す。

〈３００，０００円÷１５，０００，０００円〉で、２％である。

�　５０万円寄付金をした場合

同様に、５０万円寄付金をした場合には、次のように変化する。

①　寄付金をしない場合の所得税は１，７０１，５００円、市町村民税所得割は７９６，８００円で、

所得税および市町村民税所得割の合計額である税負担は２，４９８，３００円である。

－８４－

『住民税の納税問題とその課題』―長野県田中康夫知事の住民税納税問題を中心に―
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②　５０万円寄付金をした場合の所得税は１，５５４，５００円、市町村民税所得割は６７６，８００

円で、所得税および市町村民税所得割の合計額である税負担は２，２３１，３００円である。

③　したがって、５０万円寄付金をした場合の所得税および市町村民税の合計額であ

る税負担は、寄付金をしない場合に比べ、〈２，４９８，３００円－２，２３１，３００円〉、すなわち、

２６７，０００円減額される。これは税負担軽減効果で、税金の還付金と同額である。

④　寄付金５０万円の実質的な寄付金の軽減割合は、〈税金の還付額÷寄付金額〉であ

る。すなわち、〈２６７，０００円÷５００，０００円〉で、５３．４％である。

⑤　寄付金５０万円の実質的な税負担額は、〈寄付金額＋実質的な所得税額＋実質的

な市町村民税額〉である。〈５００，０００円＋１，５５４，５００円６７６，８００円〉で、２，７３１，３００円

である。

⑥　「第２の市町村民税ともいえる寄付行為による自治体政策支援」を「寄付金によ

る自治体政策支援寄与率」と呼ぶことにする。「寄付金による自治体政策支援寄与

率」の算式は、〈実質的な税負担額÷基準値（寄付金をしない場合の税負担額）〉

で表す。〈２，７３１，３００円÷２，４９８，３００円〉で、１０９．３％である。

⑦　収入に対する寄付金率を「寄付行為による社会貢献寄与率」と呼ぶことにする。

「寄付行為による社会貢献寄与率」の算式は、〈寄付金額÷収入額〉で表す。

〈５００，０００円÷１５，０００，０００円〉で、３．３％である。

�　８０万円寄付金をした場合

同様に、８０万円寄付金（住民税相当額の寄付）をした場合には、次のように変化する。

①　寄付金をしない場合の所得税は１，７０１，５００円、市町村民税所得割は７９６，８００円で、

所得税および市町村民税所得割の合計額である税負担は２，４９８，３００円である。

②　８０万円寄付金をした場合の所得税は１，４６４，５００円、市町村民税所得割は５８６，８００

円で、所得税および市町村民税所得割の合計額である税負担は２，０５１，３００円である。

③　したがって、８０万円寄付金をした場合の所得税および市町村民税所得割の合計

額である税負担は、寄付金をしない場合に比べ、〈２，４９８，３００円－２，０５１，３００円〉、

すなわち、４４７，０００円減額される。これは税負担軽減効果で、税金の還付金と同

額である。

④　寄付金８０万円の実質的な寄付金の軽減割合は、〈税金の還付額÷寄付金額〉であ

る。すなわち、〈４４７，０００円÷８００，０００円〉で、５５．９％である。

⑤　寄付金８０万円の実質的な税負担額は、〈寄付金額＋実質的な所得税額＋実質的

な市町村民税額〉である。〈８００，０００円＋１，４６４，５００円＋５８６，８００円〉で、２，８５１，３００

円である。



⑥　「第２の市町村民税ともいえる寄付行為による自治体政策支援」を「寄付金によ

る自治体政策支援寄与率」と呼ぶことにする。「寄付金による自治体政策支援寄与

率」の算式は、〈実質的な税負担額÷基準値（寄付金をしない場合の税負担額）〉

で表す。〈２，８５１，３００円÷２，４９８，３００円〉で、１１４．１％である。

⑦　収入に対する寄付金率を「寄付行為による社会貢献寄与率」と呼ぶことにする。

「寄付行為による社会貢献寄与率」の算式は、〈寄付金額÷収入額〉で表す。

〈８００，０００円÷１５，０００，０００円〉で、５．３％である。

�　１００万円寄付金をした場合

同様に、１００万円寄付金をした場合には、次のように変化する。

①　寄付金をしない場合の所得税は１，７０１，５００円、市町村民税所得割は７９６，８００円で、

所得税および市町村民税所得割の合計額である税負担は２，４９８，３００円である。

②　１００万円寄付金をした場合の所得税は１，４０４，５００円、市町村民税所得割は

５２６，８００円で、所得税および市町村民税所得割の合計額である税負担は１，９３１，３００

円である。

③　したがって、１００万円寄付金をした場合の所得税および市町村民税所得割の合計

額である税負担は、寄付金をしない場合に比べ、〈２，４９８，３００円－１，９３１，３００円〉、

すなわち、５６７，０００円減額される。これは税負担軽減効果で、税金の還付金と同

額である。

④　寄付金１００万円の実質的な寄付金の軽減割合は、〈税金の還付額÷寄付金額〉で

ある。すなわち、〈５６７，０００円÷１，０００，０００円〉で、５６．７％である。

⑤　寄付金１００万円の実質的な税負担額は、〈寄付金額＋実質的な所得税額＋実質的

な市町村民税額〉である。〈１，０００，０００円＋１，４０４，５００円＋５２６，８００円〉で、２，９３１，３００

円である。

⑥　「第２の市町村民税ともいえる寄付行為による自治体政策支援」を「寄付金によ

る自治体政策支援寄与率」と呼ぶことにする。「寄付金による自治体政策支援寄与

率」の算式は、〈実質的な税負担額÷基準値（寄付金をしない場合の税負担額）〉

で表す。〈２，９３１，３００円÷２，４９８，３００円〉で、１１７．３％である。

⑦　収入に対する寄付金率を「寄付行為による社会貢献寄与率」と呼ぶことにする。

「寄付行為による社会貢献寄与率」の算式は、〈寄付金額÷収入額〉で表す。

〈１，０００，０００円÷１５，０００，０００円〉で、６．７％である。

－８６－
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６　シミュレーション結果の比較とその評価

これらの５つの寄付金支出のケースについてシミュレーションをした結果、とりわけ、

第２段階の「寄付金税制改革」、すなわち、「所得税とともに住民税にも税額控除が適用

されたケース」における寄付金額と所得税および住民税はどのように変化するかについ

て、比較整理し、とりまとめたものが表１６である。これらのシミュレーション結果をみ

ると、いくつかの様相が明らかになる。要約すると、次のような諸点である。

①　収入が一定の場合に、寄付金額が１５万円、３０万円、５０万円、８０万円、１００万円に

変化した場合の所得税および住民税の税金還付と税額変化について比較すると、寄

付金額が増加するにしたがって、当然のことながら税金の還付金額は大きくなる。

また、「寄付金による税負担軽減効果」についても、負担軽減割合は高くなること

が検証された。８０万円を寄付することは、住民税、すなわち、市町村民税の所得割

の税額に概ね匹敵することは前述したとおりである。「８０万円の寄付金の税負担軽

減寄与率は５５．９％である。」これは、追加的に支出される寄付金額のうち、概ね、寄

付金額の半分を超える金額が「確定申告」することにより、税金が還付（税金が戻

ること）されることを示すものである。

（注１）（基準値）とは、寄付金をしない場合の通常のケースである。
【Ａ】：ケースＡは、現行の税法制度における「所得税の寄付金控除」制度に準拠した場合のシミュレーショ

ン結果である。
【Ｂ】：ケースＢは、現行の税法制度の第１段階の税制改革として、政党等における税額制度と同様に、「所

得税の税額控除制度」を採用したと仮定した場合のシミュレーション結果である。
【Ｃ】：ケースＣは、現行の税法制度の第２段階の税制改革として「所得税および住民税における税額控除制

度」を採用したと仮定した場合のシミュレーション結果である。
（注２）⑩「寄付行為による自治体政策支援寄与率」の算式は、〈実質的な税負担額÷基準値（寄付金をしない場合

の税負担額）〉で表す。
⑪「寄付行為による社会貢献寄与率」の算式は、〈寄付金額÷収入額〉で表す。

表１６　知事が「他の自治体に特定寄付をした場合」の所得税および住民税の税額変化の
試算例

１００万円８０万円５０万円３０万円１５万円寄付金額

１４０．４万円１４６．４万円１４１．４万円１６１．４万円１６５．９万円①所得税額

５２．６万円５８．６万円５８．３万円７３．６万円７８．２万円②住民税額

１９３．０万円２０５．０万円２０５．７万円２３５．０万円２４４．１万円③税負担額（所得税＋住民税：基準２４９．８万円）

１００万円８０万円５０万円３０万円１５万円④寄付金

５６．７万円４４．７万円２０．７万円１４．７万円５．７万円⑤寄付金による税負担軽減効果（税金の還付）

４３．３万円３５．３万円２９．３万円１５．３万円９．３万円⑥寄付金の実質的な寄付金負担額（④－⑤）

５６．７％５５．９％４１％４９％３８％⑦寄付金による税負担軽減寄与率（⑤／④）

４３．３％４４．１％５９％５１％６２％⑧寄付金の実質的な負担率（⑥／④）

２９３．０万円２８５．０万円２５５．７万円２６５．万円２５９．１万円⑨寄付金による実質的な税負担額（③＋④）

１１７．３％１１４．１％１１２．９％１０６．１％１０３．７％⑩寄付金による自治体政策支援寄与率

６．７％５．３％３．３％２％１％⑪寄付金による社会貢献寄与率（④／収入額）



②　このシミュレーション結果をみると、敢えて問題が多い住民票の異動をしなくと

も、寄付金税制の改革による拡充、充実化を推進することにより、田中知事が採っ

た行動と同様の効果である自治体政策の支援・応援は可能であることが立証された

といえる。

田中知事の場合には、前述したように公職選挙法に抵触することから、関係諸団

体などに対しては寄付することはできないため、今回のような非常手段、意表を衝

くような行動が採られたと解することができる。

しかしながら、一般の市県民が、田中知事が採った行動と同様に住民票を異動し

て自治体政策を支援することは、住民基本台帳法の制度の形骸化をもたらすこと、

また住民票の異動が濫用されることに伴い、社会秩序の崩壊などを誘引し犯罪など

に悪用される懸念があることなど、実生活における生活の本拠の認定などの観点か

ら多々問題があることなどを考慮すれば、一般市県民に田中知事と同様の行動を督

励・奨励することは到底容認されるものではない。

したがって、田中知事の場合には、公職選挙法に定められた「寄付行為の禁止」

規定の関係から、小規模自治体の政策支援方法としては、このような緊急避難的な

方法しか採りえなかったことについては一定の理解ができるが、一般の市県民の採

るべき行動として適切であるとはいい難い。その意味でも、今後は寄付金控除制度

の拡充、充実化に努めるべきである。

③　このシミュレーション結果らも明らかなように、第２段階の税制改革、すなわち

「所得税算定における寄付金の税額控除制度の適用および住民税における寄付金の

税額控除制度の適用」が実施された場合の方が、より寄付金額の効用係数は高まり、

寄付者における節税効果は極めて高くなることが検証された。

田中知事が支持するような小規模団体やユニークな施策を推進している団体、ま

た好きな団体を応援支援するための財政支援手段としては、住民票を異動するので

はなく、寄付者にも節税効果（税金の還付）としのインセンティブ（政策誘因動機）

が大きいな寄付金制度の拡充に奮励努力すべきである。

現行税法の税制構造改革は、決して不可能ではない。その意味では、田中知事が

全力をあげ「寄付金制度の拡充」に情熱を賭けて取り組まれることを期待したい。熱

意と努力により十分に可能であると筆者は考えている。

④　田中知事の問題提起は極めて重要な意味を持つ。どちらの団体に住民税の課税権

があるのか、という課税権論争に終始するのではなく、今後の地方分権の推進や税

財源の移譲問題の観点より、税制改革問題とも密接に係る重要な問題であると認識

－８８－
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する必要がある。

このように、自治体の都市・地域政策に対する一般の市県民の関心を高めるとと

もに、自治体の新たな税財源確保のための工夫や知恵比べとしての政策競争を促進

するためにも、また地方分権時代における一般の市県民の社会参画の促進をすすめ

市民意識を醸成する手段として、あるいは社会変革の起爆剤としての側面を重要視

する観点より、「寄付金制度の拡充」が愁眉の課題である、と筆者は考えるのである。

⑤　ちなみに、信濃毎日新聞（平成１６年３月１２日）によれば、「泰阜村が基金創設、計

画、財源確保へ全国から寄付金を募る」と題し、全国から寄付を募って村づくりに

充てる「住民参加型ふるさと再生基金」（仮称）の創設を計画していると、「公募型

の寄付金による基金づくり」の計画が報道されている。

同紙には、次のように紹介されている。村が具体的な施策をいくつか示し、賛同

する人に寄付してもらう。自治体財政が厳しい中、いわば応援団を募り、村づくり

の費用を補おうというユニークな試みである。一口５千円以上とし、７月頃から募

る予定である。

例えば、小学校校舎内にある美術館の整備や、「日本一の福祉の村づくり」構想な

ど、村側が具体的な施策を二、三提示する。村人や村出身者だけでなく、賛同する

人ならだれでも寄付できる。実際に示す施策は今後決めるが、多くの人が寄付した

くなるアイデアになるかどうかがポイントで、松島貞冶村長は「税財源だけではな

いお金の流れが確立できれば、山村にとって画期的で、長続きできるようさらに内

容を詰めたい」としている。

基金の創設にあたっては、条例を制定する方針で、施策のＰＲ方法とともに基金

の運用方法も検討していくとされ、村は当初、住民らを対象に「ミニ市場公募債」

を発行することも検討したが、「起債（借金）を増やしたくない」（松島村長）とし

て寄付を募ることにした、とされる。

このように、筆者が提唱してきた「寄付金と基金による都市・地域政策の推進」

が、図らずも田中知事の行動と問題提起が発端となり、このようにさまざまな動き

となって現れてきたことは朗報であり歓迎する次第である。小規模自治体が独自の

自立的な施策立案を推進するために各自治体において施策の展開とその財源調達方

法について鋭意努力工夫することが、地方分権時代の自治体の地域経営戦略におい

て重要かつ不可欠であることは論を待たない。国の制度に阻まれるなど困難も予想

されようが、今後ともこのような創意工夫と熱意溢れる自治体が陸続と続くことを

期待するものである。



ⅩⅠ　結語―寄付金および基金制度の利活用による都市・地域社会再生・蘇

生への改革提言

１　都市・地域社会の再生蘇生に向けて寄付金の果たす機能・役割とその評価

敗戦の焼土より戦後５０年を経て、欧米先進諸国へのキャッチアップを目標に確立され

た日本経済は、近年さまざまな局面で制度疲労を起こし、急速に綻びを顕在化させた。

政治的・経済的な視点から文明論的な視点に至るまで、さまざまな視点より改革や対策

が講じられていることは、周知のとおりである。

これまで社会資本整備や公共財・サービスは、国や自治体等の公共部門によって提供

されてきたが、現行諸制度では適切かつ的確に対応できにくいさまざまな局面が多々生

じている。この打開策として、「ＰＦＩ」（Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｆｉｎａｎｃｅ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ：民間企業のリス

ク負担による公共事業の推進法）や「ＮＰＯ」（Ｎｏｎｐｒｏｆｉｔ　Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ：非営利組織）

による地域公共財サービスの提供など新たな対応方法が出現してきたわけである。

とりわけ、ＮＰＯやＮＧＯ（非政府組織）を中心としたボランティア活動など非営利団

体などの活動は、国や自治体を中心とした公共部門によるサービスの提供や民間企業部

門によるサービスの提供よりも、きめ細かなサービスが迅速に提供されると期待されてい

る。その期待の大きさは、ＮＰＯの活動に対し議員立法により、「特定非営利活動促進法」

の法律制定・施行がされたことからも理解できる。特定非営利活動促進法における非営

利活動の具体的活動は、当初認定された１２分野からさら５分野が追加認定されている。

この活動分野で一定の要件を満たすＮＰＯには法人格が付与されるが、ＮＰＯ法人の活

動において、財政運営は困難な状況にある。そのためＮＰＯ法案が議論された当初段階よ

り、ＮＰＯに対して支出される個人および法人からの寄付金には寄付金控除制度が認めら

れるよう関係機関に強く要請されてきた。ＮＰＯ法人に対する寄付金は、ＮＰＯ法人の安

定的な財政確保に役立つ一方、企業や一般地域住民がＮＰＯ法人に対し積極的に支援する

意識の醸成と向上を図る観点からも重要であると寄付金控除制度の導入が検討された。

その結果、「認定特定非営利活動法人」に対しては、特定非営利活動法人の活動基盤整備に

関する税制上の優遇措置について、租税特別措置法等の一部を改正する法律により、個人

および内国法人がＮＰＯ法人に対し寄付した場合には、２００１年１０月１日より優遇措置が

講じられることになった。個人および内国法人がＮＰＯ法人に対し寄付した場合には、国

や自治体に対する寄付金と同様に、寄付金の所得控除が認められることになったことは画

期的な法律改正である。その意味では、ＮＰＯ法人の関係者の悲願が実ったわけである。

ただし、この優遇措置は、すべてのＮＰＯ法人に対し無条件で適用されるわけではない。

－９０－
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租税特別措置法等の改正により、個人がＮＰＯに対して行なう寄付金の所得控除が認

められることになった「認定特定非営利活動法人」とは、国税庁長官の認定を受けたＮ

ＰＯ法人で、次のような要件を満たす法人である。①基本的要件（適切な情報開示、事

業内容・組織運営の適正化）、②広く一般からの支援を受けている、③広く一般を対象と

した活動をしていることなどが指定要件とされる。ＮＰＯ法人にとって、この指定要件

のハードルは、極めて高いといわざるを得ない。

現状では、この「認定特定非営利活動法人」は、ＮＰＯ法人の全体の５～１０％程度が

指定要件を満たしている団体に過ぎないといわれる。したがって、大半のＮＰＯ法人に

おいては、この法改正によっても、優遇措置を受けられるわけではない。

このように個人がＮＰＯ法人に対して行なう寄付金については、自治体に対して行な

われる寄付金と同様に所得控除の優遇措置が図られることになったわけであるが、内国

法人がＮＰＯ法人に対して行なう寄付金については、自治体に対する寄付金と同様に優

遇措置が講じられることになったわけではない。

内国法人が認定特定非営利活動法人に対して寄付を行なった場合には、特定公益増進法

人と同様に、一般寄付金と同額までを損金算入（一般寄付金とは別枠でできるので、結果的

に一般寄付金の２倍の額まで損金算入される）できることになったことは画期的な法改正と

いえる。「一般の内国法人が、自治体に対して行なう寄付金は全額損金算入できることに

なっている」優遇税制に比べると、必ずしも十分な措置とはいえないが、現行の法制度の下

では、ＮＰＯに対して行なわれる個人および法人からの寄付金に対する所得控除および法人

税の損金参入措置の優遇措置としては、この法改正が最大の優遇措置で、これ以上の優遇措

置を超えることは限界があるといえる。特定公益増進法人と同様の制度の導入としては認

められたが、これら既存の制度を超えた特別な寄付金控除制度については認められていない。

この点については、法律見直しの要請がなされてきた当初の法律施行の段階より、は

からずも筆者が主張してきたとおりの対応となっている。

この背景には、①現行の寄付金控除制度など税体系や税制度の大幅な改正が必要とな

るので税財政当局などの強い反対があったこと、②国や自治体の財政悪化や財政危機の

急速な逼迫化があったこと、③国や自治体が直接的にＮＰＯ活動の寄付金控除対象団体

の認定することは困難で、一律的に優遇税制を認めることは税制等の混乱を招くこと、

④従来の公益法人等に対して企業からの寄付金制度は必ずしも十分に活用されていると

は言い難いことなどの諸点があげられる。

今後の課題は、これらＮＰＯ法人などに対し財政安定化と健全な活動育成を促すため

に、具体的にどのような財政的な支援措置や仕組みを考慮すればよいかなど、さまざま



な角度より議論する必要がある。

２　寄付金に関する税制改革への期待と「議員立法」の可能性

ＮＰＯ法人などに対する個人および企業からの寄付金支出に関しては、税制度改革や

税制の在り方の観点より抜本的な変革が期待されるが、種々の状況を鑑みると現状では

当然のことではあるが、今後ともＮＰＯ法人の優遇税制の導入は極めて困難であると言

わざるを得ない。

筆者は、現行の税法制度を踏まえ、個人および企業の寄付金に関しては、次のような

税制改革の提案をする。なお、この提案は、基本的に、ＮＰＯ法人に対する租税特別措

置法が改正する前の段階で提案したものであるが、租税特別措置法の改正によってＮＰ

Ｏ法人に対する優遇措置が実施されることになった現段階においても、何ら遜色なく十

分に価値ある提案であることには替わりはないといえる。

筆者の本意は、実現が困難と考えられる抜本的な現行法制度等の改正を提案することよ

りも、むしろ現行法制度を踏まえ財政当局などからも受け入れ易いと考えられる諸制度の

改革を提案するものである。根本的な制度改革は必要であるが、その実現性がほとんど見

込めないとすれば、現実的には意味はない。実現可能性の高い提案をすることにより、地

域社会の蘇生・地域活性化の推進を図る上で、寄付金の役割・機能を最大限に利活用する

ことに大きな意義があると考える。もちろん、この提案は単なる現実的な妥協案ではない。

現行の自治体の税財政制度、自治体の政策形成過程においては、革命的であるといっても

過言ではない。その意味では、「市民による税金革命」であるといえる。「自治体および一

般市民の意識革命を伴う」ものである。この提案の骨子は、次のように要約される。

①個人が自治体に対して支出する寄付金額は、所得税で認められる現行制度の政党等

に対する「特定寄付金」（現行法では平成１１年１２月３１日までの措置である）と同様、「税額

控除」を認め、租税特別措置法などの延長等による税制度の改革を図ること。寄付金控除

に関する計算式は現行の計算式を踏襲すること。②その際の所得税の計算は、寄付する

者が「所得控除」「税額控除」の両者のどちらでも自由に選択が可能となるように認める

こと。③市町村民税（住民税）については、所得税の計算と同様に、「所得控除」「税額控

除」の両者のどちらでも自由に選択できるよう認めること。④法人が自治体に対し寄付を

する「特定寄付金」は、現行法どおり「寄付金全額を損金算入できる」ことである。

これらの提案のうち、①および②の実現可能性は高い。他方、③の実現可能性は、①

および②の実現可能性よりも困難かもしれない。その理由は、現行法の市町村民税額計

算で一定以上の寄付金（１０万円以上）は「所得控除」が認められているが、「税額控除」

－９２－
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は認められないためである。前述した①および②の税制等の変更・改正よりも、諸条件

の改正整備が必要となり関係機関の煩雑な調整作業が難行する可能性がある。とはいえ、

関係者間の熱意と情熱があれば税法の改正等は決して不可能ではない。ＮＰＯ法の成立

と同様に、支援方法の一つとして、議員立法による速やかな税法等の改正が期待される。

３　自治体の基金設置に関する「条例制定」の可能性

筆者は、個人および法人の寄付金支出は、ＮＰＯ法人など直接的に行なうよりも、む

しろ自治体が「ＮＰＯ支援基金」などのような寄付金を引き受ける受け皿としての機能・

役割を果たすことが最適であると考える。その理由については、次のように要約される。

自治体に対して支出される個人および法人からの寄付金は、特定寄付として個人の場

合は、所得税の所得控除対象また住民税の所得控除対象として認められている。同様に、

自治体に対する、法人の寄付は寄付金の全額が損金算入限度額の対象として認められて

いる。すなわち、自治体は寄付金の対象団体としては、税法上最も優遇措置されている

からにほかならない。

したがって、筆者は、ＮＰＯ法人に対し直接的に寄付をするよりは、むしろ自治体に

対して特定寄付をし、その寄付を基に、一般会計等に「基金」等を設置し、基金の適切

な運営管理を図り、ＮＰＯ等に支援するという支援システムを確立することが望ましい

と考えるのである。

具体的な理由は、次のとおりである。

企業の法人税の全額損金算入額の対象団体である。したがって、寄付者側の法人税等

の軽減措置がインセンティブ（誘因動機）として有利に働くことになる。

仮に、ＮＰＯや一般公益法人等に対し個人や企業が寄付をする場合、現行法では個人

の一般寄付金に対する所得控除制度は認められていない。企業からの一般寄付は一定の

損金算入限度額の範囲で法人税の軽減措置はある。一般寄付の損金算入限度額は、一般

に認識される金額に比べ極めて低い金額である。

ちなみに、資本金１億円の企業が損金処理できる一般寄付金額を試算してみよう。課

税所得が０円であると仮定する（売上金額ではない）と、１２５，０００円〔（１億円×２．５／

１，０００）×１／２〕にすぎない。

この金額は、１団体に対する寄付金額ではない。この企業が寄付をしようと考える全団

体に対する１年間の一般寄付金額の合計額である。この限度額を超えて寄付することは

企業の自由であるが、限度額を超える寄付金に対しては、交際費課税と同様に全額課税対

象となる。企業が何らの対価なしに、一般寄付金の損金算入限度額を超えて課税されてま



でＮＰＯ等に対し寄付をすることは、現実的には極めて厳しいと考えられる。ＮＰＯが企

業や地域住民からの寄付金を期待し、寄付金控除制度の拡充・変更を主張する姿勢は一定

の理解はできるが、現行税法制度法のハードルは極めて高いといわざるを得ない。

現状のＮＰＯの設立経緯や背景は、多様である。公益性が高い団体から会員・クラブ

的な共益性の高い団体まで、あるいは地域限定的な団体から全国的、世界的な活動を展

開する団体まで、多種多様で玉石混交状態にある。また、ＮＰＯ法人に関する情報や情

報公開の精度も一様ではない。したがって、個人および企業等の寄付者は、どの団体に

寄付することが妥当であるかを判断する基準や情報はほとんど持たないといってよい。

一方、一般の公益法人よりも優遇的に寄付金控除が認められている、特定公益増進法人

や特定公益信託などの認定条件には厳しい基準がある。現状では、この厳しい基準・条

件に合致するＮＰＯ法人は少ないといえる。したがって、公益法人に対する寄付金控除

制度と同様の制度担保を確保することが精一杯である。つまり、公益法人等の一般寄付

および特定公益増進法人や特定公益信託と同様な優遇措置が容認されることは可能であ

ると考えられるが、それ以上の自治体に対するような寄付金に対する優遇措置がＮＰＯ

法人に与えられるにふさわしい団体であるとは考えにくい。

それに対し、自治体に対する寄付金については、①一般会計などに設置された基金を運

営するに際し、より公平に公正に運営するという観点より、公益信託と同様に、学識経験

者等を中心とした基金を交付する助言機関として、「基金運営管理委員会」などを設立す

ることは容易である。と同時に議会、地域住民等に対し情報公開を行ない、支援措置の妥

当性などを議論することが可能となり、適切な対応がとれる点があげられる。②自治体

に設置された「基金」の中にＮＰＯ法人などに対する支援基金などが設置された場合には、

当該自治体側では、全国的に広範囲な規模で、基金設置趣旨に賛同する個人および法人の

賛同者より多額な寄付金を集めることが可能である。③自治体の一般会計などに設置さ

れた「基金」の中に、「まちづくりトラスト」「地域の自然環境保全」「歴史的文化的建造

物の保全修復」などを推進するために基金などが設置された場合、当該自治体では、全国

的な広範囲な規模で、基金設置趣旨に賛同する個人および法人の賛同者より多額な寄付

金を集めることが可能である。④「老人福祉を重視する」「子育てを重視する」「障害者・

登校拒否氏児などの健全育成を重視する」「里親制度」「農産漁村留学制度」「ベンチャー・

企業家支援制度」など、ユニークな都市・地域政策を推進する自治体では、政策や基金設

置趣旨に賛同した個人および法人の賛同者より多額な寄付金を集めることが可能である。

したがって、このような観点を踏まえ、「個人および法人から自治体に対する特定寄付

金」を原資に、「まちづくりトラスト」「地域の自然環境保全基金」「歴史的建造物の保全

－９４－
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基金」「ＮＰＯ法人に対する支援基金」などの「基金」を設置し、「基金の運営管理」に

ついては公益信託と同様に基金運営委員会等の助言や指導を受け、基金設置に合致した

活動を推進する諸団体等に対し、基金の果実（利息）等を配分（基金の元金取崩を含め）

することにより、諸団体の活動等を支援・助長する仕組みづくりを提案する次第である。

寄付金と基金設置の一連の関係性・連携性を体系的に模式図化したものが図２である１２）。

このような構想に基づき、自治体が基金設置条例を制定し、寄付金を募ることは安定

的な財源確保にもつながると同時に、当該事業・サービスの提供が可能となる点でも自

治体行財政運営上のメリットは大きいといえる。

４　住民移動による住民税増減の可能性

このように自治体を取り巻く社会経済環境が大転換する中で、多種多様な地域住民

ニーズや社会的必需性の動向の変化が著しい。魅力ある都市・地域政策が確立できず、

十分な住民サービス提供に欠ける従来型の行財政運営を執行する自治体に対しては、逆

に自治体内に居住する地域住民や地域企業などが、他地域の魅力ある政策を推進する団

体やＮＰＯ法人に対して適切な支援措置を掲げる他の自治体に対して寄付する事態もあ

ると予想される。自地域から他地域へ寄付金が著しく流出化する現象は、結果的に「寄

付金の所得控除」制度等の影響を受け、自治体の根幹税である市町村民税（住民税）の

図２　個人および企業からの「寄付金および基金設置」制度を利活用した地域活性化・
地域振興の新たな体系化



減少をもたらすことにもつながるということが、現状ではほとんど認識されていないこ

とは危機的状況であるとさえいえる。

これは、しばしば経済学で議論される「足による投票」の顕在化によるものにほかな

らないのである。この議論は、各自治体の公共サービスの供給をめぐる競争は市場機構

における価格競争と同じ状況が生ずるが、その結果資源の最適配分の達成が可能である

という議論である。ただし、そのためには、次のような前提諸条件が必要である１３）。

①人々は自治体間を自由に移動できる、②人々はすべての自治体の公共サービスの供

給や財源負担に関する完全な情報をもつ、③地方公共サービスの便益はほかの自治体に

プラス・マイナスの外部効果をもたらさない、④居住地域と働く地域は一致しなくても

よい、⑤人々の選択対象となる自治体は十分存在する、⑥地方公共サービスの供給には

最適人口規模がある、⑦最適人口規模を上回る地域は住民を減少させようと自治体が行

動する一方、逆の地域では人口を増加させようと自治体は行動するなどがあげられる。

これらの条件のもとで、①サービス需要者の住民は自らの選好に最も適した自治体が

足による投票で選ばれ、②選好や所得差がある異質的な住民はグループ化され、同質的

な住民が同一の自治体を形成する一方で、供給者の自治体は地方公共財のサービス水準

の向上など、インセンティブにより住民の増加や減少を図ることになる。アメリカでは、

フロリダ州など温暖な気候地域で老人が多く集まる自治体が集積している。

わが国は、アメリカとは社会的経済的環境条件が異なるため、居住地移動、職業移動

など自然的社会的移動が直ちに急速に展開されるとは考えにくいが、結果的にはアメリ

カにみられるような現実的な移動を伴わずに、この「足による投票」行動の現象と同様

の事態が生ずることになる。すなわち、「寄付金による市町村税（住民税）の移動現象

（寄付金を現住所の自治体以外にすることにより、現住所の自治体に納付することに

なっている住民税が減少する）が生ずる」わけである。

自治体当局にとっては由々しき事態である。

政策やサービス提供の如何によっては、政策論的に魅力ある自治体に負ける結果とな

り、税収減により自然淘汰される事態もあり得ることを自治体関係者は認識する必要が

ある。これは「荒唐無稽な絵空事ではない」。

税収が不足するからと、「外形標準課税」の課税客体探しに血道を上げる自治体も少なくない。

地域住民のみならず、全国的に関心を持つ関係者などに対し、ＮＰＯ法人の事業展開や環

境・エネルギー問題などの適切な対応など、魅力ある政策の確立やＰＲ活動を行ない、全

国的な規模で寄付金等を募ることは可能である。魅力ある政策提案に賛同した寄付者が全

国的に広がるならば、外形標準課税を超える究極の税収源であるといっても過言ではない。

－９６－

『住民税の納税問題とその課題』―長野県田中康夫知事の住民税納税問題を中心に―
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５　住民発議による税制改革の推進

もとより、筆者の新たな考え方や新しい発想・提案等に対しては、その趣旨が誤解さ

れ曲解される懸念もある。中には、自治体の行財政運営はそれほど信頼できるものでは

ない、と自虐的に忠告される自治体関係者もいる。また自治体の管理統制が強くなると、

ＮＰＯの自律性、独立性が失われることを強調し、危惧する関係者もいる。現状維持的

な発想が強い自治体では、受け入れ難い面があると批判をする関係者もいる。これらの

懸念は筆者も十分認識している。

筆者の提案（新潟日報や上越タイムズなどにも仕組みや効果などが詳解されている）

を中心に、現状のＮＰＯ法人に対する諸活動などに対し、一般市民や自治体はどのよう

に考えているのかを把握するために、①一般市民および②自治体に対して意識調査を行

なった１４）。この意識調査の結果概要を公表したところ、筆者の発想に基づき基金設置を

実施した自治体がすでに出現している１５）。

ちなみに、田中知事の住民票異動による住民税問題で、一躍全国にその名を知られた

泰阜村においても、前述したように、信濃毎日新聞（平成１６年３月１２日）によれば、「泰

阜村が基金創設、計画、財源確保へ全国から寄付金を募る」と題し、全国から寄付を募っ

て村づくりに充てる「住民参加型ふるさと再生基金」（仮称）の創設を計画していると、

「公募型の寄付金による基金づくり」の計画が報道されているが、自治体のユニークな

施策が展開されることは地方分権時代における自治体の土地地域政策として当然のこと

であるといえる。

分権時代における自治体の都市・地域政策では、自治体は自らの創意工夫により地域

社会の蘇生と再生を図ると同時に、効果的でかつダイナミックな発想の転換が求められ

ている。また、広域的な視点より「自治体間の広域連携」「自治体連合」「自治体間の合

併」などの促進が、地域住民の発議として提案される事態が予想される。

このように地域住民や地域法人にとどまらず、他の地域住民や地域法人からも「魅力

溢れる」「ユニークで個性あふれる政策を掲げる」ことができる自治体に対しては、広範

な全国的な規模で当該団体の政策・施策に対する支援として、寄付金が多数よせられる

可能性は極めて高く、この寄付金収入と基金運営によって、財政運営的にも安定化する

ことが考えられる。これは、まさに自治体政策における知恵と汗の結晶にほかならない。

２１世紀分権時代とは、まさに自治体間の知力の大競争時代で、自らの創意工夫による

知恵と汗と努力により地域の活性化や地域振興を図らなければならない時代であること

を認識する必要がある。



（注）

１）　「単身赴任者」の状況については、「日本経済新聞」（２００４年６月１５日）に、単身赴任

者が家族宅へ「帰宅」する往復についても、労災の適用を認める方向で検討されてい

ることが報道されている。この文中に、単身赴任者の状況について次の記述がある。

総務省が５年毎に実施している調査によると、２００２年１０月時点の単身赴任者は、全

国で８３万４千人にのぼる。このうち、男性は、７１万５千人で、１０年前（４８万１千人）

の１．５倍。女性の単身赴任者も１万９千人いる。

また民間調査機関が２００１年厚労省の委託でまとめた報告書では、単身赴任者のうち、

ほぼ毎週帰宅するのは２９．９％、月２～３回が３１．２％、月１回が２８．６％となっている。

なお、この報道記述には、単身赴任者の住民票の異動状況の有無などに関する詳細

な記述はない。

２）　長野市の公式ホームページ「記者会見」、または「トピック」などの新着情報などを

参照（http://www.city.nagano.nagano.jp/ikka/shimin/indexhtm/）。

３）　長野市の公式ホームページ、同上参照。

４）　長野市の公式ホームページ、同上参照。

５）　長野市の公式ホームページ、同上参照。

６）　その後の経過については、本稿校正の最中、①「県知事の決定」（５月２６日）、②

「田中知事の住民票問題をご理解いただくために」（６月１５日）、③「裁判所へ出訴し

ました」（６月２３日）と題する内容が、長野市の公式ホームページに掲載された。重複

する面もあるが、訴訟にいたる経緯、問題点などが容易に理解されるので、以下、参

考に紹介する。

①　「県知事の決定」として、次の内容が掲載されている（平成１６年５月２６日）。

（出所）http://www.city.nagano.nagano.jp/topics/chiziket.htm

平成１６年５月２５日、長野県知事から長野市長へ平成１５年９月２６日から平成１６年３月

２６日までの田中康夫氏の住所は、長野県下伊那郡泰阜村にあると認めるという決定が

通知されました。

１　長野県知事の決定の内容（要旨）

当該住民の客観的な生活の本拠としての実体が長野市及び泰阜村の両方に認めら

れること、並びに本人の居住意思が泰阜村にあることを考慮した結果、当該住民の

当該期間における住所は長野県下伊那郡泰阜村にあると認める。

２　長野市の考え方

平成１６年３月２６日、長野市長は長野県知事に対して「平成１５年９月２６日から平成

－９８－

『住民税の納税問題とその課題』―長野県田中康夫知事の住民税納税問題を中心に―
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１６年３月２６日までの田中康夫氏の住所は長野市にある。」との決定を求めていました

が、実態を反映していない決定をいただき大変残念に思います。

長野市としては、今後の対応について慎重に検討してまいります。市民の皆様に

一層のご理解をいただきますようお願い申し上げます。

なお、長野県知事の決定の内容（一部省略）は以下のとおりです。

長野県知事の決定の内容（一部省略）

平成１６年（２００４年）５月２５日
長野市長　鷲澤　正一　様

長野県知事　田中　康夫

住民基本台帳法第３３条第２項の規定による
住民の住所の決定について（通知）

平成１６年３月２６日付けで貴方様より田中康夫氏（以下「当該住民」という。）の住所の決定を求め
る申出書の提出がありました。
このことについて、県知事として公正な判断を行うために、「住所認定に関する審査委員会」を別

添１の委員により設置し意見を求めました。当審査委員会において別添２のとおり審査が行われた
結果、別添３のとおり意見書の提出がありました。
この意見書に基づいて慎重に検討した結果、下記のとおり決定しました。

記
１　住民の住所
平成１５年９月２６日から平成１６年３月２６日まで（以下「当該期間」という。）の当該住民の住所は、
長野県下伊那郡泰阜村にあると認める。　
２　上記１のとおり決定した理由　
①　住所認定に当たっては、ある場所が客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かに
よって決すべきであり、その判断に当たっては諸般の事情を総合的に判断する必要がある。

②　当該住民の長野市における滞在日数に係る事実関係から、長野市に当該住民の生活の本拠と
しての実体が存在すると認められる。　

③　当該住民の泰阜村における滞在日数のほか、賃貸契約、家財道具の状況、地域活動等への参
加状況に関する事実関係から、泰阜村にも当該住民の生活の本拠としての実体が存在すると認
められる。　
④　一方、当該住民の居住意思が泰阜村にあることは、泰阜村への転入届が本人の意思により提
出されていることや当該住民の発言等を通じて明らかである。　

⑤　憲法は第２２条において、居住・移転の自由を保障しており、人は誰でも自由に住所を決める
ことができる。したがって、住所をどこに定めるかについての個人の意思は、その場所が生活
の本拠としての実体を備えている限り尊重されるべきものである。また、住所認定に当たり、
当該住所が生活の本拠としての実体を備えている場合、当該住民の居住意思に反して公権力を
行使することについては特に慎重であるべきである。　
⑥　以上のとおり、当該住民の客観的な生活の本拠としての実体が長野市及び泰阜村の両方に認
められること、並びに本人の居住意思が泰阜村にあることを考慮した結果、当該住民の当該期
間における住所は泰阜村にあると判断したものである。　

以上　



②　「田中知事の住民票問題をご理解いただくために」として、次の内容が掲載されて

いる（平成１６年６月１５日）。

（出所）http://www.city.nagano.nagano.jp/topics/gorikai.htm

田中県知事の住民票問題、何が問題なの？

これが問題

※好きなまちに税金（住民税）を納めたい

※意図（恣意）的に住民票だけを移す

※生活実態と住民票が一致していない

１．そもそも住所とは

住民基本台帳（住民票）は、住民の居住関係を公的に証明する唯一のものであ

り、様々な行政事務やサービスを市町村が責任をもって行うための基礎となるも

のです。

そのため、「市町村はその内容が住民の実態と合致するよう、あらゆる手段を講

じて住民基本台帳の正確性の確保に努めなければならない。」とされております。

複数の市町村で同一人の住所に疑いのある場合は、お互いの市町村同士で、十

分調査・調整してどちらか１箇所に決めることとされており、基本的には客観的

事実に基づき判断することとされております。また、受益（行政サービス）に対

する負担についても、住所のある市町村に住民税を納めていただいております。

〈住民基本台帳が行政事務の基礎として使われている主な例〉

�市町村民税及び県民税の課税、選挙人名簿の登録

�国民健康保険、介護保険、国民年金、児童手当等に関する事務など

２．今回の問題の所在住所移転が生活実態の伴わない「意図（恣意）的」なもので

あること

�公人（県知事）であるにもかかわらず法律を無視した行動をとったこと

�泰阜村の実態調査が不十分であること、また、県も決定を下すに当たって調査

を怠っていること

３．この問題を放置すれば

県の決定をこのまま放置（是認）すると次のような問題が起きてしまいます。

－１００－
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－１０１－

新潟産業大学人文学部紀要　第１６号　２００４．６

４．なぜ司法（裁判所）の判断を仰ぐのか

単身赴任等で、家族のもとに住民票を置いたままの方、学生で親元に住民票を

置いたままの方などがいらっしゃることは事実で、そのような方々との比較でこ

の問題に対する意見を頂戴しますが、長野市はそのような方々とこの問題はまっ

たく別次元のことと捉えています。

また、今現在は、長野市内のマンションも引き払い、泰阜村からの通勤実態も

考えれば問題ないのではないか、というご意見も頂戴しますが、長野市が問題と

しているのは住民税の課税期日（１月１日）を含めた、平成１５年９月２６日から平

成１６年３月２６日までの間のことです。

生活実態のないところへ住民票を置くことが認められれば、全国の自治体やひ

いては社会全体に与える影響が非常に大きいため、法に基づき裁判所の判断を仰

ぐこととしました。

何とぞ市民の皆様のご理解を賜りますようお願いいたします。

わずかな居住実態を作り、自分の意思で住所が決まれば社
会は混乱してしまう
�選挙の際、応援する候補者等のために、その支持者が
全国から住民票を異動させる事が可能となる。
�直接行政サービスを受ける市町村には住民税を納めず、
関係のない市町村へ納めることができるようになる。
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なぜなら、これは田中知事個人の「好きなまちに住民税を
納めたい」といった、現行法では許されないことを目的と
した意図（恣意）的な行為であるからです。
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≪訴訟内容≫
�県知事の決定の取り消し
�平成１５年９月２６日から平成１６年３月２６日までの田中知
事ご本人の住所の確認
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これまでの経過

長野県知事である田中康夫氏は平成１５年９月２６日に住民票を長野市から泰阜村へ

移しました。

その時、次のようなコメントがありました。

この時長野市は、「住民票に生活実態が伴わなければ、選挙や課税権などの市町村

事務に大きな影響を及ぼす。」と考えておりました。

その後、市町村事務の中でも重要な住民税課税の賦課期日（１月１日）において、

住所の実態を調査する必要があり、９月２６日～１月３１日までの実態調査を行いまし

た。

その結果は次のとおりでした。

長野市は、住民基本台帳法の趣旨に基づき、住民の生活実態と住民票が一致する

よう、泰阜村での実態調査を同村長に依頼すると同時に、田中知事ご本人にも正確

な届出をしていただくようお願いしました。

しかし、泰阜村長は調査の必要はないとし、田中知事からも正確な届出をしてい

ただくことはできませんでした。

その後、課税権等についても泰阜村と協議を続けましたが、意見がととのわず、

平成１６年３月２６日に、法律に基づき長野県知事に住所の決定を申し出ました。

当事者でもある田中知事は、自分で自分の住所を決めるという異例の事態に、自

らが依頼した委員３名による審査委員会を設置し、委員会での意見をそのまま決定

書とし、５月２５日に住所を「泰阜村」と決定しました。

－１０２－

『住民税の納税問題とその課題』―長野県田中康夫知事の住民税納税問題を中心に―

≪調査時の状況≫
�住民票を異動する前と変わらず、長野市のマンション
から通勤している。
�泰阜村へはほとんど行っていない。

�

生活実態と住民票が一致しておらず、「好きなまちに住民
税を納めたい」といった当初の発言もあり、意図（恣意）
的に住民票だけを異動したに過ぎないと考えられる。
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９月２６日
記者会見好きなまちに住民税を納めたい田中知事の言葉

９月３０日
村ホームページ

これは田中知事の現行法への挑戦で
ある泰阜村長の言葉
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この決定には次の点で納得できない部分があります。

自らが公人である立場と権限を利用して、個人であるご自分の「法を逸脱した行

為」について正当化している不透明な決定と言わざるを得ません。

住民基本台帳法では、決定を不服とするならば、裁判所に出訴できることになっ

ています。

また、田中知事は、長野市の住民からの公職選挙法に基づく泰阜村選挙管理委員

会に対する裁判や、長野市からの住所決定の申し出以降、にわかに次のような行動

を取り始めました。

長野市は、「県知事は長野市に住まなければならない」と主張しているわけではあ

りませんから、この状況（マンションも引き払い、生活の本拠が長野市にない状況）

が継続されることとなれば、長野市に住民票が無くても問題はないと認識していま

す。

①意図（恣意）的に住民票を異動したに過ぎないことを考
慮していない。

②長野市の行った詳細な実態調査の内容を十分考慮してい
ない。

③泰阜村の実態調査が不十分であることを県として指導、
指摘していない。

④対象期間（９月２６日から３月２６日）の行動を考慮せず、
それ以降の行動を判断材料としている。

⑤生活実態よりも本人の意思に重きを置きすぎている。
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≪現在の状況≫
�高速バスで泰阜村から通勤をしている。
（３月下旬から）
�長野市のマンションを退去した。（５月１３日）

�

ご本人も、長野市の指摘に十分反論できず、生活の実態を
泰阜村の住民登録に一致させる行動をとったものと考えら
れる。
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③　「裁判所へ出訴しました」として、次の内容が掲載されている（平成１６年６月２３日）。

（出所）http://www.city.nagano.nagano.jp/topics/syusso.htm

平成１６年５月２５日、田中長野県知事が知事ご本人の住所を「泰阜村」と決定され

ましたが、この決定は長野市としては納得のいくものではないため、６月２２日に市

議会の議決をいただき、本日、長野地方裁判所へ出訴いたしました。何とぞ市民の

皆様の御理解を賜りますようお願い申し上げます。

出訴の主な趣旨は次のとおりです。

７）　国税庁の資料より作成。

８）　佐藤和助編『所得税確定申告の手引き（平成１６年３月申告用）』（税務研究会出版局、

平成１６年１月）５５３頁および５８８頁－５９４頁。

９）　通産省編『地域貢献企業の時代』（通商産業調査会、１９９０年４月）２３３－２３４頁。

１０）　国税庁資料（http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/024.htm ～ 025.htm）

１１）　田中知事の年間収入は次による。長野県の特別職の報酬等は次表による。

（出所）http://www.pref.nagano.jp/soumu/jinji/kyuuyo2003.htm

－１０４－

『住民税の納税問題とその課題』―長野県田中康夫知事の住民税納税問題を中心に―

①長野県知事田中康夫が長野市長鷲澤正一に対し、平成１６
年５月２５日付けでした住民基本台帳法第３３条第２項に基づ
く住民の住所の決定を取り消す。

②平成１５年９月２６日から平成１６年３月２６日までの田中康夫氏
の住所は、「長野市」にあると認める。
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特別職の報酬等の状況（平成１５年４月１日現在）

給　料　月　額　等区　　　　　　分
１３５万円（９４万５０００円）
１０４万円（８３万２０００円）
９１万円（７２万８０００円）

知　　　　　事
副　　知　　事
出　　納　　長

給　

料

１０４万円（８３万２０００円）
９１万円（７７万３５００円）
８５万円（７６万５０００円）

議　　　　　長
副　　議　　長
議　　　　　員

報　

酬

（平成１４年度支給割合）
６月期 １．４５月分
１２月期 １．５５月分
３月期 ０．５０月分
　計　 ３．５０月分

知　　　　　事
副　　知　　事
出　　納　　長

期　

末　

手　

当
（平成１４年度支給割合）
６月期 １．５５月分
１２月期 １．９５月分
　計　 ３．５０月分

議　　　　　長
副　　議　　長
議　　　　　員

（注）給料及び報酬の（　）内は、職員の給与の特例に関する条例による減額後の額です。
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新潟産業大学人文学部紀要　第１６号　２００４．６

前表より、（９４５，０００円×１２ヶ月）＋（９４５，０００円×３．５０ヶ月）＝１４，６４７，５００円となる。

したがって、年間給与収入は、概算１，５００万円として試算する。

なお、全国の知事、政令市長の平成１５年の所得が、平成１６年６月３０日、各自治体の

資産公開条例に基づき、すべて公開された。「読売新聞」（平成１６年６月３０日夕刊）に、

次のように全国の知事、政令市長の平成１５年の所得がまとめられている。

財政難や職員の不祥事などを理由に給与や賞与を削減した知事は３５人に上る。知事

の給与所得の平均は１，９３１万円である。

ちなみに、長野県田中知事は、①県からの給与所得１，６２４万円、②他の所得（事業所

得）はマイナス３０８万円を計上し、合計１，３１７万円と、全国知事の中では最低額である。

【知　　事】

合計他の
所得

前年
比　

給与
所得

２１０９１３５５２１９７４増田　寛也岩 手
１９３５２４７７７１６８７◎浅野　史郎宮 城
２３２３４００２４１９２３◎寺田　典城秋 田
１８０７２６１０１７８１◎高橋　和雄山 形
２１３０１８３１９１９４７◎佐藤栄佐久福 島
１８７５１３▼　４０１８６２◎橋本　　昌茨 城
２０６６８６▼　５３１９８０◎福田　昭夫栃 木
１９７９２１３１９５９◎小寺　弘之群 馬
２７２９５８３▼１７９２１４６◎堂本　暁子千 葉
６１０３３８２５０２２７８◎石原慎太郎東 京
１７９０２４▼　１２１７６６◎平山　征夫新 潟
１９４８５６▼　５６１８９２◎中沖　　豊富 山
１９４９２９▼　５１９１９◎谷本　正憲石 川
１３１７▼３０８―１６２４◎田中　康夫長 野
２３６７３０２▼　３０２０６６◎梶原　　拓岐 阜
１８７８６１▼１３７１８１８◎石川　嘉延静 岡
２５８１１５５８３２４２６◎神田　真秋愛 知
１４６８１７９―１２８９野呂　昭彦三 重
１９５６８１１６１８７５◎国松　善次滋 賀
２０２７７７―１９５０◎山田　啓二京 都
２５４７４０３３７２１４３◎太田　房江大 阪
２２９５５８５９２２３７◎井戸　敏三兵 庫
１５８４１０▼２２６１５７４◎柿本　善也奈 良
２１７９１５１１８２０２８◎木村　良樹和歌山
２０２４２６６▼　４８１７５８◎片山　善博鳥 取
１８９５６０▼　４２１８３５◎澄田　信義島 根
２２８６１０９▼　８２１７８◎石井　正弘岡 山
２２２９２１４▼２６０２０１６◎藤田　雄山広 島
１９３４０３５１９３４◎二井　関成山 口

２０１８３８７１４１９８０◎真鍋　武紀香 川
２２４７３５６▼　２４１８９１◎加戸　守行愛 媛
１９０２２１９６７１６８３◎橋本大二郎高 知
２３９８２０２３６２１９６◎麻生　　渡福 岡
２２６４２８４▼１４９１９８０◎金子原二郎長 崎
１９７０１２１４６１８４９◎潮谷　義子熊 本
２０５５１２７１１１９２７◎須賀　竜郎鹿児島
７３０９５２４３３５２０６６◎稲嶺　恵一沖 縄
２３１０３７９１９３１平 均

【政令市長】
２０６２１１５２０６１◎藤井　　黎仙 台
７２１９４９２８▼１８２２２９１◎相川　宗一さいたま
２１０２０▼　４３２１０２◎鶴岡　啓一千 葉
２０３５３０▼１４１２００５◎阿部　孝夫川 崎
２９０８３２８―２５８０中田　　宏横 浜
３０６１６４４▼　６６２４１８◎松原　武久名古屋
１８３７０▼１０４１８３７◎桝本　頼兼京 都
１９８１０▼２５３１９８１◎矢田　立郎神 戸
２２６３０▼　８２２２６３◎秋葉　忠利広 島
２４５２１７７▼　２２２７４◎山崎広太郎福 岡
２２６４９９８８１２１６５末吉　興一北九州
２７４４５６４２１８０平 均

　単位は万円。万円未満を四捨五入しているため、
合計等の数字が合わない場合がある。◎は財政難
などによる給与・賞与の減額。▼はマイナス。前
年比「―」は前回の公開なし。他の所得は事業所得、
不動産所得、雑所得などの合計。北海道、青森、埼
玉、神奈川、福井、山梨、徳島、佐賀、大分、宮崎
の各知事と、札幌、大阪の両市長は報告の対象外。
三重は対象外だが、自主的に公開。敬称略。

知事・政令市長の所得公開



１２）　出井信夫『都市・地域政策と公民連携・協働―ＰＰＰ・ＰＦＩ・ＮＰＯ・基金・公

益信託・第３セクターの研究―』（地域計画研究所、平成１４年３月）３５１頁。

１３）井堀利宏『政府と市場』（税務経理協会、１９９９年２月）２１６－２１７頁。

１４）出井信夫編著「市民の寄付金と自治体の基金制度を利用して地域振興・ＮＰＯ支援

を推進する都市・地域政策」『新潟産業大学附属研究所報告書』（２０００年１２月）。

１５）上掲報告書、「市民の寄付金と自治体の基金制度を利用して地域振興・ＮＰＯ支援

を推進する都市・地域政策」を中心に、２０００年１２月２１日に新潟県自治会館で本学附属

研究所主催シンポジウム［地方分権時代における自治体の地域政策の課題］で発表し

たところ、後日、本提案趣旨を理解された新潟県山古志村では先人が人力の手堀で

掘った隧道の保存修景にする目的で、賛同者に寄付金の募集と基金設置が開始された

ことが地元紙「新潟日報」に報道されている。

－１０６－

『住民税の納税問題とその課題』―長野県田中康夫知事の住民税納税問題を中心に―
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